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総 務 常 任 委 員 会 記 録

１．会議日時

平成２２年１０月２６日（火）午前１０時　　　　開会

　　　　　　　　　　　　　　午後　４時５５分　散会

１．場所

大会議室

１．出席委員
委 員 長 三好義治  副委員長 村上英明  委　　員 川端福江
委　　員 三宅秀明  委　　員 上村高義  委　　員 野口　博

１．欠席委員
なし

　　　　
１．説明のため出席した者
市　長　森山一正 副市長　小野吉孝
市長公室長　羽原　修 同室次長　山本和憲
同室参事兼秘書課長　井口久和　　政策推進課長　山口　猛
同課参事　小矢田博子 人事課長　石原幸一郎
人権室人権推進課長　林　彰彦　　　同課参事　中村実彦
人権室女性政策課長　牛渡長子
総務部長　有山　泉 同部次長兼財政課長　北野人士
同部参事兼総務防災課長　布川　博　　同部参事兼法制文書課長　奥　幸市
情報政策課長　柳瀬哲宏 市民税課長　川﨑敏康　　　
固定資産税課長　中西利之 納税課長　野村眞二 工事検査室長　宮木茂実
会計管理者　寺西義隆
監査委員、選挙管理・公平・固定資産評価審査委員会事務局長　寺本敏彦
同局局次長　豊田拓夫
消防長　北居　一 消防本部理事　浜崎健児
同本部参事兼警備第１課長　本山　勝
同本部総務課長　熊野　誠 同課参事　明原　修 予防課長　森　一男
警備第１課参事　納家浩二 警備第２課長　樋上繁昭 同課参事　堤　仁志

１．出席した議会事務局職員
事務局長　野杁雄三 同局参事　池上　彰 同局主査　湯原正治

１．審査案件（審査順）
　　認定第１号　平成２１年度摂津市一般会計歳入歳出決算認定の件所管分
　　認定第５号　平成２１年度摂津市財産区財産特別会計歳入歳出決算認定の件
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（午前１０時　開会）

○三好義治委員長　おはようございます。

ただいまから総務常任委員会を開会しま

す。

　理事者からあいさつを受けます。

　森山市長。

○森山市長　おはようございます。スポー

ツ、文化の秋ということで何かとご多用

のところ、本日は委員会をおもちいただ

きまして、大変ありがとうございます。

　当委員会では、平成２１年度委員会所

管分の会計の決算をご審査いただくわけ

でございますけれども、ちょうど今、来

年度予算に向けての精査に入るところで

ございます。この委員会での審議はまた

来年度の予算にもつながってまいります。

何とぞ慎重審議の上、ご認定いただきま

すよう、よろしくお願いいたします。　

一たん退席いたしますが、よろしくお願

いします。

○三好義治委員長　あいさつが終わりま

した。

　本日の委員会記録署名委員は村上委員

を指名します。

　審査の順序につきましては、まず最初

に、認定第１号所管分の審査を行い、次

に認定第５号の審査を行うことに異議あ

りませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○三好義治委員長　異議なしと認め、そ

のように決定します。

　暫時休憩します。

（午前１０時１分　休憩）

（午前１０時２分　再開）

○三好義治委員長　再開します。

　認定第１号の所管分の審査を行います。

　補足説明を求めます。

　有山総務部長。

○有山総務部長　平成２１年度摂津市一

般会計歳入歳出決算のうち、総務部等に

係る部分につきまして、目を追って主な

ものについて補足説明をさせていただき

ます。

　まず、歳入でございますが、２８ペー

ジ、款１、市税、項１、市民税、目１、

個人は前年度に比べ３．２％、１億４，

２６４万１，０５９円の減額となってお

ります。これは個人所得の減少による個

人所得割が減少になったことなどによる

ものでございます。

　目２、法人は前年度に比べ４６．９％、

１３億２，１８８万２，４６３円の減額

となっております。これは一部主要企業

の収益低下により法人税割が減収となっ

たことによるものでございます。

　項２、固定資産税、目１、固定資産税

は前年度に比べ０．２％、１，３４４万

７，９１７円の減額となっております。

　項２、軽自動車税、目１、軽自動車税

は前年度に比べ２．５％、１９４万７，

９５７円の増額となっております。

　項４、市たばこ税、目１、市たばこ税

は前年度に比べ６．３％、１億２，０３

５万２，０１４円の増額となっておりま

す。

　項５、都市計画税、目１、都市計画税

は前年度に比べ０．２％、２４３万３，

０６４円の減額となっております。

　款２、地方譲与税、項１、地方揮発油

譲与税、目１、地方揮発油譲与税は収入

済額２，８４９万１，０００円で法律改

正によって新たに一般財源として譲与さ

れたものでございます。

　項２、自動車重量譲与税、目２、自動

車重量譲与税は前年度に比べ９．７％、

１，３８７万円の減額となっております。

　３０ページ、項３、地方道路譲与税、

目１、地方道路譲与税は前年度に比べ５

７．２％、２，６１６万９，５６３円の

減額となっております。これは法律改正
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に伴う減収でございます。

　款３、利子割交付金、項１、利子割交

付金、目１、利子割交付金は前年度に比

べ１４．６％、１，０８９万６，０００

円の減額となっております。

　款４、配当割交付金、項１、配当割交

付金、目１、配当割交付金は前年度に比

べ１８．５％、５４４万１，０００円の

減額となっております。

　款５、株式等譲渡所得割交付金、項１、

株式等譲渡所得割交付金、目１、株式等

譲渡所得割交付金は前年度に比べ６．５

％、６７万５，０００円の増額となって

おります。

　款６、地方消費税交付金、項１、地方

消費税交付金、目１、地方消費税交付金

は前年度に比べ５．６％、５，１１９万

３，０００円の増額となっております。

　款７、ゴルフ場利用税交付金、項１、

ゴルフ場利用税交付金、目１、ゴルフ場

利用税交付金は前年度に比べ５．５％、

１５万４，８３４円の減額となっており

ます。

　款８、自動車取得税交付金、項１、自

動車取得税交付金、目１、自動車取得税

交付金は前年度に比べ４３．３％、６，

７６０万８，０００円の減額となってお

ります。これは自動車取得税の減税に伴

い減額となったものでございます。

　目２、旧法による自動車取得税交付金

は収入済額８６万９，０００円で改正前

の法律に基づく課税に係る交付金でござ

います。

　款９、地方特例交付金、項１、地方特

例交付金、目１、地方特例交付金は前年

度に比べ８．９％、１，４２２万３，０

００円の減額となっております。

　項２、特別交付金３２ページ、目１、

特別交付金は前年度に比べ３．５％、２

２４万２，０００円の増額となっており

ます。

　款１０、地方交付税、項１、地方交付

税、目１、地方交付税は前年度に比べ１

万円の増額となっております。

　款１１、交通安全対策特別交付金、項

１、交通安全対策特別交付金、目１、交

通安全対策特別交付金は前年度に比べ３．

０％、５７万３，０００円の減額となっ

ております。

　款１３、使用料及び手数料、項１、使

用料、目１、総務使用料は庁舎施設等使

用料が収入されております。

　３６ページ、項２、手数料、目１、総

務手数料は税務諸証明手数料及び税務督

促手数料が収入されております。

　４２ページ、款１４、国庫支出金、項

２、国庫補助金、目５、総務費国庫補助

金は地域活性化経済危機対策臨時交付金

が収入されております。

　４６ページ、款１５、府支出金、項２、

府補助金、目１、総務費府補助金は総合

相談事業交付金及び緊急雇用創出基金事

業補助金が収入されております。

　５２ページ、項３、委託金、目１、総

務費委託金では府税徴収事務委託金が収

入されております。

　款１６、財産収入、項１、財産運用収

入、目１、財産貸付収入では土地貸付収

入でございます。

　目２、利子及び配当金は各種基金利子

収入でございます。

　５４ページ、項２、財産売払収入、目

１、不動産売払収入は土地売払収入でご

ざいます。

　款１７、寄附金、項１、寄附金、目１、

寄附金は競艇寄附金及び一般寄付金が収

入されております。

　款１８、繰入金、項１、特別会計繰入

金、目１、財産区財産特別会計繰入金は

市場池などの貸付収入の一部を一般会計
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へ繰り入れております。

　項２、基金繰入金は５６ページ、目６、

減債基金繰入金は１０億９，０００万円

の繰り入れを行っております。

　款１９、諸収入、項１、延滞金、加算

金及び科料、目１、延滞金は市税延滞金

となっております。

　項２、市預金利子、目１、市預金利子

は歳計現金に係る預金利子でございます。

　項３、貸付金元利収入、目３、家屋被

害復旧資金貸付金元金収入は家屋被害復

旧資金貸付金の償還金でございます。

　項４、雑入、目１、滞納処分費はイン

ターネット公売による収入のうち、滞納

処分に要した経費の実費負担相当分を滞

納処分費として収入いたしたものでござ

います。

　目２、雑入の主なものといたしまして

は、大阪府市町村振興協会交付金のほか

水道事業会計からの収入などでございま

す。

　続きまして、６４ページをご参照願い

ます。

　款２０、市債、項１、市債につきまし

ては、借換債のほか、６６ページ、目１、

民生債は民間保育所施設整備補助事業債、

目２、土木債は南千里丘まちづくり整備

事業債、目３、消防債は消防施設整備事

業債、目４、教育債は小学校給食調理場

改善事業債、中学校学習環境整備事業債、

目５、臨時財政対策債は地方財政の収入

不足分について国と地方全体が折半して

補てんするものについて起債したもの、

目６、退職手当債は団塊世代の退職によ

る退職手当の一時的な増加に対処するた

め起債したもの、目７、減収補てん債は

法人市民税等の減収の補てんのため起債

したものとなっております。

　款２１、繰越金、項１、繰越金、目１、

繰越金は１２億９，６０１万３，４９２

円で、その内訳は繰越事業充当財源が９

億３，０００万７，９５０円、平成２１

年度決算剰余金が３億６，６００万５，

５４２円となっております。

　続きまして、歳出でございますが、７

２ページからの款２、総務費、項１、総

務管理費、目１、一般管理費の主なもの

につきましては、７４ページ、節１１、

需用費のうち、消耗品費、総務防災課分

は市全体の一般事務用品の購入経費など、

また、法制文書課分は印刷用紙などでご

ざいます。

　７６ページ、節１２、役務費のうち、

通信運搬費、情報政策分はインターネッ

トに係る通信経費などでございます。

　節１３、委託料は市例規集委託料など、

節１４、使用料及び賃借料はパソコン機

器等借上料などを執行いたしております。

　節１８、備品購入費は地デジ対応テレ

ビ購入に係る経費などを執行いたしてお

ります。

　７８ページ、節１９、負担金、補助金

及び交付金は電子自治体推進協議会負担

金及び土地開発公社補給金を執行いたし

ております。

　節２８、繰出金、財政課分は児童手当

に係る水道事業会計への繰出金を執行い

たしております。

　目２、文書広報費の主なものは、節１

２、役務費で市全体の郵送料などを執行

いたしております。

　８０ページ、目３、会計管理費は会計

室の出納事務に係る経費を執行いたして

おります。

　目４、財産管理費は庁舎や市有財産な

どの維持管理経費を執行いたしておりま

す。

　８２ページ、目５、車両管理費は保険

制度上、市が直接払うか保険会社が支払

うかを選択する制度となっており、市が
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直接支払いを行ったケースがないため予

算の執行はいたしておりません。

　８４ページ、目１０、電子計算費は基

幹業務オープンシステムなどに係る経費

を執行いたしております。

　９２ページ、目１７、財政調整基金費

から目１９、減債基金費及び目２１、土

地開発基金費の各基金費につきましては、

剰余金利子等をそれぞれの基金に積み立

てたものでございます。

　また、財政調整基金費につきましては、

減債基金から１０億９，０００万円を積

みかえいたしております。

　項２、徴税費につきましては、目１、

税務総務費から９６ページ、目２、賦課

徴収費で税務事務に係る経費を執行いた

しております。

　次に、１７６ページをご参照願います。

款８、消防費、項１、消防費、目４、災

害対策費では防災対策に係る経費や新型

インフルエンザ対策に係る経費を執行い

たしております。

　続きまして、２１４ページをご参照願

います。款１０、公債費、項１、公債費、

目１、元金は前年度に比べ３６．９％、

２０億８，２１８万７，０３８円の減額

となっております。

　なお、借換債を除く実質ベースでは前

年度に比べ５．３％、１億７，５７８万

７，０３８円の減額となっております。

　目２、利子では前年度に比べ６．９％、

４，６１２万４，３１３円の減額となっ

ております。

　款１２、予備費、項１、予備費、目１、

予備費につきましては、１，２５４万９，

１４３円を充当いたしております。その

内容は、款４、衛生費、項１、保健衛生

費、目２、予防費で新型インフルエンザ

対策に係る経費に１，２３０万７，９７

３円、款８、消防費、項１、消防費、目

１、常備消防費で新型インフルエンザワ

クチン接種費用に２４万１，１７０円を

充当いたしております。

　以上、総務部等の所管いたします決算

内容の補足説明とさせていただきます。

○三好義治委員長　羽原市長公室長。

○羽原市長公室長　平成２１年度摂津市

一般会計歳入歳出決算のうち、市長公室

に係る部分につきまして、目を追ってそ

の主なものについて補足説明をさせてい

ただきます。

　まず、歳入でございますが、一般会計

歳入歳出決算書３２ページの款１３、使

用料及び手数料、項１、使用料、目１、

総務使用料のうち、男女共同参画センター

使用料は摂津市立男女共同参画センター・

ウィズせっつの施設使用料でございます。

　次に、４２ページ、款１４、国庫支出

金、項２、国庫補助金、目５、総務費国

庫補助金のうち、定額給付金給付事業費

補助金は、定額給付金の給付に係る事務

費補助金及び事業費補助金でございます。

　４４ページ、項３、委託金、目１、総

務費委託金のうち、統計調査費委託金は

経済センサス基礎調査、全国消費実態調

査や工業統計調査などに係る委託金でご

ざいます。

　４６ページ、款１５、府支出金、項２、

府補助金、目１、総務費府補助金のうち、

総合相談事業補助金の一部は人権相談員

等に係る補助金でございます。

　次に、５２ページ、目９、振興補助金、

大阪府市町村振興補助金は大阪府からの

権限移譲計画の策定に係る補助金でござ

います。

　同じく５２ページ、項３、委託金、目

１、総務費委託金のうち、人権啓発活動

委託金は人権啓発活動事業全般に係る事

業委託金でございます。

　５４ページ、款１７、寄附金、項１、
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寄附金、目１、寄附金では、人権推進課

で一般寄附を収入いたしております。

　５６ページ、款１９、諸収入、項４、

雑入、目２、雑入の雑収入のうち、秘書

課分として広告掲載料は市広報紙及びホー

ムページに広告を掲載いたしました収入

でございます。

　政策推進課分として、淀川右岸３市１

町地下鉄延伸連絡協議会廃止返還金は同

協議会の廃止に伴い、過年度分負担金の

精算金を収入したものでございます。

　人事課分として、退職手当水道事業会

計負担金は退職手当を一般部局と水道事

業との勤続年数で案分して精算したもの

で、前年度に比べ３，３８９万６，７９

１円の減額となっておりますが、これは

平成２１年度に該当しておりました職員

の水道事業における勤続年数が前年度の

対象者に比べ短かかったことによるもの

でございます。

　派遣職員給与等負担金は大阪府後期高

齢者医療広域連合との派遣職員の取り扱

いに関する協定書に基づき、同広域連合

より派遣職員の給与等を負担いただいた

ものでございます。

　臨時非常勤職員等雇用保険個人掛金は

事務処理上、市が一括して保険料を支払

うことに伴い、対象者から個別に徴収し

ました掛金を収入したものでございます。

　なお、雑収入には、ほかに人権推進課、

女性政策課にかかわるものがございます。

　次に、歳出でございますが、一般会計

全体にかかわります人件費関係の決算に

つきましては、決算概要２４ページの給

与費決算額調書に記載をいたしておりま

す。

　平成２１年度に支出いたしました給与

費の総額は６８億９，９２１万６，３８

４円で、前年度に比べ２．７％、１億８，

３６３万５，８８３円の増加となってお

ります。

　給与費の内訳といたしましては、報酬

で２億８，６０１万８９円、給料で２６

億４，１８６万３，０６７円、職員手当

等で３１億１，７８４万１，９４３円、

共済費で８億５，３５０万１，２８５円

の執行となっております。

　そのうち、報酬では前年度に比べ０．

３％、９２万７，０８９円の増加となっ

ております。

　給料では前年度に比べ３．２％、８，

７１０万９２３円の減少となっておりま

すが、これは退職不補充等による職員数

の減が主な要因でございます。

　職員手当等では前年度に比べ７．７％、

２億２，２４９万１，４２７円の増加と

なっておりますが、これは期末勤勉手当

が１１億１，６７３万５，８６２円の執

行で、前年度に比べ１１．０％、１億３，

８４８万３，５８１円の減少となったも

のの、退職手当が１３億１，４２６万９，

５２５円の執行で、前年度に比べ４２．

６％、３億９，２３９万８４６円の増加

となってことが主な要因でございます。

　なお、平成２１年度の退職手当支給者

は５２名で、前年度に比べ１５名の増加

となっております。

　共済費では前年度に比べ５．９％、４，

７３１万８，２９０円の増加となってお

りますが、これは共済組合負担金の事業

主負担率が引き上げられたことが主な要

因でございます。

　次に、人件費以外の内容を一般会計歳

入歳出決算書によりご説明を申し上げま

す。

　まず、決算書７４ページ、款２、総務

費、項１、総務管理費、目１、一般管理

費の需用費及び７６ページの役務費につ

きましては、市長公室全般にかかります

業務執行上の必要経費を支出したもので
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あり、いずれも必要性を精査し、執行し

たところでございます。

　同じく７６ページ、委託料につきまし

ては、秘書課分として秘書派遣料、人事

課分として人事記録データ作成委託料、

係長級昇任試験等の試験問題作成委託料、

職員の健康管理に係る職員健康診断委託

料、管理職養成等研修委託料などを執行

したものでございます。

　７８ページ、負担金補助及び交付金の

主なものといたしましては、秘書課にか

かります近畿、大阪府、北摂の各市長会

負担金、人事課にかかります職員厚生会

補助金と職員の教養研修費負担金でござ

います。

　同じく７８ページ、目２、文書広報費

では、秘書課分の主なものといたしまし

て「広報せっつ」及びお知らせ版の発行

及び配付等に係る経費のほか、ホームペー

ジ保守管理経費を執行したものでござい

ます。

　次に、８２ページ、目６、企画費は政

策推進課の事務執行に係る経費で、その

主なものといたしましては、第４次総合

計画策定に係る経費として総合計画審議

会委員報酬や総合計画策定業務委託料等

を執行したものでございます。

　８６ページ、目１２、女性政策費につ

きましては、摂津女性大学の開催や摂津

女性プラン推進のため市民に参画いただ

いております女性政策推進市民懇話会等

に係る経費、男女共同参画社会を目指す

ための啓発紙の発行等に要した経費でご

ざいます。

　また、目１３、男女共同参画センター

費は摂津市立男女共同参画センター・ウィ

ズせっつの管理運営に係る経費でござい

ます。

　次に、９０ページ、目１６、諸費は人

権啓発等に係る経費で、そのうち主なも

のといたしましては、９２ページ、負担

金補助及び交付金で摂津市人権協会補助

金、財団法人大阪府人権協会分担金を執

行いたしております。

　同じく９２ページ、目２０、定額給付

金給付事業費は国の経済対策として創設

された定額給付金の給付に要した経費で

ございます。

　なお、定額給付金に係る予算は全額繰

越明許費として平成２０年度から繰り越

したものでございます。

　次に、１０４ページ、項５、統計調査

費、目１、統計調査総務費は統計に係る

一般事務経費でございます。

　また、目２、基幹統計調査費は統計法

に基づき実施した基幹統計調査に係る経

費で、そのうち平成２１年度の主なもの

といたしましては、経済センサス基礎調

査、全国消費実態調査、工業統計調査な

どに係る経費でございます。

　以上、市長公室の所管いたします決算

内容の補足説明とさせていただきます。

○三好義治委員長　北居消防長。

○北居消防長　認定第１号、平成２１年

度摂津市一般会計歳入歳出決算のうち、

消防本部所管事項につきまして、目を追っ

て主なものについて補足説明をさせてい

ただきます。

　まず、歳入でございますが、決算書３

８ページをお開き願います。

　款１３、使用料及び手数料、項２、手

数料、目５、消防手数料は危険物設置許

可等手数料及び罹災等の証明書発行に伴

う手数料でございます。

　４２ページ、款１４、国庫支出金、項

２、国庫補助金、目３、消防費国庫補助

金は緊急消防援助隊設備整備費補助金で

ございます。

　５０ページ、款１５、府支出金、項２、

府補助金、目７、消防費府補助金は、大
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阪航空消防運営費補助金でございます。

　６２ページ、款１９、諸収入、項４、

雑入、目２、雑入の消防総務課に係るも

ののうち、消防団員退職報償費は消防団

員１０名分の退職報償金。

　近畿道救急業務実施市町村交付金は、

近畿自動車道の救急出動に係る交付金で

ございます。

　ふるさと消防団活性化助成金は、財団

法人自治総合センターからの消防団活動

備品購入に対する助成金。

　防火防災普及啓発推進助成金は、財団

法人日本防火協会からの民間防火組織等

の防火防災普及啓発推進事業助成金。

　消防団安全装備品整備等助成金は、消

防団員等公務災害補償等共済基金からの

消防団員装備購入に係る助成金でござい

ます。

　環境対応車普及促進対策費補助金は、

水槽付消防ポンプ自動車等の購入にあたっ

て経済産業省から交付される補助金でご

ざいます。

　次に、歳出でございますが、概要につ

きましては決算概要１３４ページから１

３９ページにかけ記載しておりますので、

あわせてご参照願います。

　決算書１７０ページをお開き願います。

　款８、消防費、項１、消防費、目１、

常備消防費、節７、賃金は臨時職員１名

分の賃金でございます。

　節９、旅費は消防大学校、大阪府立消

防学校等への職員研修派遣にかかる普通

旅費等でございます。

　節１１、需用費は消防活動上、必要な

物品、活動服等貸与被服の購入及び緊急

情報システム交換部品等の購入並びに消

防車両、消防庁舎の修繕等維持管理経費

でございます。

　１７２ページ、節１２、役務費は一般

加入回線、専用回線、携帯電話代等の通

信運搬費、消防活動用ボンベ検査等の手

数料並びに車両の保険料等でございます。

　節１３、委託料は消防庁舎の清掃、庁

舎設備等の保守管理委託、緊急情報シス

テム等保守管理委託及び職員特別健康診

断委託等でございます。詳細につきまし

ては事務報告書の４１５ページ、４３０

ページ及び４３２ページに記載しており

ますので、あわせてご参照願います。

　次に、節１４、使用料及び賃借料は消

防本部庁舎の土地借上げ、仮眠用寝具借

上げ等でございます。

　節１５、工事請負費は水槽付消防ポン

プ自動車更新に係る艤装工事費用でござ

います。

　節１８、備品購入費は水槽付消防ポン

プ自動車及び高規格救急自動車並びに高

度救命処置用資機材更新等に係る経費で

ございます。

　節１９、負担金、補助及び交付金は消

防ヘリコプター運営に係る負担金及び救

急救命士の養成等をはじめ、職員の教育

派遣に係る負担金並びに消火栓新設・修

理負担金等でございます。

　続きまして、１７４ページ、目２、非

常備消防費、節１、報酬は３３６名の消

防団員報酬でございます。

　節８、報償費は、１０名の消防団員退

職報償金等でございます。

　節９、旅費は、火災出動旅費延べ１１

３名分及び訓練歳末非常警戒並びに消防

出初め式等出動に係る費用弁償でござい

ます。

　節１１、需用費は消防団員の貸与被服

及び消防団活動用品の購入並びに分団配

備の消防ポンプ自動車６台、小型動力ポ

ンプ積載車２３台、小型動力ポンプ２３

台の維持補修等でございます。

　節１５、工事請負費及び節１８、備品

購入費はＮＯｘ・ＰＭ法規制対象の市第
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四分団配備の消防ポンプ自動車の更新を

はじめ、消防団活動に必要なテント等の

更新に係る経費でございます。

　節１９、負担金、補助及び交付金は消

防団員等公務災害補償等共済基金の掛金

及び消防団屯所の補修に対する消防施設

整備費補助金でございます。

　以上、消防本部の所管いたします決算

内容の補足説明とさせていただきます。

○三好義治委員長　寺本総合行政委員会

事務局長。

○寺本監査委員・選挙管理・公平・固定

資産評価審査委員会事務局長　認定第１

号、平成２１年度摂津市一般会計歳入歳

出決算のうち、公平委員会、固定資産評

価審査委員会、選挙管理委員会及び監査

委員事務局が所管いたしております項目

につきまして、目を追って補足説明をさ

せていただきます。

　まず、歳入でございますが、４４ペー

ジ、款１４、国庫支出金、項３、委託金、

目１、総務費委託金の選挙費委託金は衆

議院議員総選挙委託金、国民投票人名簿

システムの構築に係る交付金及び在外選

挙人名簿登録事務に係る委託金でござい

ます。

　次に、６２ページ、款１９、諸収入、

項４、雑入、目２、雑入、雑収入は選挙

管理委員会事務局分として市議会議員一

般選挙における供託金でございます。

　続きまして、歳出でございますが、８

４ページの款２、総務費、項１、総務管

理費、目８、公平委員会費及び目９、固

定資産評価審査委員会費につきましては、

各委員の報酬及び事務的な経費でござい

ます。

　次に、１００ページの項４、選挙費、

目１、選挙管理委員会費につきましては、

委員の報酬及び事務的な経費でございま

す。

　同じく１００ページの目２、市議会議

員一般選挙費につきましては、平成２１

年８月３０日執行の市議会議員一般選挙

にかかります経費でございます。

　主なものといたしましては、投票立会

人等の報酬や従事者の人件費のほか、節

１３、委託料ではポスター掲示場設営撤

去委託料、節１９、負担金補助及び交付

金では選挙公営制度交付金となっており

ます。

　１０２ページの目３、衆議院議員総選

挙費につきましては、平成２１年８月３

０日執行の衆議院議員総選挙に係る選挙

費用でございます。

　主なものといたしましては、投票立会

人等の報酬や従事者の人件費のほか、節

１２、役務費で入場整理券の郵送料、節

１３、委託料ではポスター掲示場設営撤

去委託料や開票所設営撤去委託料、節１

８、備品購入費では投票用紙自動分類機

や期日前投票所のパーテーションの選挙

器具費等となっております。

　次に、１０４ページの項６、監査委員

費、目１、監査委員費につきましては、

委員の報酬及び事務的な経費が主なもの

でございます。

　以上、決算の補足説明とさせていただ

きます。

○三好義治委員長　説明が終わり、質疑

に入ります。

　川端委員。

○川端福江委員　概要の方で質問をした

いと思いますので、よろしくお願いしま

す。

　決算概要の４８ページのところで創造

的人材育成事業というところがあります。

これは管理職養成等研修委託料というの

がこの横に載っておりますけれども、３

２８万１，３８０円という数字が計上さ

れております。備考のところですね、こ
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れは人材育成のための体系的な研修の実

施とありますけれども、内容と人数等に

ついて詳細に教えていただきたいと思い

ます。

　２点目は、同じく４８ページの職員健

康管理事業ですね、職員健康診断の委託

料ということで６４６万６，７９２円と

いう数字があがっておりますけども、こ

の受診率ですね、１００％ではないと思

いますけれども、パート、非常勤の方も

含めてどうなのか。

　また、これはことしでありますけども、

にせ医者問題もありましたんですけれど

も、あれは昨年はどうだったのか。

　また、健診医のその後の対応などにつ

いてお尋ねをしたいと思います。

　３点目は、概要の６６ページ、人件費

事業ですね、ここで特殊勤務手当役職分

が１４万４，０００円と、第２種のとこ

ろで３２７万７，１７０円の数字があがっ

ております。これ、条例等にもあります。

まだまだいろんな手当がついているとこ

ろでありますけども、いろんな見直し等

もされてきておられますけども、まだま

だこの条例を見ますと、市税等徴収事務

手続の従事の手当とか、衛生・一般廃棄

物の作業従事手当、また、土木・下水道・

公園維持作業従事手当等ありますけども、

消防業務の従事手当も出動１回につき３

００円というのもこの条例の方を見させ

てもらったら載っておりますけど、社会

福祉事務従事手当ですか、生活保護の方

の調査、指導、これは家庭訪問だと思い

ますけど、これが日額１８０円と。私は

こういったものは給与の中に含まれるよ

うにした方がいいんじゃないかと思うん

です。それで行革の観点からも条例をな

くさないといけないというふうに考える

んですけども、この点についての考えを

お聞かせいただきたいと思います。

　次に、概要の６８ページのところで納

税課のインターネット公売事業のところ

であります。決算額が１２４万８，５１

２円となってるんですけれども、どうい

うものを公売にかけられたのか、また、

効果があったのかどうか、お聞かせをい

ただきたいと思います。

　次に、概要５４ページの市立集会所管

理事業ですね。これは備考のところにも

市立集会所の維持補修、補充備品の補充

等の管理委託５１か所って載っておりま

すけれども、１点目は、現在の集会所の

利用状況ですね、わかる範囲で結構です

けども教えていただきたいと思います。

　２点目が、建築年数ですね。順次建築

をしていきましたので、最初の補修等、

また、リフォームといいますか手直しを

されてると思いますけれども、築年数に

しましたら何年ぐらいのものであるのか

というね、そういったことも教えていた

だきたいと思います。

　それと、同じく５４ページで庁舎管理

事業ってありますね。ここで備考のとこ

ろにも書かれてありますけれども、清掃

等の業務委託等もこの中に入っておりま

すけど、この庁内サービスとして受付と

は別に市役所へ来られて、どこの課がど

こにあるのか。自分の目的の課がなかな

か探し出せないでいらっしゃる方もおら

れますし、そういったお困りの方に銀行

なんかでおられるような、何をお探しで

すか、どういったご用件ですかというこ

とで的確にきめ細かく聞いていただいて、

その場所までお連れすると。また、当然

記入方法がわからない方にもそういう細

かく手配をさせてもらうと、そういった

方を置いてはどうかと私は考えるんです

けれども、そういったことについてもお

聞かせいただきたいと思います。市とし

ての考えをですね。
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　あと、せっつ女性プランの件ですけど

も、小冊子をいただいております。２１

年度の進捗状況の報告というところにあ

りますけれども、この中で見させていた

だきまして、全科目にわたって取り組み

をされているところでありますけれども、

最初の評価、指標というところが全般を

通してのところで、またそれぞれの課は

課で男女共同参画についての取り組みと

か意識啓発をされておりますけども、全

体を把握したところでＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄと

いうランクをつけておられますけども、

このＤというのが女性政策のレターを回

覧しているというところでありますけど

も、そこのところが複数回答ではありま

すが、すごく多いように思います。まだ

まだこれから緒についたところだとは思

いますけれども、そういったことについ

て、この女性政策課はどのようなとらま

え方といいますか、今回のこの評価とい

うか、アンケート等をとられたと思いま

すけど、その件についてどういうふうに

考えておられるのか、ちょっとお聞かせ

いただきたいと思います。

○三好義治委員長　石原人事課長。

○石原人事課長　まず１点目、創造的人

材育成事業についてでございますが、こ

ちらの方につきましては、事務報告書に

ありますように、各職階に必要な能力と

して課長代理、係長級ごとの階層別の研

修、また、公務員として必要な知識を身

につけるための地方自治法研修とか、地

方公務員法研修の方を主なものとしてやっ

ていっております。

　また、平成１９年度ぐらいになるんで

すが、本人みずから自分に必要な能力を

開発するためと意識を高めるためにカフェ

テリア研修という形で何項目かをこちら

の方から提供して、みずから幾つかの研

修を選択して受講するという形の研修も

実施しております。

　受講者人数につきましては、延べにな

りますが１，２３１名となっております。

　続きまして、健康管理事業につきまし

てですが、健康診断の受診率につきまし

ては、定期健康診断の受診率としまして

６０．４％、それにかわる定期健康診断

をその時期に受けられない方につきまし

ては、そのかわりといいますか人間ドッ

クの方で受けていただいている方もおら

れます。その方を合わせますと２１年度

では最終９３．７％となっております。

　ちなみに、平成２０年度では９２．６

％となっておりますので、若干受診率は

上がっていると感じております。

　それと今年度、にせ医師の問題があり

ました。当初健診していただく医師の方

を準備しておったんですが、急遽体調不

良ということで、かわりの医師の方を派

遣していただいた折に、その者がにせ医

師であったということが発覚いたしまし

た。そのあと、そのにせ医師に診ていた

だいた方につきましては、８月の終わり

から９月の初めにかけて再度健診の方を

実施いたしましたので、すべての方に健

康診断の方を受けていただいたというふ

うに認識しております。

　次に、特勤手当についてでございます。

先ほどおっしゃられましたように、職員

の勤務が著しく危険であるとか不快、不

健康、または困難な勤務の者について、

給与上の特別の考慮として給与に含まれ

ないものとしまして特別勤務手当という

ものが設けられております。

　こちらの方につきましては、この第４

次実施計画の中でも諸手当、また、休暇

等の見直しというのがありますので、そ

ちらの中で国の特勤手当であるとか、各

市の状況を踏まえながらその辺の見直し

といいますか、いろいろな角度から検討
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をしていきたいというふうに考えており

ます。

○三好義治委員長　野村課長。

○野村納税課長　インターネット公売事

業の今回公売の内容と効果ということで

ございますが、２１年度公売を実施させ

ていただいた品物ですが、家庭用のオー

ブントースターとコーヒーメーカーが一

緒になったようなもの、そして園芸用の

噴霧器、消毒なんかに使われているよう

なものですね、それと絵画が４点、そし

て掛け軸が２点、以上が２１年度の公売

の実績でございます。

　そして、インターネット公売における

効果というところでございますが、差し

押さえさせていただいた動産をインター

ネットを通じて公売ということで、日本

全国どこからでもその公売に参加、入札

をしていただくことができるということ、

そして、せり売りになりますので最高額

で落札された額がそのまま滞納されてる

税に充当することができるというような

利点がございます。

○三好義治委員長　山本次長。

○山本市長公室次長　人件費の関係で特

勤手当に関しまして、行革の観点からと

いうご質問もございました。

　先ほど人事課長が答弁いたしましたよ

うに、見直すべきは見直していくという

観点は行革に記載をさせていただいてお

るというところでございます。

　これまでの経過をご説明させていただ

きますと、職員団体と過去から何回も何

回も協議を重ねまして、現在特勤手当に

ついては、ほぼ国に準じた形になってい

るということはご理解をいただきたいと

いうふうには思います。

　その中で、やはりまだ国公に準拠して

ないといいますか、市単独的な特勤手当

が数点残っております。この辺は職員団

体と協議を重ねながら、これから見直し

をしてまいりたいというふうに考えてお

ります。

○三好義治委員長　布川参事。

○布川総務部参事　市立集会所の建築年

数及び利用状況について、まずお答えさ

せていただきます。

　市は以前から地元の要望におこたえす

るかたちで市内各地域に５１か所の市立

集会所を設置してまいりました。うち、

３９か所が老人常設集会所ということで

併設になってございます。

　建築年数も大分経過しておりまして、

３０年を超える市立集会所が３３．３％

の１７か所ございます。２０年以下の市

立集会所は１３か所であります。老朽化

した施設が多くございまして、建物の補

修にも多額の費用を要しておる現状でご

ざいます。

　利用状況につきましては、平成１２年

から１０年間のデータで申し上げますと、

平均して市立集会所１か所当たり年１６

８．８件の利用がございました。年間の

利用が一番多い市立集会所で年間８２１．

７件、逆に一番少ない集会所で年間２６．

４件の利用となり、約３１倍の開きとなっ

ております。

　メモリアルホールができましてから市

立集会所での葬儀は数えるほどになりま

したので、全体の利用件数は若干減少し

ておる状況でございます。

　続きまして、庁舎の管理サービスのご

質問にお答えしたいと思います。

　市民の皆様には市役所を利用していた

だく際、少しでもわかりやすく簡潔に用

件を済ませていただき、気持ちよくお帰

りいただけるように我々は常に庁舎管理、

窓口対応に注意を払っていかなければな

らないと思っております。

　現在本市が取り組んでおります行政改
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革の中でも窓口体制というのが課題となっ

ておりますので、今後庁舎管理や窓口対

応のあり方につきましても検討してまい

りたいと思っております。

○三好義治委員長　牛渡課長。

○牛渡女性政策課長　摂津市男女共同参

画計画せっつ女性プラン、平成２１年度

推進状況報告のうち、市職員の意識改革

と男女共同参画に対する認識の向上のた

めに取り組んでおります職場研修におけ

る取り組み状況についてのご質問であっ

たというふうに理解をしております。

　職場研修の取り組みは、男女共同参画

に係る課題が日常生活に密接にかかわり

があるものでございますので、職場にお

いてさまざまな機会をとらえ、意見交換

をいただくことによって個々の職員に固

定的性別役割分担意識やジェンダーに気

づいていただき、啓発につなげることを

目的としております。

　女性政策課といたしましては、意見交

換の題材となりますメニューを一つでも

多くご提供できるように取り組んでおり

まして、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄと記載がござい

ますのは、ランクづけではなくメニュー

の種類というふうにご理解をいただきた

いというふうに思います。

　評価ということでございますが、各職

場における取り組みにつきまして、実施

項目数で達成度を図るという利点の反面、

取り組みの内容につきましてどの程度の

効果があって、また、職場内の意識が変

わったのかというようなことを把握が難

しいという点も課題であるというふうに

考えております。今後とも人事課主催の

人権研修におきまして、男女共同参画に

係る定期的な研修機会を提案するととも

に、女性政策レターの中で具体的な取り

組み事例を情報提供するなど、各職場に

おきまして継続的に取り組んでいただけ

るような題材の提供に努めてまいりたい

と考えております。

○三好義治委員長　川端委員。

○川端福江委員　それでは、先ほど質問

した順番で話させていただきます。

　最初の創造的人材育成事業の分であり

ますけれども、事務報告書に詳細が載っ

てるということでありましたけれども、

受講者が１，２３１名ということで、ほ

んとに公務員として必要不可欠なといい

ますか、その自覚を持ってやっていける

ようにということの研修はすごく大事だ

と思います。この平成２２年、これから

ですけども、２３年がピークと言われて

おります部長クラスの方も退職をする中

で、人材の育成が急がれているところで

あります。

　この第４次行財政改革でも２２年には

人材育成実施計画を作成するとありまし

たし、私たち公明党も毎年提出をしてお

ります要望書の中にも職員の資質の向上

と、また、能力開発のための研修体制の

充実というのを一項入れさせていただい

ておりますけれども、ほんとに能力、ま

たその実績を重視した人事制度の確立を

推進することを今後もまた要望しますの

で、よろしくお願いいたします。

　次に、職員の健康管理事業であります

けれども、今お聞きさせていただきまし

て、２０年度、また２１年度と徐々に受

診率が上がってきているというお話もお

聞きしましたけれども、１００％にはな

かなかね、いろんな諸事情があっていか

ないということでありますけれども、ほ

んとに職員の健康は一番大事な問題だと

思います。

　私は、市役所は市民の皆さんの最大の

サービス業であると考えております。そ

のためにもやっぱり職員の皆さんには健

康に十分留意をしていただいて、職員と
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しての任務を全うできるようにしていた

だきたいということをお願いをしておき

たいと思います。

　３点目、人件費の事業でありますけれ

ども、この特殊勤務手当等、るる行革に

もありましたので、この質問をさせても

らったんですけど、これは大事な点です

ので、重複しますけれども、また確認の

意味で引用させてもらいたいと思うんで

すけれども、この第４次行財政改革の中

でも、現在ほとんどの職員手当は国と同

じ水準というのも先ほどお話もありまし

たけども、それは国に準じていくという

ことで、特殊勤務手当については本市独

自の手当が存在していると、まだ。見直

しを行う必要がある。例えば、役付き手

当が特殊勤務手当に含まれていることは

適切ではないとの指摘もありますという

ことで、ここに明示をされておりますの

で、あえて私ここをちょっと引用させて

もらったんですけれども、確認の意味も

込めまして。

　そんなんで、これからまたほんとに人

件費というのは大きな部分を占めていき

ますので、大きな割合ですので、すっき

りとした給与体制を少しでも経費を節減

できるようにお願いをしておきたいと思

います。

　４点目ですけども、インターネット公

売事業の件で、今お聞きをさせていただ

きました。効果は、いろんな形で全国か

らアクセスができるということもありま

すし、もう十分充当できるのかどうかが、

気になるところではありますけども、ほ

んとにこの税金の滞納ということにつき

ましては、もう許されるものではないと

思うんですね。大変な思いをして皆さん

はさまざまな事情があっても、これは納

めないといけない税金であるということ

で、当然当たり前でありますけども、納

められているんですけれども、その中で、

納められない方がいらっしゃるというこ

とはやっぱり不公平というか、不平等に

もつながってくると思いますので、今後

とも適切な処置をお願いをしておきたい

と思います。

　それで５点目、市立集会所管理事業と

いうことで、今詳しくお聞かせいただき

ました。集会所が老人集会と併設をされ

てるところが３９か所と。あと、３０年

以上が１７か所、２０年以下が１３か所

と今お聞きをさせていただきましたけれ

ども、また１年間で使われているところ

は多いところ少ないところ、かなりの差

で今お聞きしたとおりでありますけれど

も、ほんとに市民の皆さんは、もう近く

でもありますし、嬉々として利用されて

おりますけども、築年数も古くなって、

次に建てかえをするというまた次考えな

いといけないというときには、私は、２

か所を一つにするというね、それはまた

場所的にも大変なところもありますし、

リフォームする際でも２か所を一つにし

て、また使いやすいコミュニティセンター

としての考えも視野に入れて今後検討し

ていかれてはどうかと、そういうふうに

考えるものなんです。

　今メモリアルホールも充実をしてきて

おりますし、以前はそのご自宅でできな

い場合は集会所というそういった使用頻

度もかなりあったと思いますけれども、

そういったことを考えて、これから建て

かえが必要なところは統合して二つを一

つにしていくというそういったお考えに

ついてはいかがでしょうかということで、

その点もう１点だけご答弁いただきたい

なと思います。

　あと、庁舎の管理事業ですね。これに

つきましては、今もお話をいただきまし

たけども、そういう形で今現在もおられ

－14－



ます。今立っておられます。それはいろ

んな形で警備等をね、フロアマネジャー

といいますか、これは公明党も進めてま

いりましたのですけど、ちょっと結果的

に趣が違うような話になってるんですけ

ど、そういうふうなんでフロアマネジャー

という言い方がどうかわかりません。今

言いました銀行などにおられるような懇

切、微に入り細にわたって、来られた方

がお困りにならないように、何のご用で

すかということで、そういうふうな対応

が必要だと思うんですよ。

　先ほども行革で窓口委託のことが書い

てあって、そのことはおっしゃられたと

思いますけども、私もそのことを言いた

いんですよ。ですから、受付の方もおら

れます。あと、難しい言い方をしますと

コンシェルジェというんですか、そうい

う形でおられて、いろんな形でこれはど

この市役所でもあります。あちこちいろ

んな形で、たまたま行く機会がありまし

て、市民相談等で行かせてもらいますけ

ども、ＯＢの方なのか、臨時職でやめら

れて契約社員でそのあとおられるのか、

見たところは門真市と枚方市でしたんで

すけども、この間、東淀川区もありまし

たね。区役所。ほんとにそういう、手も

みをするわけではありませんけども、きょ

ろきょろされたりなんかしたら、何のご

用ですかというてさっと来られます。そ

ういうふうな形を私は委託をされたらど

うかという思いでおりますので、もう１

点だけ、この件についてお答えいただけ

たらと思います。

　あと、女性政策、男女共同参画の分で

ありますけれども、今このＡからＤとい

うのはいろんなメニューの種類だという

ことで、ちょっと言葉足らなかったんで

すけども、重々承知をしておりますんで

すけれども、やっぱり意識改革がほんと

に大事だと思いますので、今後とも積極

果敢な取り組みをいつもほんとにいろい

ろしていただいて、十分認識しておりま

すけれども、またよろしくお願いをした

いと思います。

　この１０月１５日の「広報せっつ」に

も掲載されておりますし、まだまだ女性

に対する暴力というのはなくなりません。

まずここにおられる職員の皆さんの意識

変革から始めるというそういった思いで、

さらに男女共同参画社会を推し進めてま

いりたいなと思います。これは要望です。

よろしくお願いします。

○三好義治委員長　布川参事。

○布川総務部参事　市立集会所の設置に

つきましては、先ほど申し上げましたよ

うに、地元の要望により建設が進められ

てきたという経過がございます。統廃合

も必要に応じて検討していかなければな

らないという利用実績等もありますし、

築年数の問題もございますので、おのず

とそういう必要性が生じてくるというの

もよく存じております。

　今後、委員おっしゃられましたコミュ

ニティセンター等の新規建設ということ

もいみじくも委員おっしゃっていただき

ましたけれども、土地の問題、その他い

ろいろございますので、市の全体構想の

中でいろいろ検討していきたいと、その

ように考えております。

　それから、先ほどもう１点のフロアマ

ネジャーですか、市役所の案内係という

んですか、そういうものの質の向上とい

うことでございます。

　従前担当は置いておりませんでしたけ

ども、詳しく年数は覚えておりませんが、

最近置くようになりました。警備上の問

題等もいろいろございましたので、そう

いう面でそちらの方が重きになってるこ

とが多かったかと思いますが、今後そう
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いう案内面も含めまして内容も検討しな

がら質の向上に努めてまいりたいと思っ

ております。

○三好義治委員長　川端委員。

○川端福江委員　ほんとに今の市立集会

所の件もよろしくお願いしたいと思いま

す。

　世界的にも人口減少時代に数年前から

入っておりますし、また、第４次総合計

画のその中でも人口はふえていただきた

いし、ふえてほしいし、何としてもふや

す方向でという根底はありますけれども、

１０年後には人口８万人と、今８万３千

何名でいらっしゃいますけれども、想定

しているわけですし、着実に人口は少な

くなる傾向でもありますので、そういっ

たことも考えあわせて、今後さらに検討

していっていただきたいと思いますので、

よろしくお願いします。

　今、庁舎管理の事業の件も言うていた

だきました。ほんとに市民の目線に立っ

た対応をぜひともお願いしたいと思いま

す。

　これは関連事項なんですけども、各課

の表示が小さいように思うんですね。今

の３倍から５倍ぐらいのね、下の方に垂

れ下がってもいいと思うんですけど、よ

くわかるようにもっと大きくならないか

なって、これは関連事項でございますけ

ども、要望ですけども、また今後検討し

ていっていただけたらなと思います。

○三好義治委員長　川端委員、世界的人

口減少いうのは、世界では人口はふえて

いっている。国内では人口減少やからね。

そこだけちょっと訂正しておきます。

　次、三宅委員。

○三宅秀明委員　おはようございます。

平成２１年度はリーマンショックの傷跡

もまだまだ深い中、いろんな社会情勢の

変化があったかと思います。予算審議の

ときの議論を思い出しながら、今回はこ

ちらの事務報告書を中心として、その内

容についてお伺いをしていきたいと思い

ますので、よろしくお願いをいたします。

　まず、平成２１年度、政権交代があり

ました。大阪府では知事選挙で橋下知事

が誕生された折に、予算の執行等におい

ていろいろ混乱もあったかと思いますが、

今回もやはり政権がかわったということ

で、その大方針が変更があったやに思い

ます。そういった観点から、財政運営に

おいて何らかの変化があったのかについ

てお伺いをしたいと思います。

　次に、概要の３ページや監査の意見書

の４ページ等でも言及されておりますけ

れども、当該年度では市民税、特に法人

が大きく減収をいたしております。これ

はやはり世界金融危機の影響等があった

かと思いますけれども、これは年々いわ

ば世界が狭くなったと。遠い世界で起こっ

たことが直接日本にも影響を及ぼすとい

う帰結なのかなという感じがいたします。

　以前の委員会でも私、質問させていた

だいておるんですが、この減収の以前に

平成１３年、世界同時多発テロが起こっ

たときにも大きな減収があったというご

答弁をいただいております。そのときの

減収と比較して、この減収の要因である

とか、比較をした段階での要因等につい

てどのようにとらえておられるか。例え

ば商業製品の生産が停止してるであると

か、為替が変動したとかいろいろあるか

と思うんですけども、その点について、

税の観点からご答弁をいただければと思

います。

　次に、これは毎回議論がされるんです

けれども、先ほどの川端委員の発言にも

絡んでくるんですが、不納欠損です。や

はり毎年多くの額が計上されており、や

はり川端委員もおっしゃってたんですけ
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れども、この減収の中で一定法人税等、

市民税等の減収があるということは、や

はり少なからず影響があると思います。

この２１年度も踏まえて、不納欠損につ

いて新たなある意味陣容になったという

ことでお伺いをしたいと思います。

　次に、概要の６８ページです。市民税

課のご所管になりますが、課税事務事業

の中で、住民税のシステム年度改正委託

料という項目があります。こちら執行が

ゼロとなっておりますが、これは単純に

そういうのがなかったととらえてもよろ

しいのか、これ確認させていただきます。

　次に、先ほど少し申し上げましたけれ

ども、今回担当の部長なり課長の皆様が

予算のときと比べてかわられております。

その観点から、この予算と決算で答弁す

る方がかわってくるということにおいて、

いろいろと引く継ぎもなされたと思うん

ですれども、その引き継ぎについて、ど

ういった手順、引継ぎ書であるとかある

と思うんですけれども、どういったそう

いう流れがあったのか、その思いの共有

ですね。予算編成したときの当時の方と

今の方との思いの共有等について、どの

ような流れがあるのかについてお伺いを

したいと思います。

　やはり先ほど川端委員も少し触れてお

られましたが、決算概要で言いますと４

８ページの人事課ご所管になる専門能力

開発向上事業等ですね。研修になるわけ

ですけれども、報告書の２０ページにい

ろいろな項目が記載されておりますが、

この中で、派遣人数の一人という項目が

多数ございます。この派遣についてはい

ろいろと部課内で調整をされた結果の数

だとは思うんですけれども、一人行かれ

るということは、その一人がこちらに帰っ

て来られて、その部なり課なり全体に知

識なりを共有していただくということが

重要になってこようと思います。そのフィー

ドバックについてはどのように対応され

ているのかお伺いをいたします。

　次、政策推進課ご所管になるんですけ

れども、これは３月の予算審議のときで

す。平成２１年度から新財務会計が始動

しまして、その附属として行政評価シス

テムもある。それに移行していくんだよ

というようなご答弁いただいておりまし

た。この移行状況についてお伺いをした

いと思います。

　概要の５４ページになりますが、庁舎

管理事業で光熱水費なんですが、今回５

００万ほど残額が出ておりまして、いろ

いろと努力された結果かなと思うんです

けれども、これは契約の変更とかそういっ

たこともされたんでしょうか。ことしは

猛暑でありましたので、多分上がるかと

思うんですけれども、この減額について

何か要因があるのかなと思いましたので

ご答弁お願いいたします。

　同じく総務防災課のご所管で、概要で

言いますと１４０ページになります。新

型インフルエンザに関してですが、同じ

く予算の折に、当年度の秋口ぐらいをめ

どとしてインフルエンザ対策のマニュア

ルの作成を検討されると。また、それと

ともに関係各課の連携、会議等をされる

というご答弁でしたけれども、これの状

況についてお伺いをいたします。

　次に、情報政策課のご所管ですが、概

要で言いますと５８ページ、同じく予算

の折に、必要とあらばエミュレーション

機能についてそれをつくって提供云々と

いうご答弁でしたけれども、これはその

後どのように動いているのかお伺いしま

す。

　事務報告書の５９ページですが、情報

セキュリティ研修開催等の状況という項

目がありまして、ここには対象として新
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規あるいは全職員と記載があるんですけ

れども、この全職員というのはどこまで

を指しているのか、正規なのか臨時ある

いは非常勤も含んでいるのかについて確

認をさせていただきたいと思います。

　次に、秘書課になりますが、事務報告

の１２ページ、また概要では４６ページ

で、市長会についていろいろ記載があり

ます。平成２１年度において大阪府市長

会における大きなトピックスのようなも

のはどのようなものがあったのかについ

てお伺いしたいと思います。

　同じく秘書課ご所管になりますが、広

報についてです。事務報告書の１１ペー

ジにいろいろと掲載をされております。

この２１年度からはホームページにバナー

広告が載りまして、予算の折にはそれを

あわせて増収を見込んでいるとおっしゃ

いまして、実際決算書で確認しますと、

若干ふえているという結果になっておっ

たかと思います。この結果を踏まえて、

どのようにこの２１年度営業なりをされ

たのかお伺いしたいと思います。

　次に、女性政策ですが、事務報告書の

３４ページで女性大学の事業があります。

この９月９日のところに、議会ってどん

なところという項目があるんですけれど

も、これはいわゆる法律論的な形式を講

義されたのか、それとも、もうちょっと

議会の議論等についても触れられている

のか。そういった中身について、ちょっ

と確認をさせていただきたいと思います。

　次に、選挙管理委員会ですが、概要で

言いますと７２ページ、また、事務報告

書では４０３ページになります。衆議院

議員総選挙及び最高裁判所裁判官の国民

審査のところです。

　事務報告書の４０３ページの（７）の

ところに、有効投票及び無効投票という

欄がありますが、この中の国民審査で、

持ち帰りというところが５６上がってお

ります。これは他のところと比べて突出

しているように感じるんですけれども、

どういった背景があるのでしょうか。会

場等で、いろいろな光景があったかと思

いますので、それについて教えていただ

ければと思います。

　次は、消防になります。概要の１３４

ページです。

　同じく消防職員の知識、技術の向上等

について、予算のときにもいろいろと質

問させていただいて、お答えいただいて

おりますが、当時、救急救命士の２名を

養成すると、このときにお答えがあった

んですけれども、その後、順調にいって

いるのか確認をいたしたいと思います。

　次に、予防課のご所管になります。

　概要の１３６ページ、及び報告書で４

２０ページです。

　同じく予算のときに、査察の強化とい

うことに触れておられますが、予算執行

の面で見ると、縮減といいますか、控え

て執行されたのかなという印象があるん

ですけれども、この体制としてどうだっ

たのか、十分に対処できているのかにつ

いて、お伺いしたいと思います。

　次は警備になりますが、事務報告書の

４２５ページです。

　防火防災訓練の項目がありますが、こ

の防火防災訓練について、どのようなプ

ログラムで行われているか。始まりがあっ

て、終わりがあると思うんですけれども、

これについてお伺いをしたいと思います。

　次に、同じく事務報告書４２８ページ

で、いろいろと報告を挙げていただいて

おるんですけれども、この中で誤報とい

う項目が、比較的多く挙がっております。

これはもちろん自動発報が主だと思うん

ですけれども、この影響について、その

出動等に、どのようにかかわりが出てい
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るのかについてお伺いをします。

　最後に、事務報告書４３１ページで救

急業務が載っております。

　ことしは熱中症が多かったと思うんで

すけれども、もしかすると救急について

は、年によって傾向みたいなのがあるの

かなと、あるいは月ごとに。そういった

ものについてこの２１年度、ことしを踏

まえていただいても結構なんですが、お

伺いしたいと思います。

○三好義治委員長　北野次長。

○北野総務部次長　まず、政権交代によっ

て、財政運営に及ぼす影響ということで

ございますが、昨年度、平成２１年度は、

確かに国においては前政権で第１次補正

予算が編成され、９月に政権交代があり、

その執行停止も含めて第２次補正予算が、

現政権によって編成されたということで

ございます。

　財政に及ぼす影響でございますが、我々

は政権交代というよりも、経済対策が、

かなり大きな額でおりてきておるという

ことでございます。

　ちなみに今年度で申し上げますと、こ

れは前政権分になるんですが、国費とし

まして、地域活性化経済危機対策臨時交

付金７，９９２万７，０００円、国費の

決算をしております。これは新型インフ

ルエンザ対策でありますとか、耐震であ

りますとか、コミュニティプラザの整備

でありますとか、そういう事業に充当し

たわけでございます。

　また、繰越分としまして、これは２次

補正に係る分も含まれておりますが、１

億８，７６４万９，０００円、これも学

校ＩＣＴでありますとか、耐震でござい

ますとか、地デジ対策でございますとか、

たくさんの事業に充当させていただいて

おります。

　これは財政的に申し上げれば、本来どっ

ちかと言いますと、前倒しでこの事業を

やってきたと。いわゆる国費と地方債で

もって、一般財源をできるだけ少なく事

業をできたのかなと、そういう形で考え

ております。

　なお、民主党においては現在、国会で

補正予算を議論されておりますが、その

中でも我々が期待しておりますのは、地

域活性化交付金３，５００億円、これが

今議論されておるところでございます。

○三好義治委員長　川﨑課長。
○川﨑市民税課長　まず最初に、２番目
の市民税の減の件でございます。特に内

容としては、法人市民税が大きく減額に

なっております。

　これにつきましては、いろんな法人の

中には業態といいますか、業種がござい

ますけれども、その年によって、いろん

な企業の経営状態等はありますけれども、

今現在のところ２１年度で見ますと、化

学工業、それから紙の加工、製造業、ま

た精密機械、それから専門サービス業、

そういったところが、業種としては伸び

ております。

　その反面、一般機械機具製造業、鉄道

業、それから食料品製造業、設備工事業、

そういったところが、逆に業種としては

落ち込んでおります。

　社会情勢等の不安な要素が、今いろい

ろ起こっておりますので、そういった中

で、こういった業種が影響を受けて、今

年度は大きく減になったものかと思って

おります。

　それから４番目の市税の住民税システ

ム年度改正委託料の件でございますけれ

ども、これにつきましては２１年度の地

方税制改正による、今現在のオープンシ

ステムですけれども、大きな改修作業が

なくて、この税制改正に対応できたもの

でありまして、そのため、この委託料が
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未執行に終わっております。

　続きまして５番、この４月に人事異動

がありまして、私も今回税のほうに来た

わけですけれども、その中の引き継ぎ等

の流れというんですか、これも今抱えて

いる税の課題、そういったものも引き継

ぎの中で十分引き継いでおります。

　今回の法人市民税の厳しい状況等、ま

た、これからの税制改正の対応、そういっ

たものもまだ十分見えてないものもござ

いますけれども、そういったものを引き

継ぎの中で、そういったことを十分注視

してやっていくようにということでして

おりますので、そういったことでご報告

させていただきます。

○三好義治委員長　引き継ぎについては、

後ほど人事から一括して答弁してもらい

ます。

　では次に答弁、布川参事。

○布川総務部参事　続きまして、庁舎内

の光熱水費の件から、ご答弁させていた

だきます。

　例年、職員にエコということで、冷暖

房を節約しましょうということで、皆さ

んにもご協力いただいております。また、

その意識、実践、高まってきてるかと思

います。

　そういう中で昨年、２０年度から比べ

ますと、２１年度の天候の状況なんです

けども、ことしがすごく暑かったんで、

去年も暑かったのかなという意識はある

のですが、見てみますと真夏日が３日ふ

えたぐらいで、あとマイナスになってお

ります。夏日がマイナス６、猛暑日がマ

イナス１０、熱帯夜がマイナス１５、冬

日もマイナス３という形で、一昨年に比

べて昨年は、まだ少し過ごしやすかった。

これもちょっと言い方が難しいかと思う

んですけども、前年に比べて夏の温度が

低かったり、冬はちょっと温かかったり

する日が多かったということで、電気代

等についても常に契約単価を見直しなが

ら、いろいろやっておりますけども、幾

ら見直しましてもやっぱり自然環境とい

うのが、すごく大きく影響してきますの

で、こちらの点が、大きな影響ではない

かなというふうに考えております。

　もちろん皆様方のご協力というのが、

大きな要因であることも、間違いない事

実であると思います。

　それから、２番目にいただきました新

型インフルエンザの件でございます。

　昨年３月にメキシコなどで発生しまし

て、４月にはもう日本でも感染が始まり

ました。我々も夏ぐらいかなとか、割と

ゆっくりと考えている者もおりましたし、

実際、そんな早く来ないというお話がい

ろいろありましたけれども、もう４月に、

こちらのほうに上陸したということであ

りました。幸いにもこれが弱毒性であっ

たということで、ひと安心しておるんで

すけれども、今、統計を見ますと、こと

しの１０月までに、日本国内で２０２人

の方が、もう既に亡くなっておられます。

そういうふうに聞かされておりますが、

ＷＨＯでは、もう既に終息宣言を出され

ております。

　しかし現在も南半球では、Ｈ１Ｎ１型

の新型インフルエンザが、もう発生して

いるというふうに聞いております。こう

いう関係で、日本でも再流行の可能性が

あるということで、インフルエンザ様疾

患発生の報告を継続して求めておるとい

うことで、日本ではまだ解除されていな

いという状況でございます。

　次に、本市におきまして発生段階の基

準と、組織体制や流行時期における段階

的対策を示した、新型インフルエンザ対

策行動計画というものと、発生段階にお

ける市役所各部局の業務内容を示した、
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新型インフルエンザ業務対応マニュアル

というのを、昨年の秋口を目指して作成

してまいりました。

　秋口には、ほとんどできておりました

けれども、この時期日本でもいろんな情

報、それから制度というんですか、方針

が、どんどんどんどん変わってまいりま

した。国、府、いろいろ指示が変わって

まいりましたので、できるだけ最新の、

最終のというので待ちに待っていまして、

逆に冬場に落ちついてきたということも

ございまして、２２年３月付ということ

で、それぞれ作成しております。

○三好義治委員長　井口参事。

○井口市長公室参事　まず、大阪府市長

会での大きなトピックは２１年度は何か

というお問いでございますが、市長会で

取り上げられました２１年度の主な議題

といたしましては、府市の水道事業統合、

これが１点。それから新型インフルエン

ザ対応、それから大阪版権限移譲、それ

から民主党政権に交代いたしましてから

の予算の執行について、こういったもの

が大きな議題になったと記憶をいたして

おります。

　それから、広報にかかわる質問でござ

いますが、広報紙の広告、それからホー

ムページのバナー広告ということですが、

まず、広報紙につきましては２１年度、

カラー化を実施いたしました。それにあ

わせまして、料金体系も一部見直しをい

たしまして、今までは１枠４万２，００

０円のところを、カラーにいたしまして

同じ値段で据え置きと。それから白黒、

墨一色が３万１，５００円と。従来より

も１万円ほど下げるという努力をいたし

ました。その結果かわかりませんが、予

算１７６万４，０００円に対しまして、

２００万円オーバーする結果となりまし

た。

　それから、ホームページのバナー広告

でございますが、これも２１年度に実施

をいたしました。当初予算では、７２枠

というような予定を上げましたけども、

実際、決算でいたしますと６１枠、予算

を下回る結果になりましたけども、これ

は徐々に広まっておりまして、今では広

報紙の広告をしのぐ勢いになってきてお

りますが、金額は、まだちょっと広報紙

までには追いつきませんが、かなりいい

状況で進んでおります。

　その反面、これは決算とは関係ないか

もわかりませんが、現状といたしまして

は、広報紙の広告が少し下火になってき

ております。

　営業活動といたしましては、やはり企

業さんの広告費に対する予算というのが、

かなりシビアになってきまして苦戦をし

てると。そんな中でバナー広告、ホーム

ページに対しては興味をいただいており

ますので、徐々に切りかわってきている

というのが実情でございます。

○三好義治委員長　野村課長。

○野村納税課長　それでは、平成２１年

度の不納欠損の状況と今後の対応という

ことで、ご答弁させていただきます。

　恐れ入ります。事務報告書の７６ペー

ジのほうに、不納欠損の処分状況という

ことで掲載させていただいております。

　その内容でございますが、まず、不納

欠損の合計額といたしましては、一番右

下のところになりますが、７，８８１万

９，５６０円ということで、単純に２０

年度の状況と比較いたしますと、約７０

０万円ほどの増加という形になっており

ます。

　この内容ですが、大きく二つに分けさ

せていただきますと、地方税法第１５条

の７ということで、これが執行停止によ

る消滅ということでございますが、これ
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は滞納処分することができる財産がない

とき。また、滞納処分することによって

生活が窮迫するおそれがあるときや、そ

の対象となる方や法人等の所在や財産が

ともに不明なとき。こういう状況が３年

以上継続した場合には、不納欠損という

処分をさせていただいております。

　それが合計で４，２６１万６，３８５

円ということで、こちらが２０年度の状

況と比べますと、約２，１００万円ほど

増加しております。

　そして地方税法第１８条の第１項によ

るもの、これが徴収権の消滅時効による

ものということになっております。

　こちらが３，６２０万３，１７５円と

いうことで、２０年度と比較いたします

と約１，４００万円ほどの減という形に

なっております。

　ということで、市税の徴収については

鋭意努力を重ねておりまして、こういう

財産調査であるとかいろいろ行った結果、

やむを得ず執行停止という形での不納欠

損というやつが、ちょっと増加してきて

おるのかなと思われます。

　そして今後の対応というところでは、

やはり私ども税の徴収に当たりましては、

税の負担の公平性の確保という原則を崩

さないように、今後一層、徴集業務に当

たっていかなければならないかなと思っ

ております。

　それについては今年度からですが、軽

自動車税のコンビニ収納であるとか、納

税しやすい環境づくりの整備であったり、

また、これもことしの８月からですが、

うっかり忘れ、納付忘れがないようにと

いうことで、コールセンターの開設であ

るとか、その中で、また口座振替の利用

勧奨等々を行っていきながら、納税にご

協力いただくように努めていきたいと考

えております。

○三好義治委員長　石原課長。

○石原人事課長　まず１点目、事務引き

継ぎについてでございますが、事務引き

継ぎにつきましては、事務的には摂津市

の職員服務規程の中で示されておりまし

て、退職や異動のあったときには、３日

以内に担当事務に関する次第を記載した

引継書を作成することになっております。

　その作成したものを、後任や所属長の

指名するものに引き継ぐことになってお

ります。また、引き継ぎを終えたときに

は互いに署名をして、所属長に届けなけ

ればならないというふうになっておりま

す。

　当然、その引き継ぎの中で書面、また

は口頭で課・部としての重点項目、また、

事務事業のその趣旨、また思いも当然引

き継がれているものと考えております。

　担当者がかわったとしましても、事務

の執行に支障を来すことのないように、

また、市民サービスの向上に向けて事務

引き継ぎが行われております。

　もう１点、専門能力開発向上の事業に

つきましてですが、こちらの派遣研修の

主なものとしましては、市民のニーズに

対応していくために各課で現時点で、ま

た将来的に、業務に必要であるとされる

能力、スキルの洗い出しを行ってもらい

まして、それに役立つ研修を予算要求し

ていただき、人事課査定の中でヒアリン

グを行い、決定をしております。

　人事課では、この財政状況の中でもあ

りまして、研修内容が各分科会に分かれ

るような場合を除きましては、少しでも

多くの種類の研修を受けていただきたい

という思いがありますので、１研修につ

き各課１名を基本に、査定を行っておる

ところでございます。

　研修のフィードバックにつきましては、

研修で習得した知識やスキルを個人のも
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のととどめることなくするために、研修

受講報告書を提出していただいておりま

す。その中で、今後実務にどのように活

かしていくか、また所属長のほうから、

どのような場面で活用していただくか等、

具体的な指示をその中で行っていただき、

成果を発揮していただいているところで

ございます。

　また、朝のミーティングとか職場研修

の一環として、研修時の資料をもとに課

内で成果報告会や、また、課内全員で知

識の共有を図るなど、研修の成果を広め

るよう努めているところでございます。

○三好義治委員長　柳瀬課長。

○柳瀬情報政策課長　まず、エミュレー

ションについてのご質問でございますが、

これは平成２１年３月の委員会でご答弁

させていただきましたと思いますが、パ

ソコン等の電子機器において、新しい製

品と古い製品との間のデータの互換性に

ついて、その解決方法としてエミュレー

ション等の技術的解決方法を考えている

というご答弁をさせていただいたかと思

います。

　本市におきましては財政上の問題から

も、常に新しい製品を買うというのは事

実上難しく、なるべく費用をかけずに、

かつ業務に支障の出ないような方策を検

討、また、実施させていただいておりま

す。

　そのエミュレーション等の仮想化技術

といいますか、それらを用いることもデー

タ互換性問題を解決する策の一つとして、

継続して検討しているところでございま

す。

　しかしながら、当時問題となっており

ましたウインドウズＸＰパソコンに関し

ましては、平成２１年に販売が既に終了

しておりまして、今後、調達するパソコ

ンとの間で、データ互換性の問題が発生

しますことから、当時、それらの解決に

向けてエミュレーション等の具体的な検

討を行っておりましたところ、本年７月

にそのＯＳを販売しておりますマイクロ

ソフト社が、ウインドウズＸＰをウイン

ドウズ７、現在のバージョンですが、ウ

インドウズ７からダウングレードすると

いう形で、今後１０年間の使用を可能と

するということを発表いたしましたので、

当面の問題は回避できたのではないかと

考えております。

　続きまして、情報セキュリティー研修

に関するご答弁をさせていただきます。

　情報セキュリティー研修におきまして、

全職員というふうに記述しておりますが、

これは一応、人事課の研修という扱いに

なっておりまして、対象はいわゆる正職

員というふうになっております。

○三好義治委員長　牛渡課長。

○牛渡女性政策課長　せっつ女性大学の

カリキュラムに関するご質問でございま

すが、平成２１年度につきましては、今、

行政が取り組んでおります内容を、各担

当課の職員が講師となって受講生に説明

することにより、自分たちの住むまちに

関心を持っていただきまして、仮に審議

会の委員等になられた場合にも、下地と

なる知識を持っていただけるようにとい

うことを意図しまして、実施したもので

ございます。

　９月９日のテーマにつきましては、２

部構成になっておりまして、前半を摂津

市の台所事情として財政課の職員に、ま

た、後半を議会の仕組みを知っていただ

くために、議会事務局の職員に講師になっ

ていただいておりまして、その内容につ

きましては、一般市民向けに実施されて

おります出前講座の内容と、同等という

ふうになっておりますので、よろしくお

願いいたします。
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○三好義治委員長　豊田局次長。

○豊田選挙管理委員会事務局局次長　そ

れでは、私のほうから選挙管理委員会事

務局に係ります国民審査におけます持ち

帰り票が多いことについて、ご答弁申し

上げます。

　委員ご指摘のとおり、国民投票におい

て５６票と、大変持ち帰り票が多くなっ

ております。

　これにつきましては同時に、先ほどの

事務報告書４０３ページをご参照してい

ただいたらわかりますように、投票率、

また無効投票、これについても同様によ

くなっておりません。

　これについては、国民審査というもの

は最高裁判所の裁判官を審査するという

ことで、選挙人の身近でないということ

で、大変関心が薄いということのような

結果が、持ち帰り票が多くなっていると

いうことに、なっておるものと考えてお

ります。

○三好義治委員長　熊野課長。

○熊野消防本部総務課長　それでは、ご

質問の救命士の養成についての答弁をさ

せていただきます。

　平成２１年度は救急救命士を２名養成

いたしました。１名は、財団法人救急振

興財団救急救命九州研修所、もう１名は、

大阪市消防学校救急救命士養成課程であ

ります。

　２２年の３月の救急救命士国家試験に、

２名とも合格し、現在は、救急救命士と

して救急現場に出動し、活躍をしている

ところでございます。今後も救急救命士

の養成は、計画的に実施してまいりたい

と考えております。

○三好義治委員長　山口課長。

○山口政策推進課長　それでは私のほう

から、行政評価システムの状況について、

お答えしたいと思います。

　平成２１年３月の総務常任委員会にお

きまして、確かに平成２１年度からの新

財務会計の稼働に合わせまして、行政評

価のシステムのほうがバンドルされてお

るということで、そちらのパッケージの

方を利用したいというふうなことを、答

弁させていただきました。

　私どもは現在におきましても、ＯＡに

係りますことにつきましては、やはり専

門性も要求されるということから、今後

の人員、それから職員の技術継承の問題

でありますとか、それから保守、メンテ

ナンスのことを考えますと、やはりパッ

ケージを基本に、今後とも考えていきた

いというふうには思っております。

　そのことから、ことし４月以降、財務

会計システムを提供されておる業者の方

と、新しい行政評価のシステム、これは

パッケージですけど、その改修について

いろいろ詳細に協議をしてまいりました。

　その中で、やはり平成２２年度につき

ましても、約２２０万円程度の予算を組

みまして改修をして、何とか本市に即し

たシステムの構築ということを目指して

やってきたわけでございますけれども、

改修をある程度しても、本市の要求レベ

ルには達しないというふうなことが判明

いたしました。

　もし、それを改修するとなりますと、

相当な改修のボリュームと、それから、

これはことしの３月にも申し上げたと思

いますけれども、いわゆるデータベース

の例えばレイアウトの変更でありますと

か、そのようなことは非常に軽易にでき

るかと思うんですけれども、データベー

スの基本的な構造部分、コアな部分も一

部さわらないといけないというふうな状

況も出てまいりましたので、このままの

状態で予算計上の分だけを改修をして、

また二重投資みたいなことになっても困
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りますので、経費をかけるわけでござい

ますから、やっぱりしっかりしたものを

構築していきたいという思いから、もう

少し時間をかけて慎重に、今現在提供さ

れております財務会計に付属しているソ

フト、パッケージ以外のものについても、

もう少し検証して、本市に見合った最適

なシステムの構築というふうなことを目

指してまいりたい、このように考えてお

ります。

○三好義治委員長　森課長。

○森予防課長　消防予防課所管に係りま

す危険物施設、及び防火対象物の査察件

数、並びに予防人員の現状についてご答

弁申し上げます。

　現在、予防課には、私を含めまして６

名が配置されております。私を除く５名

のうち、２名が危険物係、３名が指導係

で予防業務に当たっております。

　平成２２年３月３１日現在、市内の危

険物施設は３２６件、２１年度は１４６

件の査察を実施いたしました。

　市内の全危険物施設を２年間で査察す

るように計画し、実施しております。

　防火対象物は市内に３，５４８件ござ

います。２１年度は１０５件の査察を実

施いたしました。

　査察の対象といたしまして、防火対象

物は危険物施設と比較いたしますと、約

１１倍でございます。危険物施設と異な

りまして、防火対象物は大小さまざまで

ございまして、規模によりましては１件

の査察に、かなりの時間を要することが

ございます。でありますので１日の査察

件数が、限られる現状にあります。

　しかしながら消防法上、５５３件ある

特定防火対象物と呼ばれる不特定の人が

利用する対象物を重点的に実施いたしま

して、特に福祉施設等や、夜間に飲酒を

伴う店舗が入居している小規模雑居ビル

などにつきましては、毎年査察を計画し、

実施いたしております。

　予防人員といたしましては、消防力の

整備指針というのがございまして、それ

に防火対象物数、並びに危険物施設数を

もとに算出いたしますと、危険物係が２

名、指導係については１４名という数字

が必要となっております。危険物係に関

しましては充足いたしておりますが、指

導係につきましては、不十分な数字となっ

ております。

　現在、査察を含めた予防事務等につい

て、係を越えて効率的に処理するように

努めております。

○三好義治委員長　暫時休憩します。

（午前１１時５８分　休憩）

（午後　１時　　　　再開）

○三好義治委員長　再開します。

　答弁を求めます。

　納家参事。

○納家警備第１課参事　消防訓練指導の

中での防火防災訓練の実施内容につきま

しては、消防訓練種別は三つに大きく分

けております。

　そのうち防火防災訓練のメニューとし

ましては、実際に１１９番通報してもら

います１１９番通報、次に、水消火器等

を使用して行う初期消火訓練、もう一つ、

煙体験ハウスを使用して行う避難訓練で、

１３１件ございました。

　次に、警備出動の誤報による他の出動

に影響はどうかという問いにつきまして

は、平成２１年度の警備出動件数は合計

１００件でありまして、そのうち誤報が

３１件、全体の約３分の１を占めており

ます。

　誤報とは間違った通報のことであり、

ほとんどが自動火災報知設備の誤報によ

るものでございます。自動火災報知設備

が鳴っているという内容の１１９番受信
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時には、建物の内部、外部に火、煙など

が見えないか、においはないかなどを十

分に確認いたしまして、ポンプ車１台の

みで出動しております。よって、他の出

動に及ぼす影響は、ほとんどありません。

　続きまして、平成２１年と２２年の救

急出動における熱中症のデータにつきま

しては、熱中症患者の搬送人員は、平成

２１年度は１１名、平成２２年１０月２

３日現在では６３名でありまして、昨年

に比べまして５２名の増加であります。

約５．７倍の搬送人員となっております。

　傷病程度の内訳は、軽症、中等症がほ

とんどでありまして、重症者事例はあり

ませんでした。６５歳以上の高齢者が２

７名と多くを占めておりました。

　また、平成２１年度の新型インフルエ

ンザの状況としましては、新型インフル

エンザの疑いも含めまして、出動件数は

３８件でございました。

　２２年度におきましても、消防本部に

おける新型インフルエンザのための業務

継続計画に基づいて、感染拡大防止に取

り組んでいきたいと考えております。

○三好義治委員長　三宅委員。

○三宅秀明委員　いろいろご答弁いただ

き理解しました。また引き続き質問させ

ていただく点等、よろしくお願いします。

　まず、財政運営において政権交代の影

響について、２次補正と経済対策の学校

ＩＣＴ等例示していただきまして、今度

の地域活性化の３，５００億円にも期待

しているということでございました。

　橋下知事の例を出すのもあれですけれ

ども、やはり制度というか、大枠が変わ

るときというのは、どうしてもそういう

混乱みたいなものが生じるものでありま

して、それに国、また府、そして市と、

財政の構造的にいたし方ない面もあろう

かと思います。それは市のレベルとして、

市民生活に影響が出ないように、いろい

ろと努力をしていただいているものと思

いますので、今後また新たな補正等の議

論もされておるようですし、引き続き市

民生活に資する運営で、次の予算につな

げていっていただきたいというふうに思

います。以上、これは要望とします。

　市民税の減収について、業態等のご紹

介をいただきました。やはりいろいろと

業態によっては変化があって、特徴もあ

るんだなと。また、ことしの話になりま

すとやっぱり気候の関係で、農作物の不

作等もありますので、いろんな環境で、

いろんなところに影響が出ると。これは

もう毎年感覚としては、そのスピードが

早まっているんではなかろうかというふ

うな感じがあります。

　この中期財政見通し等をいろいろ出し

ていかれる中で、こういった複合的な要

素もしっかりと勘案しながら、同じく予

算等の段階で取り組んでいただきたいと

思います。

　不納欠損についてであります。財産が

ない、または生活権を侵害するので、徴

収ができないというような点のほうが、

増加してきたというお答えでございまし

た。これはないそでは振れないと言いま

すか、いたし方ない面なのかなという気

はしますが、昨今の円高等を踏まえた景

気状況を考えますと、今後そういった状

況が、ふえてくるんだろうなと。法人に

ついても休業等をされる方が、ふえてく

ると思われます。その中で、やはり先ほ

どご答弁いただいた公平性の観点はしっ

かりと踏まえていただき、川端委員と同

じく要望になりますけれども、やはり適

切な徴収事務が執行されるように、これ

はもうお願いをしておきます。

　同じく住民税のシステムの変更につい

て、大きな改修がなかったということと、
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予算と決算の話で、流れもしっかり引き

継いでいるという点にわたってご答弁を

いただきました。これはもうその意思を

了といたしまして、この質問は、もう終

了とさせていただきます。

　次、人事につきましては、引き継ぎに

おいては服務規程に基づいて書面を作成

し、また、口頭でさまざまな特色なども

伝承、伝えているということでございま

す。

　これはもう私も民間企業で店長をして

おったときに、もちろん書類も作成しま

すし、次の方に特徴であるとか、そこで

働いているパートさんなり、アルバイト

さんなりの状況も伝えておりましたので、

そのときのイメージそのままではないと

思いますけれども、何となくわかる気が

いたします。

　ただ、今後６６０人体制、また行革、

いろんなハードルが待ち構えていると思

いますし、一人にかかる負荷がどんどん

ふえていきますので、これをいかに次代

に引き継いでいくかというのは、毎年と

いうか、それこそ毎月ぐらいのスケジュー

ルで考えていただきたいと思いますので、

これはもう引き続き予算等を踏まえなが

ら、切れ目のない対応をお願いしたいと

思います。

　次に、研修についてであります。人事

課査定をされて、少しでも多くの研修に

は行っていただきたいところではあるけ

れども、やはり諸事情があるので査定を

して、各課１名等を出しておると。また、

フィードバックについては、受講報告書

を提出していただいたり、朝のミーティ

ング等で共有をしていただくというよう

な流れであったかと思います。それであ

れば、この研修の意義は果たせるのかな

という思いがいたします。

　そこで、もう一つやはり踏み込んでい

ただきたいのは、知識で務まるもんであ

れば、それはそれで対応できるとは思う

んですが、例えばあえて広報を例に出し

ますと、カメラワークであるとか、いろ

んなそういう実際体験としての研修もあ

ろうかと思います。それはやはり口で説

明、あるいは書面で説明するのも可能で

はあるけれども、やはり実際に体験して

いただいてこそという面もあろうかと思

います。

　今後、人材育成等については、いろん

な方向性をお持ちだと思いますので、そ

ういうものを踏まえながら研修の意義に

ついてしっかりと、考慮ではないですが、

しっかりと実務に生かせるのであれば、

それは充実したものでありましょうし、

また全くその後、生き残らないのであれ

ば、いわばその研修は無駄になってしまっ

たということになってしまいます。

　現在は無駄を排除というのが、非常に

一つの政策的なターゲットポイントになっ

ておりますので、その観点からも引き続

き、フィードバックについて意識の共有、

情報の共有に努めていただきたいと。こ

れは要望としておきます。

　次に、新財務会計と行政評価システム

についてであります。

　いろんな状況の変化等によって、まだ

本格的な稼働には至っていないというこ

とでありました。

　このコンピューター等に関連しますと、

やはり年ごとにといいますか、すぐにも

のが変わっていくのは当然のことであり

ますので、どのタイミングで実際に導入

するかというのが、大事になってきます。

　本市の要求レベルというものを、どの

程度に据えて、相手方と交渉に当たって

おられるかは、私はその細部までは存じ

上げませんけれども、やはりその実務を

担当しておられる皆様の視点で、どういっ
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たものが必要で、また、今後を見据えた

ものとして、どういったものが必要になっ

てくるのかといった点を、今後の予算等

に反映させていただければなと思います

ので、これもよろしくお願いします。

　次に、総務防災課ご所管で、光熱水費

の点であります。

　ことしの印象が非常に強いので、２１

年がそれほどでもなかったというのは意

外なような気もするんですが、天候とい

うのはそんなものなのかなと。

　ただ、きょうもそんな感じですけれど

も、気候の変動というものは、やはり専

門家もおっしゃっていましたが、いろん

な幅の広い変化が起こって、いつの間に

か、それが自然になっていくと。ことし

の夏の暑さもそうでしたが、冬は寒いと

言われておりますので、その中でこの光

熱水費について、どういった対応ができ

るのか。

　先ほど申し上げたのは、契約の話であ

りましたけれども、今、市役所で取り組

んでおられるゴーヤカーテンですとか、

これは所管外の学校の話ですけれども、

クーラーの話でも、例えばそういう別の

もうちょっと安価で、またみんなが協力

してできるような省エネ対策もあろうか

と思いますので、こちらについては皆様

で検討していただきたいと、要望してお

きます。

　次に、新型インフルエンザ対策につい

てであります。

　当時の新型インフルエンザについては、

ほぼ終息しておるというお話でありまし

た。ＷＨＯも終息宣言を出しておられま

すので、一段落したのかなと。

　本市としては行動計画等については、

平成２２年３月付で作成されたというこ

とでありました。これは一つ成果物とい

う評価はできるかと思うんですけども、

ただ、これはあくまでも弱毒性だったの

で、よかったんですけれども、今後、別

の強毒性が発生しないとも限りませんし、

またそのほかの災害、豪雨等もあろうか

と思いますので。

　１０月の７日と８日に、神戸で都市問

題会議がありまして、そこでいろんな先

生方から、いろんなお話がありました。

　そちらではアメリカの危機管理の事例

がありまして、いわくアメリカの危機管

理は、何が起こっても対応できると。つ

まりは、同時多発テロであっても対応は

できたということだそうです。

　今後、新型インフルエンザもそうです

が、東南海・南海地震、また、そのほか

豪雨災害であるとか、いろんなことがあ

るかと思います。この都市問題会議につ

いては、いろいろな資料が今後出てくる

かと思いますので、またぜひこれをご参

照いただいて、今後の対策に役立ててい

ただきたいと思います。

　次に、情報政策のエミレーターについ

てであります。

　ウインドウズのＸＰが終了せずに、引

き続き１０年間は大丈夫であるというよ

うなご答弁でありました。１０年間大丈

夫であれば、こういう世界ですので、ま

たその間にいろんな開発があると思いま

すので、もうそのままの流れで対応して

いっていただければいいのかなと思いま

す。

　ただ今後、パソコン一人１台体制があ

りますので、それを踏まえてしっかりと

した研修体制等を整えていただければと

思いますので、よろしくお願いします。

　次に、セキュリティーであります。全

職員の対象については、人事課研修にま

つわる、つまりは正規職員であるという

ことでありました。

　ただ、そうであれば、この事務報告書
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の５９ページですが、情報セキュリティー

メールマガジンについて、どの程度の方

が読んでおられるかというのが、ちょっ

と気になるところなんですね。

　普通の個人あてメール、庁内メールで

ありましたら、恐らく開封のキーがつい

ておって、開けたら送信者に読まれまし

たというか、開けられましたというのが

わかるようになっていると思うんですけ

れども、このメールマガジンについては、

そういった機能はあるんでしょうか。こ

れをちょっとお伺いしたいと思います。

　次に、市長会の話であります。

　平成２１年度においては、大阪府市長

会では、府市の水道の統合と、新型イン

フルエンザと、権限移譲。また、予算執

行について議論が交わされたということ

でありました。

　府市の水道については、もう一定結論

が出ておりますので、またインフルエン

ザについても総務防災、また消防各位で

いろいろご対応されてますので、これも

一つ対応ができたのかなと思います。

　ここで気になるといいますか、今後の

近いところを見据えていかないかんと思っ

たのは、やっぱり権限移譲です。最近の

ニュースでは、箕面市と豊能町と池田市

と能勢町が、事務の共同処理をするよう

に動いているであるとか、また、教員人

事権等でいろいろな動きがあります。

　この辺については、それぞれの市が、

それぞれの考え方で動いておりますので、

本市としてしっかりと、もうこれは対応

していただく必要があろうかと思います。

　以前の一般質問では、森西議員だった

と思いますが、教員人事権についての動

きを確認されておりました。本市の陣容、

人材等を踏まえて、この市長会、またい

ろんなほかの会議であっても、一つの行

動体として、その結論等には意義がある

ものでありますので、一つの意思として

摂津市の思いを伝えていただけるように、

これはもう副市長会等もありますので、

要望とさせていただきます。

　次に広報、バナー広告等、また紙との

関係、営業努力等もご説明をいただきま

した。

　カラー化、または料金の見直しをされ

たということであり、その結果として増

収につながったのは、評価できると実感

しております。

　後半に触れられた、ただバナーのほう

が勢いがあると。これは恐らく今どの業

界であっても、そうなのかなと。やはり

バナーであれば広報紙でなく、すぐにそ

の企業そのもののホームページに直結し

ますので、やはり見やすい。また情報量

も、飛躍的に違うという状況があります。

　この広告費削減というのは、最近では

やはりサブプライムショックのころから、

流れがあろうかと思います。その中で、

最近のデータであれば、ホームページに

広告掲載の状況とかも載っておりますの

で、それを拝見していますと、やはり危

惧するところではあります。

　既にいろいろと企業さんへの働きかけ

等はされていると思うんですけれども、

少しでも自主財源が確保できるように、

それこそ広報に限らず、さまざまな部署

の皆さんで協力し合って、何とか現状維

持ができればなと思いますので、引き続

き努力していただくように、これは激励

とさせていただきます。

　次に、女性政策であります。

　女性大学の議会についてご答弁をいた

だきまして、事務局の方が行かれてると

いうことでございました。

　私がイメージしてましたのは、いわゆ

る議会の制度論ですね。法律的になぞら

えて、こういう議決機関であって、地方
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公共団体の首長と議会があって、それで

定数が幾つ。予算、決算を審議する、そ

ういったいわゆる一般論が講義の内容で

あったのかなと、これを危惧したからで

あります。

　一般論であれば、あえてこの大学で受

ける必要はないわけで、やはりその中で、

受ける方々に興味を持っていただけるよ

うな環境であったのかなと。

　例えばこの講義を受けられて、ああ、

なるほどと。一遍委員会なり本会議を、

傍聴に行ってみようかなと。また、いろ

んな議員の方々が発行している会報、活

動報告等をしっかり見てみようかなとい

う関心、興味の高揚につなげていただけ

る講義であったのかなという、非常に興

味というか、好奇心があります。

　女性政策については、いろいろと講座

について、事務報告書にもありますが、

努力をされていると思います。今度コミュ

ニティプラザに移られて、また環境が変

わったので、いろいろと対応しなきゃな

らんこともたくさんあると思うんですけ

れども、引き続き多くの方に行政、また

議会等に関心を持っていただけるように。

　また、先ほどおっしゃられた男女共同

参画の視点、これは予算のときにも申し

上げましたけれども、どちらかに偏るも

のであってはならないと。これをあわせ

て申し上げて、引き続きましての努力を

要望として終了いたします。

　次に、選挙管理委員会であります。

　これは先ほど持ち帰り票については、

関心の薄さが原因にあるんじゃなかろう

かというご答弁でありました。これは一

つあると思います。

　実際に私の友人等であっても、この国

民審査については、その内容がよくわか

らないと。実際に選挙公報と一緒に、最

高裁裁判官の経歴等を記した新聞のよう

なものも入ってくるんですけれども、入っ

てたことすら気づかないという意見も多々

ありました。ただ、この国民審査という

ものは、一方では憲法にもうたわれてい

る非常に重要なものでもあります。

　ですから先ほどちょっと、こちらの聞

き方がまずかったのかと思いますが、会

場のスペースと言いますか投票様式、例

えば、今回であれば市議選の投票用紙を

もらって入れて、次に小選挙区の用紙を

もらって入れてと、次に比例代表をもらっ

て入れるのか、比例代表と国民審査の紙

をもらって一緒に書いて入れるのかと、

いろんなケースがあったかと思うのです

が、そういった会場の都合とかで持ち帰

りにつながってしまった点はないのかな

と。また、人によっては２枚もらったら

片一方だけ書いて片一方はそこに置いて

帰るというようなケースもあるのではな

いかなという思いがします。この会場の

状況についてもう一度お伺いしたいと思

いますので、よろしくお願いします。

　次に、消防総務課です。

　救急救命士の育成について、予定どお

り順調であるというお答えでありました。

　今度また新しく女性の方が入られると

いうふうに伺いました。今後やはりこの

救命士もそうですが、いろんな面におい

て女性消防士の活躍を期待するところで

あります。

　本市は、以前、お二方入庁していただ

いておりますけれども、その後なかなか

このお二方をはじめとする皆さんの育成

状況を聞く機会がなかったものですから、

この際にひとつお伺いしたいと思います

ので、現在の状況について、平成２１年

度までの状況についてご紹介いただけれ

ばと思います。

　次に、予防の査察についてであります。

　こちらは消防力の整備指針に基づけば、
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危険物については大丈夫だけれども指導

の方については全く足らないというよう

なご答弁であり、また、防火対象物につ

いては３，５００件を超える数があると

いうことでございました。今後、先ほど

市長会の話のときにも出てきましたが、

保安３法等、また、これも先日の報道な

のですけれども、箕面と豊能が消防で連

携をしていくというような報道もありま

した。これはやはりいろんな人員等の兼

ね合いもあるのかなという感じがあるの

ですけれども、先ほどのご答弁を踏まえ

て、今後広域化等を考えたときの消防の

見通しについて、ご答弁をいただきたい

と思います。

　次に、警備であります。

　訓練についていろいろとご説明をいた

だきました。

　先ほど申し上げましたように、神戸で

危機管理の都市問題会議を聞いてきたの

ですけれども、そこである方がおっしゃっ

ていたのは、防災、防火等の訓練におい

て、失敗するという想定も必要ではない

かということであります。実際に災害が

起こったときに果たして訓練どおりにで

きるのかと。実際、訓練は本番のように、

本番は訓練のようにとよく言いますけれ

ども、実際目の当たりにするとそうもい

かないと思います。さまざまな訓練があ

ろうかと思いますけれども、今回この項

目として、失敗を踏まえた訓練というも

のについてどのように評価されるかお伺

いをしたいと思います。

　次に、警備の引き続きで、誤報の影響

であります。

　３分の１が誤報で、自動火災器の発報

が主であったと。影響自体はほとんどな

いとのことでありました。今回というか、

それはありがたい話ではあるのですけれ

ども、今後、今もそうですが、住宅用の

火災警報器の導入が着々と進行している

かと思います。この導入が完成した折に

は、また誤報というものが増えてこよう

かと思いますが、この現状を踏まえて、

これについてはどのように見立てておら

れるかお伺いをいたします。

　最後に、救急です。

　こちら平成２１年度と平成２２年度の

比較をいただきました。月ごと等の傾向

をお伺いしましたが、そこにこだわって

いるわけではありませんので、先ほどの

ご答弁もいただいたということで、これ

は大まかな理解ができたということで了

としたいと思います。

　救急も恐らくいろいろと環境が変わっ

て、今後も出動の件数は増加の傾向にあ

るのかと思いますけれども、同じように

充実した市民福祉などにつながるような

対応をしていただければと思いますので、

よろしくお願いします。

○三好義治委員長　柳瀬課長。

○柳瀬情報政策課長　情報セキュリティー

マガジンのメールが、確実に読まれてい

るかどうか確認する方法はあるのかとい

うご質問に対しまして、ご答弁させてい

ただきます。

　委員のご質問にございましたように、

電子メールに関しましては、送信先が読

んだかどうかというのを確認する機能は

ございますが、この情報セキュリティー

メールマガジンに関しましては、その性

格上全職員に周知するという意味合いか

ら、最終的に全管理職及び各課メール管

理者あてに、最終的に約３００のメール

アドレスあてに配信されております。そ

のため、いわゆるメーリングリストとい

う機能を使って配信しており、それぞれ

１対１で送るのではなくて、一つのメー

ルアドレスあてに送ることによって、最

終的に３００以上に配信されるという機
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能を使用しております。そのため最終的

に配信されたメールアドレスで、そのメー

ルが読まれたかどうかというのを確認す

るのは機能上難しくなっております。し

かしながら、この情報セキュリティーメー

ルマガジンに限らず、庁内の通知文書は

ほとんど電子メールで通知されることが

多くなっておりまして、また、各課のメー

ル管理者におきましては正副の２名体制

で管理しており、確実に全職員に通知さ

れるような体制となっておりますので、

特にシステム的にチェックする必要はな

く全職員に周知されているものと考えて

おります。

○三好義治委員長　豊田局次長。

○豊田選挙管理委員会事務局局次長　そ

れでは、私の方から国民審査にかかりま

す２回目のご答弁を申し上げます。

　投票所における投票用紙の交付につき

ましては、衆議院議員総選挙につきまし

ては、国からの通知によりまして、まず、

小選挙区の投票用紙を交付することになっ

ております。その小選挙区の投票後に比

例代表と国民審査の投票用紙を同時に交

付するように、これも通知に書いており

ますので、そのようにさせていただいて

いるところでございます。

　投票所におきましては、投票立会人が

投票所内を見ていただいておりますが、

選挙人の比例代表と国民審査の投票用紙

を、それぞれ投票箱に入れていただくこ

とになっているのですけれども、実際と

いたしましては、人によっては一つの投

票箱に二つの投票用紙を入れたりされて

おりますので、持ち帰られるということ

はなかなかわかりにくくなっているのも

実情になっております。

　それにつきましては、選挙管理委員会

事務局といたしましても、選挙人の動線

についてはいろいろな投票所がございま

すので、記載台の配置につきましては工

夫させていただいているところでござい

ます。しかし、今回、委員のご指摘を受

けましたので今後につきましては啓発を

含めて、その辺の工夫についてはさらに

検討をさせていただきたいと思います。

○三好義治委員長　熊野課長。

○熊野消防本部総務課長　それでは、ご

質問のあった女性消防職員の現状につい

てお答えさせていただきます。

　以前、女性消防職員は平成１８年４月

に２名の女性消防職員を採用し、今現在、

消防署に勤務しております。両名とも２

４時間の当直勤務をしております。通信

勤務、火災、救急出動等現場活動をはじ

め、救急車の機関員等も出動して男性消

防職員と同等の活動を行っております。

また、日常業務におきましても男性消防

職員とうまく打ち解けて、後輩職員を熱

心に育成するなど、また、１名は救急救

命士として、もう１名は救急係員として

日々救急事務の方にも頑張っております。

そこで、また、さらに消防本部から選ば

れた隊員だけ集まって競う消防救助指導

会にも出動し、男性の中に交じって大会

出動をし入賞するなど、多方面にわたっ

て活躍して大きな成果を上げております。

今後は後輩職員の育成などリーダー職員

としての活躍を期待しているところでご

ざいます。

　それと、もう一点、予防査察にかかわ

る業務の消防の広域化ということでお問

いがあったと思います。

　消防広域化については、平成２０年３

月に大阪府が「大阪府消防広域化推進計

画」というのを策定しております。平成

２２年度中に大阪府は各市長、各町長の

消防広域化の組み合わせとか、新たな提

案を行いながら協議会の設置準備をして

いるところでございます。今後、平成２
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３年度、平成２４年度に各市長、各町長

の消防広域化協議会を設置して、そこで

消防広域化の検討協議をするという予定

になっております。

　本市消防といたしましては今後、大阪

府や他市、他町の動向を注意深く見守り

ながら、状況を見ていきたいと思います。

○三好義治委員長　納家参事。

○納家警備第１課参事　それでは、消防

署にかかわります防火、防災訓練におけ

る失敗例を取り込んだ訓練について取り

入れたらどうかという問いにお答えいた

します。

　市民を対象とした消防訓練は、災害が

発生したときに被害を少なくするために、

落ちついて適切な行動を取ることが大切

でありまして、対処方法を熟知し行動で

きるようにしていく必要があります。そ

のためには、参加者にはできるだけ興味

を持って聞き入れてもらうように、例え

ば、火災が発生したときに消火器を使用

せずに、そのままその本体を放り込んだ

というような失敗例を挙げて講話を進め

ております。今後も参加者に対して実り

のある訓練にするため、指導方法の工夫

を考えてまいりたいと考えております。

　続きまして、今後の住宅用火災警報器

の設置によって、その誤報の増加による

影響につきましては、今のところ住宅用

火災警報器による出動はありません。で

すが実施中の啓発活動により警報器の普

及率が高くなると予想され、誤報が増加

するかもしれません。しかしながら、自

動火災報知設備の誤報と同様に１１９番

受信時には十分に確認しまして、適切な

出動態勢を取っていきたいと考えており

ます。

○三好義治委員長　三宅委員。

○三宅秀明委員　細かくご答弁いただき

ました。

　まず、セキュリティーに関するメール

マガジンについてでありますが、メーリ

ングリストで配信しておられるのであれ

ば、もうこれは確かにそれぞれ確認する

ことは不可能だと思います。私も実際登

録していることもありますし、それで確

認はできません。ただ、先ほど指摘あっ

たように、正と副が管理者としておられ

て、その方々が関与されているというこ

とですので、その指導の下、適切に対応

をされているものと認識をいたします。

特にこれから情報セキュリティーについ

ては重要性が増してくると思いますし、

最近では携帯電話等にもやってくるコン

ピュータウイルスが登場しているようで

すので、そういったいろんな状況を踏ま

えながら、この報告を踏まえて次年度以

降の予算等につなげていただければと思

いますので、よろしくお願いいたします。

　次、選挙管理委員会の国民審査につい

て、現状をご紹介いただき、今後しっか

りと検討していくというご答弁をいただ

きました。実際２枚渡されて、こっちは

これ、あっちはあれと言われて、すぐに

対応できるかというと難しい点もあろう

かと思います。ただ、この国民審査自体

はやはり憲法にもうたわれている非常に

重要なものでありますので、有権者の皆

さんがきちんとした制度を利用できるよ

うに、その環境づくりに努めていただき

たいと要望しておきますので、よろしく

お願いします。

　次に、女性消防士についてであります。

　平成１８年４月以来いろいろと勤務に

精励されて、もはやリーダーとしての資

質も備えてきつつあるというご答弁であ

りました。実際に私も署のお隣でいろい

ろ訓練されている姿をお見かけしますけ

れども、非常に勇敢と言いますか熱のこ

もった動きをよく覚えております。次に
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入ってこられる方、また、女性でなくと

も通常の男性職員の方、また、現職の方、

皆様も引き続き職務に精励され、ただ、

ひとつ最近の天候の激変もありますので

体調管理等をしっかりとされながら、今

後も市民の生命、身体、財産を守るとい

う消防の大義を果たしていかれるように

願っております。よろしくお願いします。

　次に、予防について、広域化について

いろいろとご紹介いただきまして、広域

化協議会等の議論もあるということでご

ざいました。実際これはなかなか一つに

まとまるのは難しいと思います。ただ、

先ほどの議論でも少し触れましたけれど

も、摂津市としてどうしていくのが一番

いいのかという点だけはしっかりと持っ

ていただきながら、いろんな議論に参加

していただきたいと思います。

　これはもう消防に限らずの話なのです

けれども、この激変する世の中ですから、

市民が安心して暮らしていくには行政が

しっかりとしていただく必要があります。

　この都市問題会議でも、とある大学の

教授がおっしゃっていたのは、日本では

公務員に対する不平不満は多いけれども、

他の国と違って公務員の内定やなりたい

と思っている学生が多いと。また、いろ

んなことについて最終の責任はどこにあ

るかと聞かれたら、行政であるというふ

うな答えが多いそうであります。そういっ

た点からいろいろなご意見をいただくこ

とがあるかと思いますけれども、それを

しっかりと飲み込んだうえで、さまざま

な問題に対処していただきたいというふ

うに思います。

　次に、警備であります。

　失敗するという想定を踏まえた訓練に

ついてご答弁をいただきました。

　消火器をくべたケースがあるというこ

とで、これは笑い話のようですけれども、

恐らく現実に遭遇したらそういうことが

あるだろうというふうに思います。同じ

く、危機管理という点では、非常参集等

を訓練されていました。たくさん集まら

れたという報告もあったので、それはそ

れでひとついいと思うのです。でも実際

に災害が起こったときに、近所の方が被

災しているケース、そのときにそれをほっ

たらかして摂津市に集まれるかどうかに

ついても考えていただきたいと思います。

災害現場ではトリアージというものが今

なされておりますけれども、ある意味、

個人個人で状況をトリアージしていく必

要があると。これについて今後いろんな

議論があると思いますけれども、予算の

議論の中、あるいは政策の議論の中で取

り組んでいただきたいと。副市長をはじ

めとする皆様にこれはお願いをいたした

いと思います。

　住宅用火災警報器についての影響は、

大丈夫であるというお答えでありました。

それは今の現状を踏まえたものでありま

すので安心をします。今後もそのような

安心できる対応を取っていただけるよう

にこちらは要望します。そして、現在、

先ほども少し申し上げましたけれども、

無駄排除というのが一つ大きな行政テー

マになっております。これについて少し

関連しますが、私ども高志会は、会派と

して８月に海老名市と豊島区に行政視察

に行きました。

　そこでは文化行政についていろいろと

勉強とさせていただいたのですけれども、

この文化行政については非常に市民の皆

様、区民の皆様からの理解をいただくの

が難しいと。というのは、やはり、とも

すれば絵画等もそうですが、芸能につい

て価値を感じないという方ももちろんい

らっしゃるからであります。ですが、そ

れを一くくりに無駄と言ってしまうのは
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早計ではないかなと。

　この文化については、それを学ぶとい

うことで先人から伝わるこの国の流れで

あるとか、また、その町の伝統について

触れることができます。先ほどの研修の

話でも申し上げましたけれども、結果を

充実したものにできるならば、それは無

駄ではないのであろうと。その思いを管

理職の皆様はもちろんですけれども隅々

まで思いが行き渡って行政運営ができれ

ば、この無駄排除という議論も一つ進化

するのではないかなと思います。

　来年度の予算以降も非常に厳しい状況

は続くと思います。この決算を踏まえて、

そういった点をしっかりとそれぞれの部

署、また、個人個人で踏まえていただき

ながら、今後も行政運営に邁進していた

だきたいとお願いを申し上げて、質問を

終わります。

○三好義治委員長　暫時休憩します。

（午後１時４５分　休憩）

（午後１時５１分　再開）

○三好義治委員長　再開します。

　野口委員。

○野口博委員　最初に、決算概要の５５

ページに総務防災課関係として、集会所

の事業費が組まれております。

　先ほども議論がありましたけれども、

私の方は、長年耐用年数が過ぎている、

築後年数がたっている建物が多くなって

いますので、先ほども少しご答弁ありま

したけれども、修理する能力がある地元

と、そうでない地元もありますので、そ

ういうことも踏まえて、基本的に維持補

修問題について、状況に合った形で改善

すべきだというのが一つです。それに対

してどうかということ。

　もう一つは、今年の猛暑を受けて地元

ではエアコンを設置したいと思ってもな

かなか費用が工面できないというところ

が幾つかあると聞いております。そうい

う意味で、来年も多分猛暑が続くだろう

と思いますけれども、そういうところに

ついて自治体として何らかの補助ができ

ないものかということ。以上、２点です。

　二つ目は、土地開発公社所有の土地に

ついての問題でありますけれども、過去

いろいろ論議がされてきました。現在い

ただいた資料を見ますと、平成２１年度

決算で４か所、２０億６，０００万円、

４，３２１．２４平米という状況であり

ます。開発公社にかかわる費用の関係で、

これ以上抱える費用を増やさないという

ことで、昨年度も２，５００万円の補給

を行っておりますけれども、改めて４か

所のこの開発公社所有の問題について、

これからどういうふうに取り組みを進め

ていくのか。その考え方について。これ

が２点目です。

　三つ目には、平成２１年に平和市長会

に、市長、参加されました。これに関す

る問題であります。

　世界的には核兵器廃絶を求めて、取り

組みの組織として平和市長会と日本非核

宣言自治体協議会という二つの組織があ

ります。大体１９８０年代前後にそれぞ

れで組織化されて出発をしておりますけ

れども、平和市長会が、より海外に向け

て発信をして一緒に進めていくと。非核

宣言自治体協議会は、国内的に強化をし

ていくという両輪でその取り組みはされ

ておりますけれども、そこでお尋ねした

いのは、平和市長会に加盟されて、どう

いうかかわりを持ってこられたのかとい

うことが一つと、この間、世界的には１

４４か国、４，２０７都市に広がってお

りますけれども、今後、摂津市としてど

ういうかかわりを持っていこうと現瞬間

考えているのかと。

　もう一つは、今お話をした、非核宣言
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自治体協議会への加盟するということに

ついて、検討願えないかという問題であ

ります。

　自治体協議会には、今全国で２５５自

治体が組織されておりますが、府下で１

４自治体、北摂では４市で、豊中市、吹

田市、高槻市、茨木市の４自治体であり

ますけれども、この協議会に対する加盟

という点で併せてどうなのかと。これ３

点目です。

　４点目は、第４次行財政改革にも含ま

れていますが、別立てで質問することに

なりますけれども、税金、保険料などの

市民がより納めやすい方向にいろんな改

善をなされようとしています。今年度が

軽自動車税がコンビニ収納できるように

なりましたけれども、ホストコンピュー

ターからオープンシステムに移行し、い

ろいろ過去の障害がどんどんなくなって、

あらゆる状況を整備すれば、より納付し

やすいような状況の整備ができるという

ことにシステム的になろうとしておりま

すので、そういう点で、税金や保険料、

保育料など公共料金の納付について、ど

ういう改善方向を持っているのか。これ

が４点目であります。

　５点目は、概要の５５ページに、秘書

課所管で広報板の問題があります。

　連絡板も含めてちょっと今日お尋ねし

ますけれども、総合計画で市民、事業者、

行政、協働でまちづくりを進めていくと

いうことであります。何にしても情報の

発信をしていくということは大事であり

ます。情報発信の媒体の一つである、大

事なものであるこの広報板、連絡板につ

いては、よりきれい見やすい状況に改善

していただきたいという趣旨の質問であ

ります。

　これまで当委員会で論議をされた数字

がありますけれども、広報板では２１６

基あって、修理必要な旧型が５８基あり

ましたと。これが平成２１年度に５基、

今年度に８基予算を組んで実施をしてき

たということでありますけれども、いわ

ゆる、きれい見やすくするためにどうす

るかという立場で、今後の取り組みにつ

いて少し教えていただきたいと思います。

　もう一点、１年前にも伝えているので

すけれども、千里丘駅前の階段を降りて

いただいて、すぐ壁際に２つの電話ボッ

クスがありますけれども、その横にロー

タリークラブが寄贈された連絡板があり

ます。看板があります。これがどんどん

公共施設もなくなったり変更があったり

して、その中身が全然現実と違いますの

で、ステンレスも大分ちょっと目地部分

のさびもありましてですね、汚い状況で

ありますし、看板全体も含めてもそうで

ありますけれども、早急に改善を求めて

きたわけでありますけれども、この辺の

今後どういうふうに応対するのかね、併

せてお聞きしたいと思います。

　消防関係です。

　先ほども論議がされました。今日は所

管も違う部分もあるので、救急搬送問題

と救急医療の問題がちょっと絡みますけ

れども、今年は「大阪府の財政構造改革

プラン」今９月議会で論議をされて、橋

下知事になりまして２回目の行革であり

ます。その中で、大阪府が医療・福祉・

教育をどんどん手を離していくというこ

とで、救急搬送に関係する施設でありま

す、済生会千里救命救急センターへの運

営補助金３億５，０００万円を今年度限

りで一応なくしていくと。三島救急セン

ターに対する年間３，５００万円の運営

補助についても、段階的に廃止縮小して

いくということでありますけれども、こ

ういう補助金の廃止削減に対して、救急

搬送している現場から見てどういうふう
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に受け止めているのかというのが一つで

す。

　もう一点は、ちょうど１年前の１０月

末でありましたけれども、個人的にかか

わった問題であります。

　もう少しで、何日か発見がおくれれば

亡くなるという事件でありましたけれど

も、現場へ行きまして、その方は、結果

としては足を１本切断する大きな手術を

されたわけですけれども、救急車が来ら

れて救急車の中に運んでいただいて、行

く病院が決まるまで５０分かかったわけ

ですね。摂津市だけの問題ではないと思

いますけれども、この間ずっと各自治体、

全国的にも救急搬送の実態問題について、

いろいろな論議もされて取り組みも進め

てきておりますけれども、摂津市の救急

搬送から見た場合の現状といいますか、

その点少しわかりやすくご説明をいただ

ければと思います。

　その中で、併せて、千里救命救急セン

ターと三島救命救急センターの平成２１

年度を含めた搬送人数だとか、救急搬送

の市内、市外の病院での科目別の状況と

か、そういうことも含めてちょっとお答

えをいただきたいと思います。

　７点目であります。

　先ほども少し論議されましたけれども、

昨年、第１次補正予算だとか新しい政権

の下での補正予算等々、また今年度もそ

うでありますが、いろんな景気対策を組

まれて、その中で、先ほどご答弁があっ

たさまざまな基金が組まれました。

　そこでちょっとお尋ねしますけれども、

平成２２年度までの２か年でどのくらい

の基金がきて、その中でどのくらい消化

されて、残りこれだけでどういう事業を

しているのかということを少し口頭でご

答弁いただいて、後日また資料をお願い

したいと思います。

　関連してお聞きしたいのは、ふるさと

雇用創出で基金を活用して、公園台帳作

成事業というのがあります。ちょっと所

管が違うかもわかりませんけれども、中

身についてもし差し支えなければ大まか

に教えていただきたいと思います。

　緊急雇用でやったのですね。

　８点目は、せっつ女性プランの取り組

みです。

　先ほどお話ありましたように、先日、

昨年度の第２次せっつ女性プランの中身

に従って取り組んだ結果が手元に届いて

おりますが、一応３点お尋ねします。

　一つは、基本課題の１であります。あ

らゆる分野への男女共同参画の促進と各

種審議会等への女性の参画率を目標３５

％として取り組んでいますけれども、こ

の辺の取り組みの努力の状況と今後の作

戦と言いますか、これが第一点です。

　基本課題３の、労働における男女平等

の推進で、働きやすい環境、人材の確保

という目的もありますけれども、ワーク

ライフバランスの啓発で、いきいき元気

宣言登録企業、団体というのがあります

けれども、これを促進なさっていますけ

れども、その辺の実績と中身について少

し教えていただきたいと思います。

　三つ目は、少し民生との関係も入って

きますけど、大まかで結構でありますけ

れども、第二期せっつ女性プランの２２

ページに、基本課題、女性に対するあら

ゆる暴力の根絶のところの（３）の２で、

子どもへの暴力防止対策の取り組みにつ

いてというのがあります。摂津市の場合

は、子どもさんのこういう相談について

は、子育て支援センターの家児相で受け

たり、安威川以南は向こうで受けていま

すけれども、中身によっては即警察が対

応するということもありますけど、改め

て西区の子どもさんの遺棄死亡事件も含
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めて、いろいろ府下的にも若干体制を整

備されようという動きもありますけれど

も、摂津市のこの間の取り組み状況と言

いますか、若干、一般的な話になるかも

わかりませんけれども、一度状況の説明

だとか今後の方向性があれば、併せてご

答弁いただきたいと思います。

　９点目は、市民税の減免問題でありま

す。これまで本会議等々でもこの問題は

問うてきました。今回改めて法律に基づ

いて地方自治体として事を進めていくと

いう立場も含めて、実施に向けて検討す

べきだという立場での質問であります。

　ご承知のとおり、地方税法第３２３条

では市町村民税の減免について規定され

ています。ちょっと読みますが、「市町

村長は天災その他特別の事情がある場合

において、市町村民税の減免を必要とす

ると認める者、貧困により生活のため公

私の扶助を受ける者その他特別の事情が

ある者に限り、当該市町村の条例の定め

るところにより、市町村民税を減免する

ことができる」というのが、法律上の規

定であります。これまでも論議してきま

したけれども、１９８０年代に国会でこ

の問題が論議をされて、公私の扶助とい

う問題についても国の見解もきちんとはっ

きりしています。

　本市のこれまでのこの問題に対するス

タンスは、担税力、税金を納められるか

どうか、その力で判断するとか、サラリー

マンのことも説明されていますが、減免

を相当とする程度の強いものに限っての

制度でなければならないという。検討も

しないというスタンスでありますけれど

も、各市でもちょこちょこ取り組んでお

りますけれども、保険料だとかいろんな

その他の公共料金について減免制度もあ

りますけれども、これについても法律は

きちんと規定していますけれども、なぜ

それに従ってこの市の条例で、実際に対

応できる状況の整備をしないのかという

問題でありますけれども、その点いかが

でしょうか。

　もう一つ併せて、市税条例第４８条第

１項第３号で、当該年において所得が皆

無となったため生活が著しく困難となっ

た者、またはこれに準ずると認められる

者と書いていますけれども、その内容を

確認の意味でお尋ねしておきたいと思い

ます。

　１０点目は、小規模工事の登録制度の

問題であります。

　平成１９年度から入札参加資格を持た

ない中小零細業者の皆さんが、摂津市の

物品だとか小規模の工事に参入できるよ

うにということで、これは実施をされて

４年目を迎えています。

　この間いろいろ改善もなさって、０９

年度からは、平成２１年度からは、当時

３０万円の限度額を６０万円に引き上げ

ていただきました。より地元中小業者を

取り巻く状況は厳しくて、なかなか景気

浮揚という意味ではしんどい状況であり

ます。そんな中で、公平、平等に扱いな

がら、多くの皆さんに仕事を発注すると

いう点ではより改善を求めていきたいと

思うのですけれども、この間の経過を踏

まえて若干数字も入れていただいて、取

り組み状況をご答弁いただきながら今後

の改善報告があれば、併せてお願いして

おきたいと思います。

　車両管理の問題です。

　当委員会でも、これまで職員の事故の

問題について、車両管理とを絡めていろ

いろ質疑されてきておりますけれども、

数年間の間では事故によって死亡すると

いう事件もありましたし、いつ何時そう

いう大きな事故が発生するということに

もなりますのでね、改めて行政として職

－38－



員の車両管理及び安全講習等々について、

どういう対応をなさっているのか。その

効果が出ていれば併せて紹介をしていた

だきたいと思います。

　１２点目は、地震対策の問題です。

　平成１９年度に、修正された地域防災

計画が策定されて、いろいろこの中で決

めたことについて、平成２０年度もいろ

んな訓練だとか整備だとか予防だとか、

いろんな角度から取り組まれてきていま

すが、今回この地域防災計画の中で、地

震対策の問題に焦点を絞ってお尋ねして

おきたいと思います。

　ご承知のとおり、東南海、南海地震は、

今後３０年以内でその発生確率は６０％

から７０％であります。上町断層は今後

３０年間で２％から３％という発生確率

で、これは国の文科省の調査委員会の発

表でありますけれども、そういう確率か

ら見ても、改めて本市の地震対策の取り

組み状況について、今回いろいろ聞かせ

ていただきながら若干論議をしたいとい

うことであります。

　そこで、まずお聞きしたいのは、上町

断層帯地震Ａのケースの場合、上町断層

帯地震Ａと、もう一つ想定していますけ

れども、より震度が高くなるということ

の想定の下でやっておりますけれども、

上町断層帯地震Ａの場合の浸水想定はど

う見ているのかと。

　二つ目は、地震災害が発生した直後か

らの情報発信だとか招集だとか、住民、

市民の避難だとかいろんな分析もされて

いますけれども、どういう流れで動いて

いくのかというのが２点目です。

　三つ目には、備蓄が何日分あるのかと

いうことであります。

　説明では、水が３日分だとかその他１

食分、１日分とかという説明であります

けれども、とりあえずの備蓄としてどう

理解したらいいのかということでありま

す。

　四つ目は、この地域防災計画の第２編、

災害予防計画の中で「地震防災緊急事業

５箇年計画」があります。この中で、平

成１８年度から５か年で進めていくとい

うことで示されているのが、消防用施設

の改善であります。

　二つ目が、公立の小・中学校のうち、

地震防災上改築または補強を要するもの。

　三つ目には、不特定かつ多数の者が利

用する公的建造物。

　四つ目には、災害時必要な防災行政無

線、その他の施設または設備と。こうい

うことを推進しようということで述べら

れています。この点がどういう状況になっ

ているのかと。

　五つ目には、建築物の安全問題につい

て触れています。

　二つあります。

　公共建築物の耐震化、民間建築物の耐

震化、これがどういう到達状況なのかと

いうことであります。

　６点目は、２２ページに火災予防対策、

消防体制の整備というのがありまして、

その中で２点示されて、消防力の充実で

やるべきだという中で、消火栓の増設、

耐震性貯水槽の増設というものがありま

す。これがどういう到達状況なのかと。

　２点目に、火災予防で３０人以上の集

合住宅については、防火管理者の設置義

務がありますけれども、この辺の確認、

設置状況はどうなのかと。

　最後に、避難収容体制との整備に関連

して２８か所、旧三宅小学校、旧味舌小

学校も含めてでありますけれども、２８

か所の避難所がありますけれども、この

耐震補強状況はどうなのかと。

　以上が地震対策の面での質問でありま

す。
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　１３点目は、第４次行財政改革実施計

画の問題であります。

　とっかかりとして、最初に幾つかお尋

ねしておきたいと思うのですけれども、

これから総合計画が始まっていますけれ

ども、それを進める内部の改革だという

ことをおっしゃっているわけであります

が、幾ら内部の改革であっても市民生活

に大きな影響を与える内容でありますし、

この前、総計特別委員会の場でもちょっ

と申し上げましたけれども、大事な問題

であっても、それを総計審の中にきちっ

と報告をしない、論議もされなかったと

いう点について指摘もしましたけれども、

もしこれが実施されれば、総合計画で協

働という精神で住みよいまちづくりをつ

くっていくといっても、なかなかそうは

ならない。これはもうはっきり結果はし

ているわけで、そういう点からして、ま

ず、第４次行財政改革で何を求めようと

しているのか、こういう切り口に対して

のご答弁をまずお願いしたいと思います。

　２つ目は、官製ワーキングプアの問題、

職員６６０人体制、機構改革の問題であ

ります。

　今、雇用を守るという、雇用環境を日

本も先進諸国並みに改善していく課題は

社会問題であります。そういう角度から、

この官製ワーキングプアと呼ばれる公的

な職場でのワーキングプアの増大問題に

ついて、無条件にそれを進めていいのか

という問題も当然出てきますし、この十

数年間の流れで言いますと、官民分断の

下で公務員の月給もどんどんどんどん減

らされて、職員も今６９１名であります

けれども、これを５年後には６６０人に

していくという職員体制も進めようとし

ていますけれども、今後のこうした問題

について、どういう論拠でこれを進めよ

うとしているのか一度お答えいただきた

いと思います。

　それで、非正規職員の推移であります

が、資料をいただいておりますけれども、

この１０年間の職員全体の数字だとか、

その中で非正規職員の占める割合、これ

をまずご答弁いただきたいと思います。

　それと、先日、今後５年間の定年退職

見込み数の数字をいただいています。第

４次行財政改革で６６０人体制、５年後

にしていくという話であります。５年間

で見ますと、総数で現業、事務職合わせ

ますと１４３名が定年退職されると。そ

の中で現業が２４名でありますから１１

９名が事務職で退職すると。これまで職

員の補充問題については事務職６０％補

充、現業不補充という方針でいきました

けれども、それで計算してもなかなか合

わないという問題もありますので、若干

修正もあろうかと思いますけれども、こ

の推計されている数字と６６０人の関係

ですね。これに含めて一度わかりやすい

ようにご答弁いただきたいと思います。

　それと、国家公務員の給与問題です。

　なかなか摂津市の職員の資料が出なかっ

たわけで、いただいた国家公務員の平成

１１年度に対して、平均年間給与がどれ

だけ減ったかという数字をいただいてい

ますけれども、比べてどうなのかちょっ

とお答えいただきたいと思います。

　第４次行財政改革の三つ目が、指定管

理であります。

　第４次行財政改革の中に、指定管理者

制度の見直し、制度拡大という項目があ

ります。先の本会議でもいろいろ論議さ

れましたけれども、細かいことはちょっ

ともう論議はしませんけれども、国の方

の１０兆円産業の領域である、この公的

な職場にどんどん民間を参入させていく

という流れで、市場化テストということ

もあって、いろんな建物関係ではＰＦＩ、
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指定管理などもその一環として出てきた

話であります。各地で指定管理にしたと

ころで、逆に公設で直営を見直すという

のもたくさん出たり、指定管理を受けて

いる事業主が撤退したり、いろんな分野

別によってはアンバランスありますけれ

ども、そういう状況になってきています。

　そういう意味で、改めてお尋ねします

けれども、国の方針もいろいろ修正して

いるのですね。これまでは指定管理者制

度導入の最大の目的は、経費削減という

ことをおっしゃっていましたけれども、

そういう言葉がなくなって、いわゆる公

共サービスの質の確保という言葉を使っ

たり、少し通達、通知が変わってきてい

る面もあるわけでありますけれども、そ

ういう問題も含めて、この第４次行財政

改革の中でどういう切り口で見直すのか。

近隣各市の状況を踏まえて、まずこれを

お尋ねしたいと思います。

　本市の指定管理を受けている各団体の

収支報告書、わからない分もありました

けれども一応見させていただきました。

　そこで、一つだけ心配なことでありま

す都市開発株式会社の問題であります。

　平成２１年度決算収支は、２２９万５，

７６１円の損失でありました。その他の

団体はいろんなプラスマイナスあります

ので、そうはならんと思いますけれども、

形が株式会社ということであります。こ

こは基本的な出資金は１億１，０００万

円でしたかね。摂津市が４，５００万円

出していまして、市内企業が１６団体で

あります。１億１，０００万円の基本財

産で事業を行っているところであります。

　平成２１年度のこの約２３０万円の赤

字でありますけれども、それを、例えば

フォルテ摂津の３０１号、３０３号、２

１２号、２１３号含めての管理委託も含

めております。四ついきますと大体７６

５万円のお金が摂津市から都市開発株式

会社に移っているわけです。今回、来年

からこの２１２号、２１３号はなくなり

ます。今、南千里丘駅のあの駐車場など、

周辺の駐車場もプラスで都市開発株式会

社が入っておりますけれども、いろんな

動きがありますけれども、最低、摂津市

がイニシアチブを取ってつくった、こう

いう分野の会社については最低黒字にし

ていくということは、最低の問題として

あろうかと思うのですけれども、その辺

のことで、摂津市として都市開発株式会

社問題についてどうお考えなのかと。こ

の際お聞きしておきたいと思います。

　最後に、財政問題であります。

　昨年度、先ほど三宅委員の質問の中に

ありました、政権交代がなされました。

日本全体が古い政治から新しい政治を求

める転換期にきていまして、摂津市もそ

の中で、森山市政第２期目の出発であり

ました。ご承知のとおり、この第３次行

財政改革の最終年度であり、この年度は

総合計画に対しての抜本的な論議も行っ

てきましたので、そういう大きな流れの

中でも、摂津市としても今後将来にとっ

ても大変大事な年度だと思っています。

　そういう中で、財政問題でまず幾つか

聞いておきたいのは、一つは、数年前、

市長自身も平成１７年度決算ベースの数

字が、財政数字は３年間の平均でいきま

すから、平成１７年度も入っているとい

うことで、第二の夕張になるという発言

もなされて、そのことを職員の皆さんは

いろんな団体やいろんなこと、要求を持っ

ていった場合、財政しんどいからできま

せんということで帰したわけですわ。そ

ういう状態が数年前の状態だったのです。

今回はご承知のとおり、不交付団体は見

ますと、大阪府下３１市の中で唯一摂津

市が不交付団体として残りました。これ

－41－



は財政的な言い方をすれば、府下一番の

財政力があるということであります。歳

出規模でいきますと１人当たり府下３番

目に高いということでありまして、概ね

財政力は高いわけです。こういう数年前

のおっしゃっていた中身と今の事態を見

て、そして今日、不交付団体は摂津市だ

けになったという、こういう状況に対し

て、この結果をどう見ているのかという

のが第一の問いであります。

　二つ目は、中期財政見通しの中であり

ます。

　先ほど、手元に決算を受けての、平成

２８年度までの中期財政見通しが届いて

おりますけれども、その中で、歳入の問

題で個人市民税について言及しています。

平成２３年度以降は、開発等によって下

げ止まると説明しています。そういう前

提で税収を推計して中期財政見通しをつ

けておりますけれども、それに関連して、

いわゆる開発等でありますから、南千里

丘で５８６戸の倍、それと高齢者マンショ

ン１２６戸などが入ってきますし、非住

宅では二つの会社も入ってきますし、こ

ういう市民税だとか固定資産税等々でど

う見ているのかですね。そういうわかり

やすい説明も併せてしていただければと

思っています。

　中期財政見通しの今後、平成２８年度

までの間で、多額の予算を要する開発事

業についてもいろいろ説明なさっていま

す。今年度から公共事業でここに示され

ている事業の総額は６８億円であります。

その中で一般財源約１６億円計上しよう

としていますが、いろいろ財政運営のバ

ランスもあるかもわかりませんけれども、

できる限りやっぱり市民の生活も大変で

ありますし、こういう１６億円ぱっと予

算を組んでやろうとしているのではなく

て、その前にやっぱり市民の暮らしにつ

いて、どう予算を回していくのかという、

予算組みからしてどうあるべきかという

ところをきちっと頑張って論議をなさっ

て堅持をしていただきたいと思いますけ

れども、この１６億円、６８億円の問題

について、それに絡めて市民の暮らしの

関係でご答弁いただきたいと思います。

　最後に、財政資料の問題でありますが、

国もそうでありますけれども大阪府もそ

うでありますけれども、いろんな資料の

計算式の市民１人当たりというのがあり

ますけれども、大体、住民基本台帳人口

でいきます。何年か前に吹田市の事務局

がつくっておられる決算、予算の資料を

いただいて、そのときにお願いして外国

人の方も入れていただいて、それで１人

当たりの計算をしてもらった中身でと今、

吹田市は言っているわけであります。毎

年いただいておりますけれども、この資

料も一応担当にお渡ししておりますけれ

ども、外国人の登録された方も税金も納

めていますし、本来ならば入れて計算す

るのがあるべき姿と思いますけれども、

そういう問題について、摂津市だけでは

片づけられない問題もありますけれども、

これを挙げていただきたいというのが質

問の趣旨でありますけれども、その点ど

うでしょうか。

　もう一点、たばこ税の問題です。

　平成２１年度で奨励金が廃止をされま

した。しかし、ご承知のとおり、今年度

もたばこ税が振り込まれております。こ

れをどう考えるのかという問題と、どの

くらいの差し引きで単純に摂津市の増収

になるのか、この数字も少し教えていた

だきたいと思います。

○三好義治委員長　野口委員、２か所、

所管以外のものがあるので、答弁をした

中で精査してもらいます。それでは答弁

を求めます。
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　布川参事。

○布川総務部参事　まず、集会所の維持

管理についてでございます。

　集会所の設置目的、内容につきまして

は、午前中の川端委員からご質問ござい

ましたので割愛させていただきますが、

現在、市立集会所には光熱水費の基本料

相当分として３万８，０００円分を、業

務委託料として市立集会所受託者にお渡

ししております。エアコン、冷蔵庫、物

置等の新設や増設などは各集会所の実情

に合わせて、当初から受託された自治会

での設置をお願いしているところでござ

います。現在の財政難の中でも市立集会

所は快適に利用していただくために、建

物の緊急的な維持管理を最優先に行う必

要がございます。エアコン設置費用など

の補助は現在考えておりません。

　次に、公社所有の現状と今後の取り組

みということでございます。

　土地開発公社は都市計画に基づきまし

て、土地の先行取得を進める都市計画事

業の円滑化を図っているところでござい

ます。しかし、計画の変更などにより長

期保有を余儀なくされている土地がござ

います。公社の健全化を阻害する要因と

なっておりましたが、平成２０年度に鳥

飼野々３丁目の区画整理事業代替地を民

間に売却、また、昨年、平成２１年度に

は新在家鳥飼上線を市が買い戻しいたし

ました。今後とも公社の健全化に向けて

長期保有土地の売却を進めてまいります。

　現在、土地開発公社の所有土地は、千

里丘三島線代替地、別府公園用地、放置

自転車置場用地、千里丘三島線用地の４

か所、４，３２１．２４平米を所有して

おります。千里丘三島線用地を除く３か

所はいわゆる塩漬け土地でございまして、

取得後１５年以上経過しております。今

後保有土地を買い戻していただいて、公

社の健全化を図るため財政当局に協力を

お願いしつつ、本市の都市計画に寄与し

てまいりたいと考えております。

　それから、車両管理のご質問があった

かと思います。

　安全運転に関しましては、常日ごろ職

員に注意喚起を促しているところでござ

いますが、残念ながら平成２１年度、公

用車をこすったりということで物損事故

１３件ございました。幸いにも人身に絡

むことは１件もございませんでしたが、

安全対策に関しまして我々が今行ってい

ることと申しますと、年４回、所属長が

免許証を目視確認し、口頭でも事故がな

いかどうかの確認をさせていただいてお

ります。それから安全運転管理者を置い

ておりますので、その安全運転管理者は、

年１回講習会を受講してもらっておりま

す。また、その安全運転管理者同士の会

議を適宜開かせていただいております。

また、安全運転講習会ということで年１

回１０月ですが、摂津警察の交通課長を

お招きしましてお話をお伺いしておりま

す。あと労働安全衛生の会議を通じまし

て、安全運転の周知徹底を行っていると

ころでございます。

　続きまして、地震の部分になろうかと

思います。

　上町断層地震Ａの場合の浸水想定、ど

う見ているかというご質問だったかと思

います。

　上町断層帯は直下型の地震で、震度６

強から６弱が予想されているということ

でございまして、地層も３メートル前後

の段差ができると言われております。

　大阪府の地震被害想定調査によります

と、上町断層帯地震による摂津市の液状

化は、ほとんど影響ないと予測されてお

ります。また、内陸直下型の地震のため

津波の心配はないものと考えますが、満
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潮時などその他の諸条件により淀川を逆

流することがありましても、淀川大堰で

止まるものと考えております。

　次に、地震の発生直後からの流れ、ど

うなっているかというご質問だったと思

います。

　地震発生直後は、消防署班が出動し火

災延焼防止措置及び救出活動など必要な

措置を講じることになっております。市

職員の初動体制といたしましては、連絡

所を開設し、被害状況の把握や避難者の

誘導に努めることになります。また、震

度５以上の地震が発生した場合には、自

動的に全職員が参集することになってお

り、市長を本部長として副市長、教育長

及び部長級職員により摂津市災害対策本

部が設置されます。

　対策本部の役割といたしましては、災

害応急対策の基本方針に関すること。そ

れから配備体制の決定に関すること。３

番目に、各部間の調整事項に関すること。

４番目に、避難勧告・指示及び警告区域

の設定に関すること。５番目に、自衛隊

派遣の要請の依頼に関すること。６番目

に、他市町への応援要請に関することが

定められており、状況に応じて対応して

まいることになります。

　このように災害時に行政ができますこ

とは、社会整備的なことが中心になって

まいります。災害対応では、自助７割、

共助２割、公助１割と言われております。

市民一人ひとりと市内に結成されました

１２の自主防災組織を中心とした活動が

大切になってくるかと考えております。

　続きまして、備蓄は何日分があるかと

いうお話でございます。

　本市が備蓄しております食料品関係で

は、乾パンが１万２，２００食、ホット

グルベンが１万８，０００食、アルファ

化米が７，９００食、このうち高齢者用

の梅粥が７５０食含んでおります。それ

の合計２万１，９００食と粉ミルク９５

０グラム入りが２４缶ございます。

　２万１，９００食を単純に１日３食と

して考えますと、延べ７，３００人分に

なります。被害人数や年齢構成など被害

状況によって変化するものと考えており

ますので、７，３００そのまま数字が適

用されるかどうか難しいかと思います。

　その他の用品としましては、生理用品

やトイレ、かまど、なべ等も一定量を備

蓄しておりますが、あらゆる災害にすべ

て対応できる種類、数量であるとは考え

ておりません。水の備蓄は水道部が担当

しておりますので、現在の備蓄数はこち

らの方では掌握しておりません。

　それから、平成１８年度からの５か年

計画はどうかというご質問でございます。

　消防用施設につきましては、消防本部

の方でお答えいただけるかと思います。

　公立の小・中学校のうち、地震防災上

改築または補強を要するものということ

でございますが、これは教育委員会の管

轄になりますので、こちらの方ではちょっ

とお答えいたしかねます。

　次に、不特定かつ多数の者が利用する

公的構造物ということでございまして、

５か年計画の中で対象としておりました

建物は、一番古い建物ということで昭和

４６年に建設されました市民体育館でご

ざいました。現在は取り壊しております

ため現存しておりませんので、この対応

の必要はなくなりました。

　次に、災害に必要な防災行政無線、そ

の他の施設または設備というお話でござ

います。

　現在の防災行政無線はアナログ式でご

ざいます。デジタル式に変更していかな

ければならないのでありますが、２億円

を超える高額な設備でありまして、今年
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度全額補助による全国瞬時警報システム、

俗にＪアラートと呼ばれているものでご

ざいますが、この受信機を設置すること

により、防災行政無線やその他周辺機器

の対応が変わってまいりました。導入シ

ステムや購入時期につきましては慎重に

検討し、安全で確実、安価なシステムを

導入したいと考えております。

　それから、公共建築物の耐震化のお話

があったかと思います。

　公共建築物に関しましては、従前から

申し上げていますが、所属課が重要性や

緊急性を考慮しながら耐震改修を進めて

おります。また、都市計画課におきまし

ては、防災上の重要度に応じた耐震対策

を実施しております。それと、本市の公

共施設の耐震化率でございますが、平成

２２年３月３１日現在、全棟数のうち５

９％となっております。

　民間建物の耐震化でございますが、民

間建築物の耐震化は、都市整備部が担当

をしておりますので私どもで詳しい資料

は持ち合わせておりません。

　それから、避難所の耐震補強状況でご

ざいますが、これも先ほど申し上げまし

たように、所管課の方でしていただくと

いうことになっております。特に旧の三

宅、味舌小学校のことがお話出ておりま

したが、この旧三宅、旧味舌小学校の体

育館が避難所になっております。今、体

育館はそれぞれ公共施設のスポーツセン

ターとして生涯学習スポーツ課が所管し

ておりますので、耐震補強など改修につ

きましては生涯学習スポーツ課が担当し

ていただいていることになります。

○三好義治委員長　避難場所の耐震状況

について、個々の建物は所管課になるけ

れども、指定しているのは総務防災課な

のだから、避難場所についての耐震化は

全体のうちに何パーセントぐらいが済ん

でいるか。今、答弁できなかったら２回

目のときにもう一度答えられるように準

備しておいてもらいますか。

　次に、井口参事。

○井口市長公室参事　それでは、秘書課

にかかわりますご質問にご答弁させてい

ただきます。

　まず、きれい見やすい広報板というこ

とで、情報発信のツールであります広報

板の取り扱い、今後の取り組みというご

質問でございますが、委員がご指摘され

ました、５８基修理必要な旧型があると

いうことでしたけれども、旧型は現在５

４基でございまして、すべて修理が必要

というものではございません。旧型の中

でも修理が必要なものと、また新型でも

修理が必要なものという報告は、現在、

管理委託をしていただいておりますシル

バー人材センターさんから、旧型が９件、

新型１６件修理が必要ではないかという

調査表をいただいております。これに基

づきまして、予算の許す限り必要性の高

い優先順位を決めまして、今、修理に取

り組んでいるところでございます。

　それから、広報板につきましては、全

部が全部新型に取り替えられればいいの

ですけれども、旧型でも十分体を成して

いると言いますか、スペースの問題、配

置の問題で旧型がいいんだというところ

もございますので、そういったところも

考慮しながら、一番最善な広報板という

形で補修を考えていきたいと思っており

ます。そして、何と言いましても地元の

皆様ですね、自治会の皆様の協力が不可

欠でございまして、野ざらしでございま

すので、ちょっと傷みが進んだなという

ときには善意で丁寧な取り扱いと言いま

すか、そういうことをしていただければ

本当に助かります、こういったことをま

た呼びかけていきたいなとも思っており
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ます。

　それから、ＪＲ千里丘駅前の案内マッ

プでございますが、これは秘書課の広報

板ではございませんので、所管ではござ

いません。しかしながら、駅前再開発が

ございましたときに案内マップのデザイ

ン、これは広報が手がけましたので、そ

の関連性の中で答えさせていただきます

が、中身は大変古うなってございます。

摂津市駅が開業いたしました折には、駅

前に新しいマップをロータリークラブ様

からご寄贈いただきました。ＪＲ千里丘

駅前につきましても、現在、ライオンズ

さんから寄贈いただきましたマップがご

ざいますが、やはり内容が古いというこ

とで同じようなデザインでマップの改修

ができないか。そういうことで、今現在

関係課と調整しながら作業を進めており

ます。年度内には何らかの形で改修でき

るのではないかなというふうに見込んで

おります。

○三好義治委員長　林課長。

○林人権推進課長　平和市長会議につい

てのご質問についてお答えいたします。

　本市が平成２１年に加盟しました平和

市長会議のかかわりと活動については、

本市の憲法を守り人権を尊重する平和都

市宣言の宣言文と、平和市長会議の核兵

器廃絶の市民意識を国際的な規模で喚起

し、核兵器廃絶を実現させるとともに人

類の共存を脅かす飢餓、貧困、難民、人

権などの諸問題の解決、さらには環境保

護のために努力することによって、世界

恒久平和の実現に寄与するという目的が

合致したものであります。

　平成２１年度の活動につきましては、

広島・長崎議定書への賛同署名、それか

らオリンピック誘致のための協賛のアピー

ルということを行っております。こちら

の方の事務局から世界的な活動、国内的

な活動については、逐次メールで活動内

容が配信されておりますので、事務局で

ある人権推進課と秘書課へも転送して、

その内容を市長等にお知らせしているも

のであります。

　それから、もう一点、日本非核宣言自

治体協議会への加盟についての検討のお

話でありますが、摂津市はこの協議会が

できたときにはもう既に宣言をしており

ましたし、この会の目的が非核宣言を呼

びかけるというのが当初の目的であり、

日本国内の自治体についてはもう既に８

４％、府内では全市町がもう宣言してお

りますので、当初の目的は達成されてい

ると考えております。今後、目的とか活

動の内容によっては加盟も検討したいと

思っております。

○三好義治委員長　柳瀬課長。

○柳瀬情報政策課長　本市のオープンシ

ステム導入によります納付方法の改善に

つきまして、全庁のシステムにかかわる

事項でございますので、私の方でご答弁

させていただきます。

　まず、オープンシステム導入目的の一

つでありますコンビニ納付につきまして

は、平成２２年度から軽自動車税にて実

施しております。また、平成２３年度か

らは市民税及び固定資産税につきまして

実施を予定しており、また平成２４年度

からの国民健康保険料のコンビニ納付実

施に向け、現在担当課と協議を進めてい

るところでございます。

　また、他の納付方法といたしまして、

口座振替による納付の対応を進めており

ます。従来行っておりました税、国民健

康保険料、介護保険料に加えまして、平

成２１年１０月からは保育所の保育料の

口座振替を開始しております。また、本

年１０月からは学童保育の保育料の口座

振替を開始しております。他の公金収納
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におきましても今後より収納機会の多チャ

ンネル化を進め、市民の利便性向上に努

めてまいりたいと思っております。

○三好義治委員長　布川参事。

○布川総務部参事　失礼いたしました。

先ほどの避難所の耐震率でございますが

全棟数のうち５７．７％でございます。

○三好義治委員長　今、避難所が全体で

何か所あって、そのうち今５７％と言う

たわけですね、トータル何ぼあるの５８

か所かな。布川参事。

○布川総務部参事　施設数ではなしに棟

数で計算されておりますので、１４４棟

のうち６４棟ということになります。５

９％は公共施設の耐震率です。

○三好義治委員長　山本次長。

○山本市長公室次長　第４次行財政改革

にかかわりますご質問にご答弁を申し上

げます。

　まず、１点目の第４次行財政改革実施

計画において、何を求めているのか、い

くのかというご質問に対してでございま

すが、本年３月に策定させていただきま

した第４次行財政改革の実施計画でござ

いますが、その理念といたしまして、委

員ご承知のとおりでございますが、五つ

の柱を掲げております。

　まず、１点目といたしまして、新総合

計画で目指すまちづくりの実現に向けて、

簡素でわかりやすい組織、機構づくり、

２点目といたしまして、積極的な民間活

力導入や職員の再配置等で職員数適正化

計画を見直し、スリムで効率性を重視し

た職員６６０名体制の構築となっており

ます。

　３点目といたしまして、少数精鋭体制

でスピード感のある行政経営システムの

構築、４点目といたしまして、前例にと

らわれず自ら考え勇気を持って行動する

職員を育てる人事制度改革、５点目とい

たしまして、事務事業に聖域を設けず、

廃止を含めた見直しや歳入改革を中心と

した健全で安定した財政基盤の確立とい

う５点を掲げております。

　個別項目といたしましては、それぞれ

の項目におきまして８３項目に及んでい

るところでございます。

　続きまして、指定管理者制度の見直し

並びに拡大に関するご質問でございます

が、まず、摂津都市開発株式会社に関連

するご答弁でございます。

　私どもといたしまして、都市開発株式

会社より資料をちょうだいし、平成２１

年６月から２２年５月末の収支計算書も

ちょうだいをいたしております。それを

見させていただきますと、委員ご指摘の

ように、約２３０万程度の当期純損失と

いうような状況になっております。しか

しながら、貸借対照表を見ますと、それ

なりの利益剰余金がまだ現時点では残っ

ているというような状況でございます。

　我々といたしまして、指定管理者制度、

平成１８年４月から導入をいたしました。

この間において、いろんなことを庁内で

検討し、指定期間の来年３月を迎えるに

当たっては、それなりに市の方針を決め

て、皆様方にご提示をしていくという予

定でございましたが、やはりリーマンショッ

ク等々、先ほどの都市開発株式会社の決

算の状況を見据えた状態におきまして、

ことし６月２９日付で、指定管理者に関

する指針、第一次改訂版というのを発行

させていただき、総務常任委員協議会に

おいてもご説明をさせていただいたとこ

ろでございます。

　その中身でございますが、基本的に来

年から３年間におきましては、現在、指

定管理をお願いしている法人に対しては、

その法人に指定管理者としてお願いをし

たいと。来年度以降、新規に導入する施
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設については、制度の本来の指針である

公募という制度を取り入れていきたいと

いうことになっております。

　この間、我々といたしまして、この４

年間、５年間の状況を見据えて、今後、

具体的なスケジュールを設けて取り組ん

でいくということも合わせて、協議会に

おいてご説明させていただいたところで

ございます。今年度におきましては外郭

団体の方々に対して、内部改革と申しま

すか、業務改革、改善、経営強化等の取

り組みをまず内部でお考えをいただきた

いということのお願いをいたしておりま

す。それを受けまして、来年度以降、指

定管理者制度と外郭団体等々のあり方検

討委員会を立ち上げまして、平成２４年

度には指定管理者導入に関する指針の第

二次改訂版を策定してまいりたいという

ふうに考えているところでございます。

○三好義治委員長　石原課長。

○石原人事課長　それでは第４次行革に

絡みまして、人事課に関するご質問に答

弁させていただきます。

　まず、６６０人体制に向けて、どうい

う論拠で進めていこうとしているのかと

いうところであります。これまで本市に

おきまして、職員数の適正化に取り組ん

できておるところでございますが、国の

ほうで、平成２１年７月、「経済財政改

革の基本方針２００９」等に基づきまし

て行政需要の変化に対応しためり張りの

ある定員配置を実現する観点から、平成

２２年から２６年度までの５年間に、２

１年度末定員の１０％以上の定員の合理

化を実施すると発表されております。

　本市におきましても、職員数のピーク

時、平成７年の９０４人から、現在、平

成２１年４月１日の７１９人と、職員数

の適正化に努めておるところでございま

すが、しかし、まだ現在、大阪府内の平

均からしますと、職員数を比較しますと、

まだ４８人多い状況となっております。

これら、国における定員管理の新たな考

え方や府内の状況を１，０００人当たり

の職員数の状況を見ながら、６６０人体

制に向けて、今後進めていきたいと思い

ます。その目標を実現するために、具体

的には採用の抑制でありますとか、業務

のアウトソーシング、職種替え、臨時・

非常勤・再任用職員等の活用を積極的に

進めてまいりたいと考えております。

　非正規に占める割合でございますが、

平成１２年４月１日現在で比べますと、

正規の職員数が８５０名となっておりま

す。非正規、非常勤職員と臨時職員を合

わせた数字が１９５名となっております

ので、パーセンテージにしまして、１８．

７％となるかと思います。平成２２年４

月１日につきましては、職員数が６９１

人、それに対しまして非正規、非常勤職

員と臨時職員を合わせた数が３９８名と

なりますので、３６．５％となるかと思

います。

　次に、今後５年間退職者数でいきます

と、６６０人体制との関係でございます

が、先ほど、委員おっしゃられましたと

おり、定年退職の数で１４３名、うち現

業職が２４名となっております。こちら

のほうで現業職のほうを不採用の方針を

打ち出しておりますので、そちらのほう

と事務、技術職につきましては、６割補

充ということを考えております。そのほ

か、この第四次の行革の項目にあります、

それぞれの項目、委託化でありますとか、

その辺の行革の項目を進めながら、この

６６０人体制に努めてまいりたいという

ふうに考えております。

　あと、もう一点、これまでの給与の減

についてでございますが、平成１１年度

からの数字で、国のほうでは、人事院勧
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告月例給の勧告の見直し、またボーナス

についての見直しがされております。そ

こでの数字を言いますと、１１年から平

成２２年までで、約７０万円ほどの減に、

年収としましてなっておるかと思います。

本市の状況で言いますと、申しわけござ

いませんが、平成１１年度の数字という

ものがございませんで、平成７年度から

２２年度の比較でさせていただきますと、

こちらのほう、給与、共済費等、負担金

も含めた予算ベースの数字になりますが、

平成７年度で一人当たり９４２万３，０

００円、平成２２年度で８３３万９，０

００円となっておりまして、増減としま

して、約１００万円の減となっておりま

す。

○三好義治委員長　北野次長。

○北野総務部次長　まず１点目でござい

ます。経済対策による新旧両政権による

基金創出の問題でございます。現在、大

阪府におきまして、これらの基金が１５

基金ございます。このうち私どもの市に

関係しますのは、６基金程度かなあと。

その中には安心こども基金でありますと

か、グリーンニューディール基金であり

ますとか、府の基金を受けて市のほうで

予算化して事業を実施する。その中で、

今ご質問にございました緊急雇用創出基

金についても、この府の基金の一つでご

ざいます。今、２１年度の決算実績で見

ますと、緊急雇用の事業の実績でござい

ますが、具体的な事業面を申しますと、

通学路の安全対策、公園等砂場の清掃、

ご質問にもありました公園台帳整備、事

業所動向調査、市民活動支援体制推進委

託事業、人事記録データ作成委託事業、

学級補助員配置事業、橋梁点検事業、水

路占用許可台帳整理事業等で、全体で９

事業、３，４００万円の事業費に対しま

して、うち人件費が２，０００万円、そ

の効果でございますが、新規雇用者数が

５３名、述べ２，６７３日の雇用創出を

したものでございます。

　続きまして２点目、小規模修繕工事等

希望者登録制度についてでございます。

２１年度の小規模工事発注状況、ご指摘

のとおり、６０万未満の事業でございま

す。

　登録されておられます業者数が７３業

者でございます。小規模対象工事数５０

３件に対しまして、小規模登録業者への

発注が３２８件となっております。小規

模登録業者への発注額が４，３４９万９，

０００円となっております。

　続きまして、財政問題にかかわるご質

問でございます。

　まず１点目、普通交付税の議論があっ

たかと思っております。なぜ大阪府内の

都市で、摂津だけが不交付であるかと。

この不交付をどう見るかというご質問で

ございます。

　先ほども政権交代によって２２年度予

算で国のほうは出口ベースの交付税を１

兆円積んでおります。この関係で需要額

が膨らみ、近隣市、箕面、吹田、茨木市

は交付になられた。その中で摂津は不交

付を保っている。これは、まさにその後

ご質問なされた、たばこ税の増収分が摂

津に有利に働き、基準財政収入額が基準

財政需要額を上回ったということでござ

います。

　不交付団体の評価でございますが、私

は要するに財政力が強いほど、いわゆる

留保財源が潤沢にあり、市民サービスに

回せると考えております。その中で、我々

はその財政規模に見合う、その市民サー

ビス、これまでやってきていると認識い

たしております。

　続きまして、財政見通しの関連で、税

収の見通しでございますが、前回２月に
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お示ししました税収より弱含みになって

おります。これは昨今の円高の状況であ

る。そういう不況を見たものでございま

す。それと、先ほど開発のお話もありま

したが、２４年に評価替えもございます。

南千里丘のマンション開発等によって、

これは２４年から税収が入ってくるもの

でございますが、固定資産税を中心に、

平年ベースで考えますと、約１．１億円

程度の増収があるんではないか。それが

この中期財政見通しのほうに見込んでお

ります。あと、財政問題の３点目に、主

要事業のお話で、６８億の投資をしてお

ると。これを市民の暮らしにどう予算配

分するのかというお問いでございますが、

主要事業につきましては、これは着手を

しているものを中心に上げてます。すな

わち実施設計をしておるものとか、そう

いうものが予算化が必ず近いうちに来る

であろうということを念頭に置いて、主

要事業は見込んでおるものでございます。

　あと市民の暮らし等の予算でございま

すが、これも中期財政見通しの中では扶

助費、これは年率６％の増を見込んでお

りますので、市民の暮らしも、その見通

しの中ではきちっと我々としては見させ

ていただいておるというところでござい

ます。あと、吹田市の資料は外国人を入

れた市民一人当たりという計算の指標を

出しておるというお話ですが、外国人を

入れて、我々も出しても、これは全く問

題ないんですが、大阪府でありますとか、

総務省の市民一人当たりの資料というの

が、すべてこれ住民基本台帳人口で割っ

たものでございますので、私どもといた

しましては、慣例として住基で割った人

口の一人当たりを出しておるということ

で、ご理解いただければなと思っており

ます。

　最後に、たばこ税、いわゆる増収分を

どう考えるのかということでございます

が、１０月までに既存の業者から、たば

こ税が入っております。１５億５，００

０万程度が課税限度額でございますので、

もう既にそれを越えた状況で、税のほう

が入ってきております。当初予算と、そ

の１５億５，０００万を差し引きします

と、８億８，０００万程度の一般財源の

増があるのではないかと。中期財政見通

しでは、このたばこ税増収分については、

我々としては、平成２２年度まで見込ん

でおるもので、２３年度以降はこの増収

分は見込んでおりません。

○三好義治委員長　川﨑課長。
○川﨑市民税課長　地方税法の第３２３
条に市町村民税の減免について規定され

ておりますけれども、このことを受けま

して、本市の市税条例でも第４８条第１

項、各号で市民税の減免を規定しており

ます。その中のご指摘の第３号ですけれ

ども、当該年において所得が皆無となっ

たため、生活が著しく困難となったもの、

またはこれに準ずると認められるものと

規定しております。これは具体例を想定

したものではなく、生活困難という理由

以外にも、減免に相当する程度の強い事

柄あった場合に、これを適用する旨で規

定しております。

　そもそも減免制度の趣旨は、徴収猶予、

また納期限の延長等によっても到底納税

が困難であると認められる担税力の弱い

方に対しての救済措置でございます。こ

の担税力でございますが、特に給与所得

者につきましては、定年退職、また自己

都合退職にかかわらず、いずれ、そうし

た大幅に収入減の時期がやってまいりま

す。住民税は所得発生年時の翌年度に課

税されることから、所得が減少したとし

ても課税されることになります。我々税

を扱うものにとりましては、所得によっ
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て発生しました税負担分について課税す

ることが、まずは租税公平主義にかなう

ものと考えております。

○三好義治委員長　牛渡課長。

○牛渡女性政策課長　それでは私のほう

から男女共同参画計画、せっつ女性プラ

ンの推進にかかりますご質問、３点につ

いてご答弁申し上げます。

　まず１点目、審議会などへの女性の参

画率についてでございますが、これにつ

いては、第一期計画期間中の平成１５年

に、２９．４％となったものの、平成１

６年以降、２７％台で推移しておりまし

て、近年はほぼ横ばいの状況にございま

す。

　参画率が進まない要因としましては、

委員の任命が選挙によるものや、充職の

ため、性別の予測が困難な状況にありま

すことや、各種団体からご推薦をいただ

く場合に、女性がいないといったような

状況がございました。そこで、平成２０

年度に審議会への女性委員の登用指針を

策定させていただき、市民公募枠の設定

など、女性が参画しやすいように審議会

の構成の見直しを図っていただくよう、

関係各課に働きかけをしてまいりました。

　審議会の委員につきましては、２年な

いし３年の任期で交代をされる場合が多

くございますので、各担当課におかれま

しては、計画の進行管理の中で、改選時

期を見据えて、目標を立て、女性委員の

登用に努めていただいているところでご

ざいます。

　今後の作戦ということでございました

が、参画率の向上につきましては、審議

会への女性委員の登用指針の趣旨をご理

解いただき、一人でも多くの女性に参画

いただけますよう、関係各課に継続して

働きかけをしてまいるとともに、一方で、

女性大学などにおきまして、女性の人材

育成、また人材の掘り起こしに継続して

取り組んでまいりたいと考えております。

　２点目、大阪府男女いきいき元気宣言

事業者登録制度についてでございますが、

この制度は、女性の能力の活用や、仕事

と家庭の両立支援など、男性も女性もい

きいきと働くことのできる取り組みを進

める、意欲のある事業者を応援する制度

として設けられております。

　働く場における男女共同参画社会の推

進に向け、事業者による自主的な取り組

みの輪が広がっていくことを目指すもの

でございます。

　女性政策課としましては、市内事業所

にワークライフバランスの取り組みを進

めていただき、男女共同参画社会をとも

に目指していただきたいという、啓発の

意図から、産業振興課のご協力のもと、

市内全事業所に啓発チラシによる情報の

提供を行っております。

　平成２２年２月５日現在、大阪府のホー

ムページ上で公開されておりますのが、

１９５社の登録状況でございまして、摂

津市内の所在地で登録のある事業所の数

が２社という状況でございます。

　次に３点目、子どもへの暴力防止対策

の取り組みということでございますが、

本市の場合は委員のご質問の中にもござ

いましたように、こども育成課が中心と

なって取り組みを進められております。

　女性政策課といたしましては、ＤＶ、

ドメスティックバイオレンスのご相談を

受ける場合に、ＤＶの環境下に常に置か

れているお子さんは児童虐待に当たると

いう視点を持って、対応をさせていただ

いております。と申しますのは、ＤＶ被

害者のお子さんについては、場合として

発達段階で受けるべき健診を十分に受け

ておられなかったり、あるいは学校、幼

稚園等に通えていないというような状況
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がございます。

　そこで、ＤＶ被害者の方からご相談を

受けた場合に、その方にお子さんがおら

れた場合は、お子さんの年齢によりまし

て、教育委員会やこども育成課、また健

康推進課などに情報提供を行い、見守り

ですとか、福祉行政の中での具体的な支

援措置につながりますよう、コーディネー

ター的な役割を担わせていただいており

ます。

　いずれにせよ、ＤＶ、児童虐待、高齢

者虐待、こういった課題については非常

に関係が深く、線引きの難しい問題でご

ざいます。それぞれ根拠となる法令や具

体的な支援の方法も異なりますけれども、

今後とも関係課及び関係機関との連携を

図りながら、防止啓発に努めたいと考え

ております。

○三好義治委員長　熊野課長。

○熊野消防本部総務課長　それでは、ご

質問の地震防災緊急事業５箇年計画対象

事業のうち、消防用施設について、ご答

弁申し上げます。

　消防用施設の地震防災緊急事業５箇年

計画への記載方針でございますが、国庫

補助金であります消防防災施設整備費補

助金及び緊急消防援助隊設備整備費補助

金の補助対象施設を記載することになっ

ております。

　具体的メニューといたしましては、救

助工作車及び救助用資機材、はしご付消

防ポンプ自動車、災害対応特殊水槽付消

防ポンプ自動車、災害対応特殊救急自動

車及び高度救命処置用資機材と耐震性貯

水槽となっております。これらのうち、

救助工作車及び救助用資機材は平成１８

年度に。はしご付消防ポンプ自動車につ

いては、平成２０年度に。災害対応特殊

水槽付消防ポンプ自動車及び災害対応特

殊救急自動車及び高度救命処置用資機材

は、２１年度に整備いたしました。

○三好義治委員長　樋上課長。

○樋上警備第２課長　１点目の大阪府財

政構造改革プランの中で、三島、千里救

命救急センターへの補助金の廃止、また

縮小されることについて、消防としての

受けとめについてご答弁申し上げます。

　本市救急隊の病院選択の現状は、傷病

者の症状等の観察及び処置を行いながら、

傷病程度の緊急度、重症度の判断を行い、

傷病者に適切に対応できる医療機関を大

阪府医療情報センター等で検索し、車内

電話で受け入れ可能かを問い合わせて搬

送しております。

　このような中、平成２１年の搬送実績

は済生会千里病院千里救命救急センター

に２２件、三島救命救急センターに４７

件、大阪大学附属病院高度救命センター

に１３件、そのほか関西医科大学附属病

院、総合医療センターに各１件となって

おります。

　本市が属しております三島二次医療圏

内の三島救命救急センターにつきまして

は、現在のところ、影響はないと聞いて

おりますが、今後の動向を注意深く見て

いきたいと考えております。

　２点目の摂津市の救急搬送の現状であ

りますが、搬送病院問い合わせの平均回

数につきましては、平成１８年が１．６

回、１９年、２０年、２１年が１．９回

でありました。また、１０回以上の問い

合わせを実施した事例は、平成１８年が

１３回、１９年が３７回、２０年が３８

回、２１年が３６回でありました。

　委員ご指摘の救急事案につきまして、

救急隊は状況等を聴取、観察をしまして、

かかりつけ病院へ電話したところ、医師

専門外のため収容できないとの結果であ

りました。その後、対応可能な医療機関

の選定を行い、７か所の病院に断られ、
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８か所目で受け入れ承諾を得たものであ

り、救急隊も病院搬送に苦慮した事案で

ございました。

　平成２１年の市内搬送は、１，２９１

名、３６．６％、市外搬送は、２，２３

５名、６３．４％であります。市内の主

な科目別搬送率は、外科１９７名、５８．

５％、整形外科４００名、５６．８％、

内科、５３９名、４３％が大部分を占め

ております。

　３点目の消火栓と耐震性貯水槽の増設

についてお答え申します。

　公設の耐震性貯水槽は、設置計画によっ

て設置したものや、歩道拡張工事等に設

置したもの、それから公共施設建設時に

設置したもの等を含めまして、現在５４

基ございます。

　平成７年度に立案しました耐震性貯水

槽設置計画でございますが、平成１２年

度に１０か所目を設置した時点で、ＮＯ

ｘ・ＰＭ法によります車両更新等と重なっ

ておりましたため、財政状況を考慮いた

しまして、以降１０年間先送りとなって

おります。

　また、現在までの対応でございますが、

まず、遠距離大量送水システムの配備、

それと開発時に設置指導しました私設の

耐震性貯水槽、これの利用、それと大阪

府の工業用水、安心給水栓、これらの利

用を計画し、一定の対処をしてきたとこ

ろでございます。

　ＮＯｘ・ＰＭ法によります車両更新が

減少する平成２５年度をめどに、市内の

水利状況等も、もう一度検討しまして、

耐震性貯水槽の設置に向けて検討してい

かなければならないかと考えております。

　また、消火栓設置数過去５年間の推移

を見ますと、平成１６年度１，７１０基、

１７年度１，７２１基、１８年度１，７

２８基、１９年度１，７４０基、２０年

度１，７４５基となっており、毎年度、

平均約１０基ずつ増え、平成２１年度現

在、１，７６２基ありまして、充足率は

９０％以上に達しており、一定の整備は

されておると認識しております。

○三好義治委員長　森課長。

○森予防課長　消防予防課所管の防火管

理者の確認、設置等についてご答弁を申

し上げます。

　先ほど、三宅委員への答弁にありまし

たように、市内に対象物といたしまして、

３，５４８件ございます。防火管理者選

任義務対象物といたしましては、１，０

０２件であります。そのうち６５６件で

防火管理者が選任されております。不特

定の人が利用する特定防火対象物につき

ましては、４００件が選任義務対象物で

あります。そのうち３１０件で防火管理

者が選任されております。未選任である

防火対象物には選任義務があることを通

知する文書を送付するとともに、順次査

察を実施し、選任するように指示してお

ります。

　また、防火管理者は消防法施行規則に

より、消防計画を作成し、計画に基づき

消火、通報、避難の訓練を定期的に実施

することが義務づけられております。

　特に特定防火対象物は、消火、通報、

避難訓練のうち、消火避難訓練について、

２回以上実施することが義務づけられて

おります。

　さらに、地震等の災害発生時の対策を

防火対象物の用途、並びに規模に応じて

計画記載し、従業員共同住宅等の居住者

等に対して管理権限者や防火管理者が日

常及び訓練実施時に周知するよう、指導

しております。

○三好義治委員長　暫時休憩します。

（午後３時２５分　休憩）

（午後３時５０分　再開）
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○三好義治委員長　再開します。

　野口委員。

○野口博委員　要望をするところと資料

をお願いするところと、もう一度論議を

したいというところと三つに分けながら、

再質問に入りたいと思います。

　一つ目の集会所のエアコン問題です。

実際使ってる方々から、今年度の猛暑を

受けて、そういうご意見が幾つか寄せら

れていますので、考えてないという、そ

ういう即決でするんじゃなくて、一回き

ちっと検討していただいて、状況をつか

んでいただいて、検討していただくとい

うことでお願いしておきます。

　開発公社の問題については、これは論

議をしてきてますので、この大阪府の動

きとの関係では、放置自転車置き場の問

題も当然関連してきますけれども、一定、

差し引きにはかかる費用は当然あります

けども、少しでも動くように努力をお願

いしておきたいと思います。

　平和市長、会非核自治体宣言協議会の

問題については、加盟をもう少し検討と

いうご答弁もありましたので、ぜひ実情

を、担当なりに調べていただいて、両輪

のごとく、国内では核廃絶を進めていく

組織として位置づけていますので、一度

調べていただいて、検討をお願いしたい

と思います。

　保険料、税金等のコンビニ収納の件は

わかりました。連絡板、広報板について

も一応わかりました。合わせて、おとつ

いちょっと入ってきたんですけども、モ

ノレール摂津駅を降りられて、歩道橋を

渡ってきます。で、こちらのほうの水道

部のほうにおりましたら、市役所どこで

すかというのを何人か聞かれているとい

う。降りた場合に、そこで左に曲がった

ら消防庁舎のところには消防庁舎という

看板ありますけども、市役所じゃないん

ですわ。だから向こうに行く方もおられ

ましたので、ちょっとまあ決算とは別の

話になりますけど、一度現場を見ていた

だいて、降りた方がすぐわかるような形

で対応をお願いしておきます。

　消防問題になります。質問した趣旨は

所管が別になりますけども、先ほどご答

弁があった摂津市の医療救急体制の現状

はある程度わかっていると思いますし、

所管の健康推進課なり、民生とも協力し

ていただいて、現状少し進むように頑張っ

ていただきたいと。お話があった、その

救急搬送で、市内で対応できるのは外科、

整形、内科、過半数超えているわけです。

全くゼロが産婦人科と精神科なんです。

こういう実体もあるわけでありますから、

一次、二次、三次ありますけども、そう

いう三島の医療圏の中で、市として何が

課題で、そのためどういう努力をすべき

かということはきちっと見ていただいて、

進めていただきたいと思います。府の関

係でも、先ほどお話があった、その済生

会千里救命救急センターで２２名、三島

のほうで４７名の方が、平成２１年度利

用されているわけでありますから、大阪

府のスタンスは先ほど申し上げたように、

医療、福祉、教育から手を引いていくと

いうことであります。これはもうはっき

りしているわけで。それが実際のそうい

う実体を逆向きさせる要素になっていき

ますので、ぜひ見ていただいて、ご検討

いただきたいと思います。

　緊急雇用創出基金だとか、ふるさと創

生基金などについては、一度資料を用意

していただいて、後から配付できるよう

にお願いしておきたいと思います。

　女性プランについては、大体わかりま

した。いろいろ世の中に男と女しかいな

いわけですから、僕らも男性の一人とし

て、女性にいつもお世話になっておりま
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すけども、そんな中で、日本独特のやっ

ぱりそういう歴史がありまして、なかな

か、こういう男女共同参画という点では

ご苦労があろうかと思いますけども、ぜ

ひまあイニシアチブを発揮してしていた

だいて。議員の中でも、今２２名中３名

ですね。そういうこともありますけども、

バンダバーグ市では、大体多くが、議員

もそうですし、女性が多いということで

ありますし、よく消費税問題で、テレビ

で放映されるノルウェーとかデンマーク

などでも、結構女性が多いという。そう

いう政党要件にしても半分とか、そうい

う要件決まってて、それをクリアしなけ

れば、政党要件満たさないということも

ありますし、そういう縛りも当然国の段

階、必要かと思いますけども、今国会の

ほうでも第三次の男女共同参画基本計画

に向けて、アンケートが行われたと思っ

てます。これから、いろいろ見てみます。

この前、うちの国会議員団が関係女性団

体との懇談をしたときに、やっぱり問題

は女性の貧困化というのが大きな課題で

あります。

　最近の統計では年収２００万以下の方

が１００万人ふえて１，１００人に到達

したと。そのうちに８００万人から９０

０万人の数字が女性だという数字であり

ます。だから、そういう点では男女共同

参画の根底にも、そういう雇用問題とか、

貧富の格差とかがあるわけで、そういう

意識もぜひ持っていただいて進めていた

だきたいと思います。

　それと、子どもさんの体罰、いじめ問

題、虐待問題でありますけども、この前、

我が党の宮本衆議院議員が、国会で西区

の事件を受けて、国会の集中審議の中で、

いろいろ質問させてもらっているんです

けども、大阪府は６か所しか相談所があ

りませんけども、国の来年度に向けての

概算要求では、全国の２０５か所の児童

相談所に１名分、サポーターとして配置

をしていくと。こういう概算要求を行っ

ていますけども、これ２０５人が摂津市

は多分入らないと思いますけども、そう

いう点では国の施策、まだまだと思うん

ですけども、国会質問の中で北海道大学

の松本伊智朗先生の言葉を紹介して質問

を閉じているんですけど、大事な点なの

で、紹介させていただきたいと思います。

「事件の母親が無責任の塊のような報道

もされましたが、最後の局面ではそうだっ

たかもしれませんが、そうなる過程は、

この母親だけの特異なものではなかった

と。今の日本の社会は子どものことは親

次第、親に何かあったらそれっきりとい

う状態です。今回のケースはその典型で

すし、これからもこうしたケースは起り

うるでしょう。子育ての責任を親だけに

押しつけていては問題は解決しません。

一般的な子育て支援というより、生活の

基盤が危うくて、人と人との関係をつく

ることが非常に困難な社会の底辺で流動

し、分散し、孤立化している、傷つけら

れた人たちをどうするか、そうした人た

ちへの手厚い支援が必要です」と、こう

いう北海道大学の松本先生の話を紹介し

て、質問を閉じてますけども、やっぱり

今の社会の縮図が子どもたちの状態であ

りますし、ぜひそういう観点も受けとめ

ていただいて、取り組みを進めていただ

きたいということで、お願いしておきま

す。

　市民税、固定資産税の減免問題であり

ます。いろいろハードルは高いという解

釈でありますけども、法律と条例の関係

でいきますと、法律にきちっとその減免

規定があるわけです。その減免規定に従っ

て、例えば保険料だとか、他のいろんな

公共料金は減免制度もあります。
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　そこで、１９８０年の国会質問の後、

公費の扶助について、当時、国会答弁で

は、就学援助だとか準要保護だとか、一

部負担金の国保の減免家庭だとか、そう

いう答弁をなさっているわけです。その

後、すぐ八尾のほうで基準額も示して、

実行されました。大分、時間たちますの

で、改めてこういう運動されている団体

が１０年前の１１月に、自治省にこの１

９８０年の国会答弁の確認をしています。

大枠では、変更ないと考えているという

答弁なんですね。当時の自治省は。しか

し、児童手当、保育所入所は当時と制度

の仕組みも変わったので、一律で考える

ことはどうかと考えると回答していると。

　基本的には１９８０年、３０年前の国

会答弁と変更ないと考えていると答弁を

しているわけで、先ほど申し上げた児童

手当だとか、保育所入所、就学援助金銭

を受けている家庭も入っているわけです。

ほんまにその法律に基づいてやるという

姿勢に立つならば、そういう検討を直に

やるべきだと思うわけであります。

　八尾のほうは、その３０年前の国会答

弁後すぐ実施をされたわけでありますけ

ども、この減免対象の中に４とありまし

て、その中に公的援助ということで、就

学援助、国保一部負担金軽減等々と、そ

ういう家庭も対象にしますよと。その上

で、所得基準を設けて、この基準であれ

ば７割減免とか５割減免ということで対

応しております。そういう点で、一言も

う一回、これについては、国会答弁、法

律との関係、どう受けとめるかというこ

とで、答弁をお願いしたいと思います。

　小規模工事の関係は、それで結構なん

ですけども、これまでもちょっと述べて

ますように、まんべんなくいくように努

力をしていただきたいと。急に対処が必

要な場合は、それまで、この関係を使っ

てたところにお願いして、偏ったその発

注になるという可能性もありますので、

そうではなくて、携帯電話だとか、緊急

連絡先もきちっとつかんでいただいてやっ

ていただきたいと。

　それで気になるのは、この５０３件の

対象事業中、３２８件しかこの小規模に

登録するところに、出してないという、

この考え方ですね。確かに摂津市全体の

大中小の事業発注を見た場合に、この入

り込めない分もあろうかと思いますけど

も、なぜ、その５０３件すべて小規模希

望登録者に発注できないのかと。その７

３社の中で対応できない仕事がそこにあ

るのかとかわかりませんけども、その辺

の理由だけ示していただければと思いま

す。

　車両管理と安全面での努力、取り組み

でありますが、平成２１年、１３件あっ

たということで、改めて、この問題の重

要性を自分なりに感じておりますけども、

交通事故だけじゃなくて、いろんな不祥

事も過去にたくさんありましたけれども。

だから、何というか、この場合は無免許

を長年やってたということもありました。

一般的な、この交通安全講習だとか、安

全管理者の設置確認だとか、いろんなこ

とを答弁されましたけども、摂津市は過

去こういうことが発生したということで、

とりわけこの問題をその前のことを教訓

にして、こうやるんだという、そういう

強調点はないんでしょうか。ちょっと一

回示してください。

　地震対策の問題は、後からの答弁も含

めて、文書でいただけませんか。わから

ん部分もちょっとありました。で、ちょっ

と僕のほうの質問の趣旨もぴたっとこな

かったと思いますけども、趣旨はその東

南海も含めて、この地震大国日本で起こ

る可能性がある災害の中心点、地震が発
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生したらどう対応するかという問題であ

ります。なかなか財政的な面もあります

ので、対応方難しいかもわかりませんけ

ども、せっかく立てた計画をきちんと進

めていただくと。そんな中で、この公共

施設、民間施設のこの耐震力を拡大して

いくという、そのことによって、事が発

生した場合に、すぱっと対応できるとい

う、こういうことについて確信が持てる

状態に早くしていただきたいということ

が趣旨でありますので、できれば、先ほ

ど答弁したやつを文書にしていただいて、

表にしていただいて、提出をお願いした

いと思いますので、委員長、よろしくお

願いいたします。

　行財政改革の問題です。いろいろご答

弁いただいたわけでありますけども、平

成１０年から摂津市は第一次行革を出発

しました。第一次から第三次までのこの

間に、以前も申し上げたように、今回、

その第四次行革で１４５億円の財政効果

をつくり出していくんだと。同時に行政

機構を見直しして、この総計のまちづく

りを内部的に進めていくんだという、そ

の土台をつくっていくんだという話であ

りますけども、この十数年間の第一次行

革からの、この間に、その公共料金の値

上げによって１６１億円の負担がふやさ

れている、摂津市は。森山市政の間では、

総額２０億円の負担がふやされました。

そういう点では、いろいろ担当としては

苦労されたと思いますけれども、結果は

多額の公共料金値上げが、その根底にあっ

て進めてきたんだということは申し上げ

ておきたいと思うんですよ。今回はさま

ざまな形で、これまで築いてきた、いわ

ゆる市民の財産であるところを見直し、

廃止、縮小していくということがありま

す。

　これ、今全戸で共産党議員団としてお

配りさせていただいていることで、皆さ

んもご存じだと思いますけども、これま

でと、今回、今年度中に第四次行革の項

目で、こんだけ実施しますよと。例えば

市民ルームの二つの廃止、ふれあいルー

ム、味舌体育館の廃止、ごみ収集の民間

委託、学校給食の調理業務の民間委託の

拡大。図書館の民間委託というのが今決

まってて、実施されると。今後、来年度

から就学援助金の切り下げ、敬老祝い金

の多分廃止を念頭に置いているかもわか

りませんけども、廃止、縮小していくと。

確認しましたけども、公共料金の値上げ

については、この間、頑張って２か年、

基本的に値上げなしで努力をしていただ

きましたけども、それは評価しますけど

も、３年ごとの値上げについての方針は

堅持をしていくという立場であります。

　水道料金の減免制度の廃止。こういう

ことを第四次行革でやろうとしているわ

けで、この負担もふえる、使い勝手も悪

くなるという、こういう行革がもし進ん

だ場合にどうなるのかということは、逆

に私どもは恐ろしいと思ってます。だか

ら、そういう点では、ぜひこの問題意識

をきちっと持っていただきたいと思うん

ですけども、冒頭申し上げた、これが進

んだ場合に、この総合計画で言う、その

協働というものがほんまにいけるんかと

いう、こういう問題意識を持ってますの

で、改めてこの問いに対して、ご答弁を

いただきたいと思います。

　それと、職員数の問題であります。こ

の４月１日で職員さんが６９１名になり

ました。これが単純に計算しますと、６

６０にしていこうとしていますけども、

今後、５年間の退職予定数１４３名、事

務職が１１９名ですから、６割補充で、

事務職見た場合に、いわゆる単純にこの

方針を当てはめますと、６９１名であり
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ますけども、６１９になるんですね。事

務方の６割を掛けますと、現業の２４名

は不補充ですから、なしにということで、

単純に計算しますと、５年後には６１９

人という数字出てくるんですけど、この

６６０人の設定した根拠、先ほどお話が

ありましたけども、この５年後の６６０

人で、いただいたこの定年退職数との絡

みで、どういうふうにこう理解したらい

いのか、改めてお聞かせをいただきたい

と思います。

　それでワーキングプア問題であります。

先ほど、平成１２年度と２２年度の話あ

りました。約倍に、この１０年間でふえ

ているわけであります。今、全国各地で

はこの官製ワーキングプア問題について、

いろいろ取り組みがなされています。

　雇用問題では０９年度、平成２１年度

は４万人の派遣労働者が雇いどめにあっ

た年でもあり、改めてその雇用環境の、

この厳しい実体が明らかになってきてい

るところであります。

　そんな中で、正職も減らして、非正規

で仕事をカバーするという、この問題に

ついて、これでいいのかという、いろん

な運動があると思うんです。だから、何

の疑問もなしで、無条件で財政もしんど

い、内部的に努力をしなければ市民に対

して説明がつかないということではなく

て、改めて今の時代で、その公務労働に

ついて、どうあるべきかというところ。

その中で、その下から積み上げていただ

いて、この職場は正職が何人最低いるん

だと。この職は何人いるんだという、こ

ういう論議をしていただいて、その結果、

現在こうだけども、非正規、何人でとめ

ようとか、正規はこれでとめようとか、

そういうその庁内できちっと、市民サー

ビスを低下させない、１０年間、１０年

後、この８万人の方が、より住みやすい

まちづくりを進めていくために、今の職

員はどうあるべきかという、数も含めて、

そういう立場できちんと論議をしていた

だきたいと思うわけでありますけども、

副市長なり公室長からご答弁をいただけ

ればと思います。

　指定管理の問題であります。冒頭に国

の通知なり、留意事項の話をしましたけ

ども、平成２０年６月６日に、総務省の

事務次官通知だとか、同じ日の全国都道

府県財政課長、市町村担当課長合同会議

で留意事項も説明をされています。その

とき強調されたのが、先ほど申し上げた

ように、経費削減が第一であるというこ

とで、冒頭、指定管理の推進を号令かけ

たけども、こんなことをおっしゃってる

んです。次官通知でありますけども、公

共サービスの水準の確保という言葉を使っ

ています。

　留意事項の最後に、情報公開による透

明性の確保、つまり住民に十分な情報公

開を行ったかどうかを挙げていると。職

員組合との交渉の中で、担当の方はこん

なふうにおっしゃっています。ポイント

は公共サービスの質の確保という観点で

の選定が重要だということだ。ダンピン

グなどで、住民のサービスの質を落とし

ていいということではないと。委託料に

ついても、人的、物的能力等に応じた適

切な精算をするように指摘しており、住

民サービスを低下させない委託料の精算

が必要と、こういう説明を政府の担当は

答弁をしているわけであります。だから、

そういう角度をきちんと持っていただい

て進めなければ、結局、官民分断の中で、

より安いほうで物事を進めていくことに、

僕はつながっていくと思いますので、ぜ

ひ、この観点を頑張って堅持をしていた

だきたいと思いますけれども、この点い

かがでしょうか。
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　それと、都市開発株式会社の件です。

今、資産全体で見れば、そういう見方も

ありますけども、一般的には１年間の営

業収支、事業収支でプラスかマイナスか

というところが一番の見方と思っていま

す。そういう点では、２３０万円の現状

でも損失になっているわけで、これを最

低黒字に転じさせていくというための方

策は、都市開発株式会社としての努力も

当然必要でありますけれども、行政側と

して、そういう視点が大事だと思います

けれども、今、南千里丘の分だとか、い

ろいろと努力はされていますけども、そ

ういうプラスに転じていくための行政側

の能動的な働きかけ、それと向こうの取

り組みを合わせて、そういう方向に対し

てどういう動きがされているのか、少し

お願いしたいと。

　ご承知のとおり、この前、箕面の問題

がありました。箕面市の都市開発株式会

社は、土地を購入しましたけれども、そ

れに対して返済できないということで、

箕面市が１００％出資の状態で経営なさっ

ていますけども、１０億円を超える融資

残高の債権放棄を求めて裁判に出ている

わけです。こういう問題も直近でありま

すし、資産全体では逆にマイナスではな

いかもわかりませんけども、営業収支で

見たら、こういう事態になっているわけ

で、ぜひそういう直近の数字を見ていた

だいて、そういう形で対応をお願いした

いと思いますけども、この点はいかがで

しょうか。

　財政問題であります。

　先ほど、課長からはいいご答弁があり

ました。全体的に見て、平成２１年の決

算状況を見ますと、大阪府下全体でも財

政力は高いわけです。土木費にしても民

生費にしても、財政全体にしても高いわ

けです。確かに借金も多いです。多いけ

ども、それは歴史的な経過があるわけで、

自治体だけの責任ではありませんけども、

そういう財政状況ということで僕は見て

おりますけども、どういうふうに今の財

政状況を、自治体の一番の仕事である市

民の福祉増進、暮らしを守っていくと、

この摂津に住みたいと、住んでよかった

と言えるまちづくりのために、財政面を

どう寄与していくのかというのが大事だ

と思っています。

　そこで、いつも申し上げていますけど

も、暮らしの問題でも残念なのは、総計

上も市民の暮らしの実態について全然規

定がありませんので、そういう点では残

念でありますけども、資料を渡していま

すように、決算時点での行政水準や財政

状況について、少し紹介しながら問うて

いきたいと思います。

　予算の使い方の問題で、昨年も全体の

予算に対する民生費の構成比率が下から

４番目だということで、やっぱりここに

お金を使うべきだという主張をしました

けど、１年超えて、平成２１年度は、全

会計に対する民生費の割合は３１．４％

です。府下の平均は３５．６％、一番高

いのは、国保で報道された門真４４．３

％です。摂津は構成比率が下から６番目。

ちなみに、１人当たりは高いほうから６

番目ということも紹介しておきます。

　これを、府下平均の３５．６％の比率

で摂津の民生費の予算を組むとすれば、

約１４億円になるわけです。こういう数

字も参考にしていただいて、より全体の

財政状況、その中で決算を受けての市債

状況、いろんな市債の内訳もありますけ

ども、市民の暮らしに予算を第一に使お

うという立場で編成することが大事だと

思っています。

　行政水準であります。過去に何回もワー

スト１が三つあるという話をしてきまし
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た。上下水道料金は２０立方メートルで、

北摂では２番目に高いです。国民保険料

は大分安くなりまして、北摂では高いほ

うから４番目、二つ下がりました。介護

保険料は一番高い。公営住宅比率は５番

目です。交通事故件数は、１万人当たり

８９．５件で一番多い。１，０００人当

たりの病床数は５．１と最低。生活保護

数は、府の統計調査の調べですが、平成

２２年４月１日現在で９０５世帯、１，

２８８人、摂津は１５．４５％で大体平

均であります。

　一方、人口８万数千人ですから、小規

模自治体としてのいいところもあるわけ

です。この前、愛の一声運動について、

ちちんぷいぷいで報道していました。高

齢者対策、独居老人に対する対策として

頑張っている大阪府下の紹介をする中で、

摂津市の制度が紹介されたんです。以前、

記憶にあると思いますけど、選挙のとき

に大きな争点に私もしました。当時、５

７０万円の予算を全廃するという行政側

の方針に対して、愛の一声運動を存続さ

せようという運動をしましたけども、こ

れがテレビで放映されるように大きな評

価を受けていると。

　そういった子育て支援センターの家庭

児童相談の業務を、過去にテレビで紹介

もされています。

　吹田ではありませんけども、民間住宅

家賃助成制度、これもなかなかいい制度

で、他市の我が党の議員団もびっくりし

ているということであります。

　５１か所の集会所、たくさん近くに集

会所があるという。その他、いろいろと

あるかもわかりませんけども、そうやっ

て見ますと、この総計では８万人の人口

予測でありますけれども、小ぢんまりと

した自治体のよさを、いかに生かしてい

くのかということで、進んでいる施策を

堅持し、より充実させていくと。

　今の市民生活の実態はご承知だと思い

ますし、国会でもこの間、いろいろと論

議をされています。この１０年間で、サ

ラリーマンの雇用者報酬を収入で見ます

と、約９２万円が１０年間で減っている

わけです。先ほど、国家公務員の例で約

７０万円前後という話がありましたけど

も、そのことから見ますと、税金を納付

している方の一人当たりの所得金額を見

ても、大阪府下３１市の中で下から５番

目ということで低いわけです。１０年前

に比べて、ごっつい収入は減っているの

に、たくさんの値上げによって公共料金

の負担をふやされているわけです。

　そんな中で、先ほど申し上げた、今回

第４次行革でやろうとしている項目でい

けば、大変な事態になるというふうに思っ

ています。そういう点で、改めて財政運

営の基本として、市民生活を第一に予算

を使うんだと、それと財政の健全化を堅

持していくんだという、この二つの両立

をぜひ図っていただきたいと思います。

　以上を申し上げて、２回目の質問を終

わります。

○三好義治委員長　答弁を求める前に、

資料請求が２点ありまして、財政の関係

については、そのまま資料請求でいいん

ですが、もう一点の地域防災計画につい

ては、総務防災だけではなく、消防を含

めて防災計画に対する進捗状況という趣

旨だったというふうに思いますので、資

料請求を委員長として確認しておきたい

と思いますので、よろしくお願いします。

　それでは、答弁を求めます。

　川﨑課長。
○川﨑市民税課長　それでは、先ほどの
市民税の減免の件でございますけれども、

地方税法の３２３条の中で、貧困に因り

生活のため公私の扶助を受ける者という
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下りがございます。本来、生活保護法に

よる保護のうち、生活扶助を受けている

者については非課税ということですけれ

ども、例えば、教育扶助、住宅扶助、医

療扶助、出産扶助など、生活扶助以外の

これらの扶助のみを受けておられる方に

ついては、そういったことで非課税には

なりません。

　しかしながら、生活扶助以外のこういっ

た扶助を受けておられる方についても、

一般的に担税力が薄弱な方と考えられま

すので、先ほどの地方税法第３２３条を

根拠にしまして、市税条例第４８条第１

項第１号の規定の中にこの下りがござい

ますので、生活扶助以外の扶助を受けて

いる生活保護者については、納税者の申

請に基づいて減免措置を講じておるとこ

ろでございます。

○三好義治委員長　北野次長。

○北野総務部次長　まず１点目でござい

ますが、小規模工事の発注についてでご

ざいます。

　まんべんなく発注するようにというご

指摘なんですが、財政課といたしまして

は、当初予算の予算執行の説明会の折に、

小規模登録業者の名簿を配布し、周知に

努めておるところでございます。特に、

教育委員会発注業務が多いので、教育委

員会に対しては新たないい業者の発掘を

お願いしているところでございます。

　件数の割合で、なぜ１００％近くにな

らないのかというお話なんですが、実は

小規模修繕工事の中に、特に多いのが電

気設備、配水設備、管のしゅんせつ工事、

いわゆる専門業者でないと修繕ができな

い、そういうような業務がございまして、

１００％の発注率にはならないというこ

とでございます。

　続きまして、財政問題の件でございま

す。

　民生費のシェアの問題ですが、平成２

１年度は決算規模も膨らんでおります。

もちろん、全国規模で膨らんでおるのは

定額給付金等が繰り越して、総務費で経

理されていると。また、今年度は１０億

９，０００万円、いわゆる減債基金から

財調に積み立てを行っております。こう

いう意味で、パイ全体が膨れ上がってお

るというところもあり、民生費の構成比

率は下がっておるというところでござい

ます。

　２１年度の情報はないんですが、例え

ば、今おっしゃったランキング等で見て

まいりますと、先ほどもいろいろとご紹

介された摂津独自の単独扶助などがござ

います。例えば、性質別扶助費の単独分

につきまして、市民１人当たりで２０年

度の決算を見てまいりますと、摂津市は

吹田市に次いで２位でございます。

　行政水準の問題もおっしゃっておりま

した。もちろん、適正な受益者負担金と

いうことで、財政方といたしましては利

用料金の見直しを各課にお願いしておる

ところでございますが、平成２０年以降、

いわゆる低所得者に対する使用料等の受

益者負担の改定は、この経済状況を見据

えて行っていないところでございますし、

いろいろな行政水準でワーストのことも

ご紹介なされたんですが、例えば、先ほ

ど申し上げた単独扶助費でありますとか、

施設でありますと、市町村立の障害者施

設が４か所ございまして、これは府内で

第２位でございます。

　シェアが落ちる原因となっています下

水特別会計への繰り出し、これは土木費

にカウントされますが、このことも考え

ますと、下水整備を一気にやったという

負担も大きかったんですが、２０年度の

人口普及率でまいりますと９６．９％、

１３位と、行政水準としては平均以上に
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あるのかなと。

　先ほど、普通交付税の中での議論でも

ありましたが、いわゆる不交付団体は良

とすべきだと考えております。いわゆる

国の示した基準財政需要額は、ナショナ

ルスタンダードであります。それを超え

て財政力が大きい、いわゆる基準財政需

要額と標準財政規模の差、ここに摂津の

市単独施策の余力があるというふうに考

えるわけでございます。

　そういうことで、財政といたしまして

は、暮らしを守るということで、先ほど

も見通しの中でも申し上げましたが、や

はり経年の変化を見ていますと、扶助費

も６０億円近くになっておりますので、

これは人件費と比べますと、早晩、逆転

していく状況になっております。行革を

進めながら、扶助費を暮らしを守るため

に対応してきたという現実もありますの

で、我々といたしましては、財政力を生

かして市民生活を守ってきたというとこ

ろで理解をいたしているところでござい

ます。

○布川総務部参事　それでは、車両の運

転、安全管理についてご答弁申し上げま

す。

　２１年度の車両事故に関しましては、

先ほど１３件ということでご報告させて

いただきました。内容につきましても、

一番大きな事故が清掃の関係で、不燃ご

みの収集時にスプレー缶が燃えたという

ことで、パッカー車の火災が１台ござい

ました。その関係が一番大きいものでご

ざいますが、あとは学校等に出向いた際、

知らない間に傷つけられておったとかいっ

た事故、出庫、入庫時に柱に傷つけてし

まったというものもございます。相対的

には割と軽微なもの、不可抗力のものと

いうことにはなってはおるんですが、い

ずれにいたしましても、市民からお預か

りしている大切な車両でございますので、

傷つけていいというものではございませ

んし、事故防止できる範囲の中で一定の

施策も考えていかないかんと思っており

ます。

　また、事故そのものはちょっとした油

断がほとんどであるというふうに聞いて

おります。我々の事故を見ましても、も

ちろん初歩的な運転ミスと、仕事が終わっ

てほっとしたというときにやってしまっ

たという注意散漫も入ってくると思うの

ですが、そういうところが多いのではな

いかなということで、ことしの春に安全

運転管理者会議を開きまして、そのあた

りのお話もさせていただきながら、未熟

な運転者はどうするのかというようなこ

とも一定議題には上りました。それと、

注意喚起も常にしておかねばならないと

いうことで、２点については話し合いを

しておるんですけども、具体的にこうい

うふうにすれば注意散漫にはならんとい

う方法は現実問題で見つけることはでき

ませんでした。

　今後、それぞれ問題に対しては検討し

ていかなければならないでしょうし、幾

らいい施策がありましても、最終的には

運転手が自覚を持ってやっていただかな

いといけないと。パッカー車の事故等は、

これはいたし方ない事故になるかと思い

ますが、それ以外のものは一定対処でき

る、防げる事故になるのかなと思ってお

ります。

　今後とも、こういう軽微な問題があり

ましても、なくすような形で原因の究明、

分析等も進めていきたいと考えておりま

す。

○三好義治委員長　暫時休憩します。

（午後４時３４分　休憩）

（午後４時３５分　再開）

○三好義治委員長　再開いたします。
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　布川参事。

○布川総務部参事　パッカー車の事故に

関しましても、こちらのほうもそれなり

の対応をしていきたいと考えております。

申しわけございませんでした。

○三好義治委員長　山本次長。

○山本市長公室次長　第４次行革、並び

に指定管理者に関するご質問にご答弁を

申し上げます。

　まず、総合計画と第４次行革の中で、

双方を進めながら第４次行革と協働が実

現できるのかというようなお問いであっ

たかと思います。

　我々、政策推進課の受け持つエリアに

おきましては、現在、行革エリアと総計

エリア双方の業務をいたしております。

我々といたしましては、今、特別委員会

において審査いただいています、総合計

画の内容に沿った中にある協働というこ

とは、進めていかなければならないとい

うような認識でございます。

　総合計画と第４次行革の関係でまいり

ますと、特別委員会ではこれからの審議

になりますが、行政の役割の中で職員の

役割ということを明記いたしております。

行財政改革の中におきましても、先ほど

申し上げました５本の柱の中に、やはり

スピード感のある行政経営システムの構

築、前例にとらわれない職員を育てる等

記載をいたしております。この辺は、や

はり双方関連をしてくるものであるとい

うふうな認識をいたしております。

　双方を着実に進捗していくことで、財

政の健全化が図れるということを、我々

としては目指していきたいというふうに

考えております。

　続きまして、６６０名体制の件でござ

います。５年後、単純計算でいくと６１

９名になるというお問いでございます。

　我々といたしましては、先ほどの答弁

で少し説明不足があったことは、おわび

をさせていただきます。職種の中におき

ましては、やはり専門職等がございます。

この専門職の職種においては、近年も完

全補充というような形で職員を補充して

いるというような点がございます。その

辺は現状を見きわめて、数字を積算いた

しまして、６６０名という数字を算出い

たしているものでございます。

　続きまして、第４次行革の中の庁内論

議というところでございますが、従前、

こういう計画を作成する際には、基本的

には行革エリアの管理職と所管エリアの

管理職でヒアリングを行うというのが通

常の方法でございましたが、今回の第４

次におきましては、その管理職前をさば

くという意味で、行革担当課、人事、財

政、政策の係長、課長代理職員と各原課

の同職員におきましてヒアリングの実施

をさせていただいております。これまで

よりは、内部議論をさせていただいてい

るというようなこともございますので、

ご理解をお願いしたいと思います。

　続きまして、指定管理に関するご質問

でございますが、委員のご指摘のように、

平成２０年６月に総務省自治行政局行政

課のほうから通知が出ております。

　指定管理の選定過程に関する留意点と

いうことで、何点かの留意点がございま

す。その中には、事業計画を複数に提出

させることなく、特定の事業者を指定す

る際には、その事業者の選定理由につい

て十分に説明責任が果たせているのかと

か、選定委員会のあり方について説明責

任を果たしているのかというような、内

部に対する厳しいご指摘もあろうかと思

います。

　現在、図書館におきまして指定管理の

事務を行っております。指定管理の選定

委員会を立ち上げさせていただきまして、
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内部委員４名、外部委員２名の６名で選

定委員会を立ち上げさせていただき、そ

の選定に当たってのご議論をしていただ

いている最中でございます。

　その選定委員会におきましても、今回、

図書館の選定におきましては、プロポー

ザル方式を取っていこうというような意

見で集約され、今、募集をいたしている

ところでございます。近隣各市におきま

しても、公募をする際には多くの団体が

プロポーザル方式を取っているというよ

うな現状もございます。

　そのような現状もございますが、我々

といたしましては、この３年間、一から

の議論として、どういう手法がいいのか、

プロポーザルがいいのかということも含

めて、もう一度、一から議論をしていき

たいということで、この第一次の改訂版

も作成させていただいたというようなこ

とでございます。

　都市開発株式会社の関連でございます

が、我々といたしましては、この３年間

に外郭団体の皆様も努力をしていただく

と。我々といたしましても、努力をする

といいますか、その経過を見きわめなが

ら、３年後に市として指定管理者を選定

する際に、どのような形が一番いい方法

なのかを、現在は白紙の状況で、これか

ら議論をしてまいりたいというふうに考

えております。よろしくお願いいたしま

す。

○三好義治委員長　有山部長。

○有山総務部長　民生費の構成比という

ことで、少し答弁させていただきたいと

思います。

　北野次長が答弁いたしましたように、

本市におきましては民生費の、委員が評

価していただきましたように、国保に対

しまして基準外の繰り出しを増額させ、

平成２１年度は保険料の増額改正を見送っ

たところでございます。

　また、府内で一番民生費の構成比の高

い市の実態についてですが、国保特別会

計において大きな赤字が生じており、自

治体財政健全化法において、連結実質赤

字比率が早期健全化基準を超えるため、

財政調整基金を底のつくまで取り崩し、

国保特別会計に繰り出しを行い、その回

避を図ったものであります。基金がない

状況の中で、この団体におきましては、

現在、職員給与の大幅な一律カットを実

施しております。

　この団体においても、国保特別会計に

繰り出しをしなければならない状況であっ

たものであり、福祉に力を入れた結果、

民生費の構成比が高くなったわけではご

ざいません。

　いずれの団体においても、それぞれの

事情があり、その財政運営を行っている

ところでございまして、意図して事業費

に執行されたものなのか、状況として執

行せざるを得なかったものなのか、それ

ぞれの市において政治的に判断された部

分もあることから、目的別決算の構成比

のみで財政分析をするということは、財

政分析の判断に誤りが生じる可能性が大

きいというふうに感じております。

　本市の決算状況の中で、単独扶助費が

大阪府内で２位ということでございまし

たが、あえてもう少し言わせていただき

ますと、老人福祉費では５位、児童福祉

の扶助費についても２位ということで、

それなりに住民に対しての扶助を行って

いる。民生費の構成比は、なるほどそう

でありますが、先ほど言いましたように、

国保の保険料の改定を見送ったことなど、

住民の生活を守るための努力もしている

ということをご理解いただきたいと思い

ます。

○三好義治委員長　羽原公室長。
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○羽原市長公室長　第４次行革につきま

して、ご答弁を申し上げます。

　現在、自治体の一番大きな問題の根っ

こは、社会状況が大きく変わりまして、

行政サービスへのニーズが膨れ上がって

いるにもかかわらず、税収が伸びないと、

むしろ減少していくというところにあろ

うかというふうに思います。そういう状

況を受けまして、各自治体ともさまざま

な努力をしているというところでござい

ます。

　その一つとして、本市では一定職員数

の抑制を図るという取り組みを進めてお

るところでございまして、先ほど民生費

と人件費の関係というような答弁がござ

いましたが、ちょっと古い数字になりま

すけれども、平成１０年の人件費が８２

億４００万円ございました。平成２０年

でいきますと、６６億６，１００万円に

減少しております。その差が１５億４，

３００万円減少いたしております。とこ

ろが、扶助費に目を移しますと、平成１

０年が３０億１，８００万円、平成２０

年の決算統計では５５億９，３００万円

に膨れております。その差が２５億７，

５００万円ございます。人件費の減額が

１５億４，３００万円、扶助費の増が２

５億７，５００万円。ただし、扶助費の

中には、裏には国費の補助がついており

ますから、財政のほうから得た数字とい

うことでは、人件費の減少分が扶助費を

埋めておるという構造になるというふう

に私どもは認識いたしております。

　もちろん、そう単純な関係性だけでは

ないと思いますけれども、やはり人件費

の減少ということは、片方で職員にもい

ろんな影響を及ぼすわけですが、この状

況の中で扶助費を支えてきたという側面

は否定できないのではないかというふう

に思います。

　ただ、人件費を抑制するためには、職

員の採用の抑制ということが必然的に求

められるわけでして、非常勤職員等もご

ざいますし、委託、その他の指定管理者

のようなさまざまな手法を入れ込んでき

ておるということでございます。

　ワーキングプアというようなご質問で

ございましたけれども、やはり現在の社

会にあって、自治体と言えども一つの経

営でございますから、自治体だけがそう

いう内部的な改革をせずに、職員の痛み

なしに現状を乗り切れる状況にはないと

いうふうに考えているところでございま

す。

　現在の行革の考え方でございますが、

必ずしも市民負担を求める、サービスを

削るというふうなことだけだと私どもは

考えておりません。先ほどもご質問にご

ざいました、フォルテの市民ルームとい

うのは会議室の問題、これにしましても

旧福祉会館を閉めた後の代替措置として

設定していたものを、コミュニティプラ

ザができましたので廃止させていただく

というふうに考えておりますし、それぞ

れの制度が持っておりますいろんな問題

を適正な関係性、適正な位置に戻してい

く、そういうふうに私どもは考えており

ますので、単純に市民負担を削るという

ことではなかろうかというふうに思って

おります。

　もう一つ、指定管理者の問題でござい

ますが、先ほどご答弁申し上げておりま

したように、人件費の抑制策の一つでは

ございますけれども、行政サービスを低

下させてはならないということは、我々

も考えておるところでございまして、そ

のためには、もちろん経費の増は論外と

いたしまして、経費は抑制しつつ、なお

かつ現状の行政サービスは決して下げな

い。そのためには、単に経費だけではな
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く、受託者の技術水準、これまでの実績、

その辺も踏まえた上で業者選定をしてい

く、きちっと注文をつける形でやってい

くというふうに考えておるところでござ

います。

　都市開発の問題は、ある種、民間の会

社ですので、公金の投入については、や

はりはばかられるかなというところもご

ざいますけれども、設立の経過に市が大

いに関与しているところでもございます

ので、単純にこれを民間の理屈で廃止す

るというわけにもいかないと思いますし、

ただし、そこに経常赤字が出ているから

といって、市の金を投入することもでき

ないということは、やはり都市開発自身

の経営努力、自分たちの体質改善、赤字

削減の努力をまず第一義的には求めるべ

きであろうと。それをしっかりと見きわ

めた上で、では行政としてどういう対応

ができるか、これは次の段階で検討して

いくことかなというふうに思っておりま

すし、そういう手続を踏まないことには、

なかなか市民の方のご理解は得られない

のではないかというふうに思っておりま

す。

○三好義治委員長　野口委員。

○野口博委員　一応、要望に留めて終わ

りにしたいと思うんですが、住民税の減

免問題は、何回も言いますけども、いわ

ゆる担税力という点からしても、税金を

払う能力が低下しているのと、できない

という状態は一緒なわけでありますから、

これまでも国の論拠として２０００年の

そういう話もしておりますし、だから、

公費の援助の中には入りますということ

をちゃんと話しているわけで、真摯に受

けとめていただいて、一度全体のあり方

についても論議をしていただきたいと思

います。

　財政運営や行革問題は、いろんな思い

を語られましたけども、先ほど申し上げ

たように、摂津市のよさもたくさんある

わけです。市長を含めて努力されて、駐

車場料金の５００円以外は２か年とも公

共料金の値上げなしだとか、いろいろと

頑張っているので評価はしているわけで

す。その上で、摂津の将来を考えた場合

に、行政システムもそうですけども、ど

うあるべきかということで論議をさせて

いただいているわけでございます。

　平成２１年度は森山市政２期目の出発

でありました。すべての公共料金を１３

年ぶりに値上げするのを据え置きしまし

た。小規模工事の限度額も６０万円にす

るとか、乳幼児入院医療費助成制度も拡

大するとか、いろんな形で住民要求にこ

たえる中身でもありました。それは評価

しているわけです。

　しかし一方、根本となるところで、第

４次行革でこういうものでありますとい

うことを言っています。公共料金の問題

については言われていましたけど、過去

に何回も、３年ごとの公共料金値上げに

ついてどうですかと問うたら、これは堅

持しますとおっしゃっているわけです。

ふつうだったら、当然、応分の負担が必

要だというものとあわせて、極力、今の

時勢ですから、公共の値上げは慎重に対

応していくという言葉があって然るべき

だと思いますけど、なかなかそういう言

葉にならないというところも含めて、や

はり限界があるわけです。

　同時に、協働ということでありますか

ら、こういう問題についてもきちっとい

ろんな場面で揉んでいただくと。同時に、

もう一回になりますけれども、職員の６

６０人の問題も含めて、もう少し庁内で

熱気を持って、みずからの行動について

再認識をしていただくと。自分たちの仕

事が関係する市民に対してどういうふう

－66－



に思っていただいているのかとか、そう

いう情報発信もして、自分の仕事を再認

識していくと。その仕事で、市民との仕

事に対する感覚を共有していくというこ

とも大事だと思っていますし、幾ら内部

でどうこうしたとしても、それはなかな

か市民に受けとめられないという問題が

ありますので、今の時点に立って、官民

分断でいろいろ官に対する攻撃がきて、

日々の仕事がしにくいということがわか

ります。それに負けずに頑張ってほしい

わけです。そのためには、みずからの職

場の足元もきちっと見直して、どうある

べきかという立場で、いろんな角度から

論議していただきたいということであり

ます。

　これから総合計画で１０年が始まって

いきますので、改めて、きょう申し上げ

た点を受けとめていただいて、お互いに

よかったというようなまちづくりをして

いきたいと思いますので、これを申し上

げて質問を終わります。

○三好義治委員長　暫時休憩します。

（午後４時５３分　休憩）

（午後４時５４分　再開）

○三好義治委員長　再開します。

　本日の委員会はこの程度のとどめ、散

会します。

（午後４時５５分　散会）

　委員会条例第２９条第１項の規定によ

り署名する。

　総務常任委員長　　三　好　義　治　

　　

　総務常任委員　　村　上　英　明　
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